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意見募集結果と総務省の考え方 
（案） 

全体 

頁 段落 意  見 総務省の考え方 

  【意見】 

ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコミュニケーションズは再編以後、別会社として事業

運営を行っていますので、競争評価にあたってはそれぞれ別個の事業者として取り扱うべきと

考えます。 

【東日本電信電話株式会社】 

競争評価においては、

ＮＴＴグループとしての

影響力についても注視し

ていることから、必要に

応じてＮＴＴグループと

しての傾向を分析するこ

とは妥当と考えます。 

  【意見】 

＜１．市場シェア以外の多面的な分析＞ 

ＮＴＴ東・西の加入者回線のボトルネック性に着目し、固定電話における市場支配力の隣接市

場へのレバレッジを、水平的、垂直的に分析しようとする今般の競争評価のアプローチは適切で

す。設備のボトルネック性だけでなく、加入電話からＡＤＳＬ、ＦＴＴＨへとブロードバンドへ

のマイグレーションにおける手続きの問題（例えば、光ファイバの戸建て宅内引込み工事は、Ｎ

ＴＴ東・西は１回、競争事業者は２回等、他事業者との差分が存在）やブランドの問題（独占時

代から引き継いだ資産であるブランド力の影響）等のスイッチングコストにも着目する分析は、

公正競争実現のために必要な措置を検討する上で重要なものであり、競争評価がより実践的なも

のに改善されてきたものと評価されます。今後、地理的な広がりの強み（ＦＴＴＨの部分市場毎

のエリア等）の分析も含め、更に踏み込んだ分析が必要と考えます。  

＜２．レバレッジの問題＞ 

一方、市場支配力の行使については、隣接市場に対するレバレッジの「懸念」に留まった評価

となっており、不十分です。 

 客観的なデータとして現れているＦＴＴＨやＩＰ電話、法人向けサービス市場でのＮＴＴグル

ープのシェアの上昇は、加入電話における市場支配力が、隣接市場に波及していることを示すも

のであり、レバレッジによる公正競争上の問題（独占時代に培った優位性により、ブロードバン

ド・ＩＰサービス市場でも市場支配力を濫用）は、懸念ではなく、顕在化している段階にあると

評価する必要があります。 

＜３．営業面の問題、グループ一体経営の在り方＞ 

【意見１について】 

本評価に賛同する御意

見として承ります。 

【意見２について】 

今回の競争評価では、

市場支配力のレバレッジ

に関する個別事例の詳細

な検証を行っていないた

め、「懸念がある」との評

価としています。 

【意見３について】 

御意見は今後の評価の

参考にさせていただきま

す。 

資資料料５５ 
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現在、指定電気通信設備制度の包括的な見直しや、ＮＴＴ東・西の活用業務認可に関するガイ

ドラインの見直しが行われているところであり、ＮＴＴ東・西の単独の市場支配力だけでなく、

ＮＴＴグループとしての共同的・一体的な市場支配力の濫用を防止するためのルールの整備につ

いても、検討されています。競争評価をこうした公正競争ルールの見直しと連携させていく上で

は、ボトルネック設備の問題（線路敷設基盤の指定設備化、実際の利用者を収容するシェアドア

クセスの加入者単位の開放等）に留まらず、今後は一層、営業面の問題（加入電話の顧客情報を

利用したフレッツサービスの販売、ＮＴＴ東・西のフレッツサービスとＮＴＴコムの一体販売等）

やグループ一体経営の在り方まで視野に入れた分析に注力していくことが重要と考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

  ■全般 

・ 評価結果案においては、ＦＴＴＨが今後の情報社会のネットワーク基盤の核となるインフラ

として位置付けられており※、インターネット接続領域の市場分析の中では、ＦＴＴＨ市場に

おけるＮＴＴ東西のシェアの増加傾向や隣接市場への市場支配力の濫用に関する懸念が示され

ているところです。 

 評価結果案を見ても、ＦＴＴＨ市場におけるＮＴＴ東西の独占化傾向、独占市場から隣接市

場への市場支配力の濫用、ＮＴＴグループの共同的・一体的営業等が競争環境に多大な影響を

与えているのは明らかであり、この結果、ＡＤＳＬ市場における競争がもたらしたブロードバ

ンド市場の発展傾向が縮退する方向に向かっていることは否定し難い事実であると考えます。

 従って、単に市場環境を注視するのみではこの傾向に歯止めが掛けられず手遅れとなること

から、早急に競争促進を図るべく政策の転換が必要であると考えます。具体的には、以下に列

挙する各種競争促進のための措置を講じることに加え、ＮＴＴグループの在り方についても早

期に議論を開始すべきであると考えます。 

  なお、市場におけるシェアの推移や、アンケート等による利用者の嗜好調査のみでは、競争

環境における具体的な問題の所在を明らかにすることはできないことから、ＦＴＴＨ市場にお

けるＮＴＴ東西のシェア増加等の問題を引き起こしている背景・理由について、競争評価の中

でさらに詳細に分析を深めることが必要です。 

※ 「ＦＴＴＨは、今後の情報社会のネットワーク基盤の核となるインフラであるため、これが独占的な環境ではなく健全な

競争環境の下で提供されるよう、競争評価としても市場分析を進めつつ、所要の制度整備を提言していくべきである」（評

価結果案 ３－４－６「２００６年度の競争状況の評価」（５）「今後の注視事項」より） 

 

■接続ルールの見直し 

・ 評価結果案の７－２－３「固定電話市場とインターネット接続市場の関係の総括」において、

御意見は今後の評価及

び各種研究会等における

ルール整備の参考とさせ

ていただきます。 

なお、ＮＴＴグループ

に係る公正競争要件につ

いては、競争セーフガー

ド制度において検証する

予定です。 
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「日本のＡＤＳＬは、世界でも も進んだアンバンドル規制が適用された結果、活発な競争が

展開され、既存事業者のシェアは世界で も低水準にある」とされているとおり、ＡＤＳＬ市

場においては徹底的な設備開放政策がとられたことで、競争事業者の参入が促進されたところ

です。 

 しかしながら、ＦＴＴＨ市場においては、ＮＴＴ東西により設定された光配線区域が狭小で

あることや、光ファイバの貸し出し形態が８分岐単位であること等により、競争事業者の設備

稼働率が向上せずコスト高になるという構造上の問題が存在するため、競争事業者が当該サー

ビス市場において事業を行うことは実質的に不可能です。 

これについては、「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する基本方針２００６～２０

０８」４－３－１－２（２）①「不可欠設備の存在」において、「加入者回線等のサービス提供

に不可欠な設備を保有している事業者から当該設備を借り受け、同時に 終利用者に対するサ

ービス市場でその事業者と競争する状況下では、当該設備の開放の内容や程度によっては劣位

な条件での競争を強いられる」とされている事態が、現に生じていることに他ならないものと

考えます。 

 このため、設備開放の有無は表面的に判断するのではなく、上述のような接続条件における

構造上の問題等を踏まえて判断することが不可欠であり、その上で当該市場における競争阻害

要因※を取り除くべく適切な措置を講じることが必要です。具体的には、光配線区域の見直し

や１分岐単位での光ファイバの貸し出し等の措置を早急に講じる必要があると考えます。 

※ 参考資料 競争評価アドバイザリボード（第 3 回）配布資料６－４「ソフトバンクテレコム株式会社提出資料」２０～

２７頁（URL： http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/advisory_board/pdf/070329_2_si6-4.pdf）

■独占市場から隣接市場への市場支配力の濫用  

・ ＩＰ化の進展により、固定電話市場における市場支配力がＦＴＴＨ市場等隣接市場へ濫用さ

れる恐れがより高まっていることから、このような事態を回避すべく、実効性のあるファイヤ

ーウォール措置等を追加的に課すことが急務であると考えます。 

■市場支配的事業者グループの共同的・一体的営業 

・ 市場において現実の営業実態として見られる、Ｂフレッツ販売時のＯＣＮ推奨販売や、ドコ

モショップにおけるＢフレッツと携帯電話端末（ＮＴＴドコモ契約）のセット販売による割引

等、市場支配力を有するＮＴＴグループによる共同的・一体的営業は、公正な競争環境を侵す

恐れがあるものです。このような行為の競争阻害性を特定し、明確に禁止行為と位置付けない

限り、各市場におけるＮＴＴグループの市場支配力がさらに強化されることは明らかです。 

現在、禁止行為については、電気通信事業法第３０条第３項第２号において、市場支配的事

業者は特定の電気通信事業者に対して不当に優先的な取扱いをしてはならない等規定されてい
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るところですが、当該規定に反すると思われる行為が実際に行われていても、その実態を外部

から検証することは不可能であるため、当該規定は実効性を欠いているというのが実情です。

このため、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」や「東・西ＮＴＴの業務範囲

拡大に係る公正競争ガイドライン」において、ＮＴＴグループの共同営業に関し、禁止行為に

該当する具体的事例の充実化等を図ることが必要です。 

加えて、本年５月１１日のＮＴＴ社長会見において、ＦＭＣについては、ＮＴＴ東西（固定

側）からのアプローチに加え、ＮＴＴドコモ側からのアプローチも存在するとの見解が示され

ているところですが、ＮＴＴドコモにおいても、その歴史的背景に起因する総合的な事業能力

の高さや、現に第二種指定電気通信設備を有し、過半という高いシェアを有することを考慮す

ると、公正競争環境確保のためには、ＮＴＴドコモにおける禁止行為を具体的に記載したガイ

ドラインを個別に策定するといったさらに徹底した予防措置を早急に講じる必要があると考え

ます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

  【意見】  

■競争評価手法の更なる精緻化 

・ 現在の競争評価については、一部判断基準に不透明な点がある等の課題が依然として存在し

ており、引き続き分析手法や評価結果の導出手法の精緻化を図る必要があると考えます。 

  特に、市場支配力の行使有無の判断の際には、市場支配力が存在するだけで実質的に行使し

ているのと同等の効力を持ち得る場合があることを認識すべきであると考えます。 

  例えば、ブランド等が有する競争優位性やサービス提供に係る手続面における指定電気通信

設備を有する事業者の優位性等、市場支配力の存在自体が、競争事業者の事業展開を困難にす

るという実態が存在しています。また、市場支配力を有した事業者の存在自体が、他事業者の

当該市場への参入意欲を削ぎ、結果として新規参入が生じないといった事態も想定されるとこ

ろであり、このようなケースにおいては市場支配力を有した事業者の存在自体が参入障壁にな

っていると捉えるべきです。 

■ＮＴＴグループ各社の総合的な事業能力 

・ 上述のとおり、現行ルールにおいて規制されていない各種市場支配力（ブランド力やサービ

スに係る手続面の優位性等）が、実態として現に存在していることから、適切な競争評価を行

うためには、それらの定量化や実証が困難な指標について着目することが不可欠です。 

  また、今後は、クワトロプレイ等の多様なサービス登場に伴う複雑な市場環境の変化が予想

されることから、適切な競争評価を行うためには、表面的な消費者選好やシェア等といった定

量化や実証が容易なデータの分析にとどまらず、ブランド力等、より一層、定量化が困難な指

御意見は今後の評価の

参考にさせていただきま

す。 

なお、競争評価におい

ては、市場支配力を存在

と行使の二段階に分けて

考えることによって、よ

り的確に市場の状況を評

価することとしていま

す。「基本方針 2006～

2008」28 頁以下参照。 

また、アンケートのデ

ータについては、評価結

果の決定に併せて、「市場

の現況」として公表して

います。 
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標も含むＮＴＴグループ各社の総合的な事業能力を測定し、分析の一要因に含めることが重要

であると考えます。 

■アンケートの公表 

・ 分析にあたり実施したアンケート内容については、競争評価制度全体の透明性を確保し、評

価結果の信頼性を高めるために、意見募集のタイミングにて、サンプル属性に限らず実際に用

いられたアンケートの設問・回答結果・集計結果等についても公表すべきと考えます。 

■レバレッジ 

・ 評価結果案において使用されている「レバレッジ」という用語については、必ずしもその定

義が明確となっておらず、該当行為が及ぼす影響や効果についてもイメージ化がしづらいこと

から、「隣接市場への市場支配力の濫用」といった表現に統一することが適当と考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

 

 

 

第 1 部 

第１章 固定電話領域 

頁 段落 意  見 総務省の考え方 

１３ １－２－３

－３（１） 

図表１－２

－３－３① 

 

【総務省案】 

ドットフォンパーソナルＶ 月額基本料金を支払うことでＰＣからの格安通話を実現。 

 

【意見】 

 ドットフォンパーソナルＶは、弊社の 050-IP 電話と同等の料金体系となっており、格安とい

う表現は不適切。弊社サービスの利用者の誤解を招きかねない記載であり修正いただきたい。 

＜修正案＞ 

ドットフォンパーソナルＶ 月額基本料金を支払うことで 050-IP 電話とほぼ同等料金での通話

を実現。 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】

御指摘を踏まえ、修正

します。 

２２ 

２３ 

１－３－２

－２【要約】、

【総務省案】 

【要約】 

御指摘を踏まえ、直収

電話、ＣＡＴＶ電話、０
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（２） ・通話料では、ＮＴＴコミュニケーションズが大幅な低価格路線を打ち出し、競争を先導。 

（２）通話料 

通話料の詳細については、ＮＴＴ加入電話、直収電話、ＣＡＴＶ電話、０ＡＢＪ－ＩＰ電話、

０５０－ＩＰ電話、放送等とのサービスとのセット料金について、代表的な料金の例を参考１

－Ｂにまとめたが、ここでは代表的な通話料の推移として中継電話を採り上げる。図表１－３

－２⑤～⑦は、中継電話の通話料を、市内電話、中距離、長距離の別に示したものである。市

内通話、中距離通話、長距離通話いずれとも０５年度からは変化がないが、近年では、ＮＴＴ

コミュニケーションズが提供する「プラチナライン」１２が通話料の大幅な値下げによって

安値を実現し、料金競争を主導し、シェアを急拡大させているのが特徴的である。 

 

【意見】 

直収電話、ＣＡＴＶ電話、０ＡＢＪ－ＩＰ電話、０５０－ＩＰ電話の料金を総合的に評価すべ

きである。料金競争は市場全体（「ＮＴＴ加入電話＋直収電話＋ＣＡＴＶ電話＋０ＡＢＪＩＰ電

話）の状況に応じた総合的な判断に基づくものであり、参考１－Ｂに記載頂いた料金表から抜粋

すると下記の状況であります。弊社の設定する料金と同等またはそれ以下の水準で他事業者によ

り競合するサービスが提供されている現状において、弊社サービスを個別に取り上げ、「大幅な

低価格路線」や「競争を先導」との記載は誤った分析であるため修正が適切。 

参考１－Ｂ 固定電話の各サービスにおける主な料金（2007 年5 月現在）より抜粋

市内 県内60Km以内 県間100Km以上 携帯
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ
（おとくライン）

7.9 14.9 14.9
48.0

46.5(SBM宛）
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ
（BBフォン光）

7.99 7.99 7.99
25円（昼間）/分
20円（夜間）/分

KDDI
（メタルプラス）

8.0 8.0 15.0
48.0

46.5(au・ツーカー宛）
KDDI
（ひかりone電話）

8.0 8.0 8.0
48.0

46.5(au・ツーカー宛）
ＮＴＴコミュニケーションズ
（プラチナライン）

8.0 8.0 15.0 48.0(※1)
 

・また、（※１）のとおり、弊社の携帯電話向け料金は、４８．０円のため、参考１－B も合わ

せて修正願います。 

＜修正案＞ 

【要約】 

・ 通話料は、市場全体（「ＮＴＴ加入電話＋直収電話＋ＣＡＴＶ電話＋０ＡＢＪＩＰ電話」）

の競争状況を反映している。 

（２）通話料 

ＡＢＪ－ＩＰ電話、０５

０－ＩＰ電話の各料金の

総合的評価を追記しま

す。 

なお、携帯電話向け料

金についても、御指摘を

踏まえ修正します。 
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通話料の詳細については、ＮＴＴ加入電話、直収電話、ＣＡＴＶ電話、０ＡＢＪ－ＩＰ電話、

０５０－ＩＰ電話、放送等とのサービスとのセット料金について、代表的な料金の例を参考１

－Ｂにまとめたが、市場全体（「ＮＴＴ加入電話＋直収電話＋ＣＡＴＶ電話＋０ＡＢＪＩＰ電

話」）の競争状況を反映し、ほぼ同等な料金にてサービスが提供されている。 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】

２９ １－３－４

－１【要約】 

 

【総務省案】 

【要約】 

・ ＮＴＴ東西のシェア（ＮＴＴ加入電話及び０ＡＢＪ－ＩＰ電話）は年々僅かながら減少し、

０６年１２月末で９０．４％。 

 

【意見】 

「僅かながら」は客観性のない定性的な表現ですので削除願います。 

ＮＴＴ東西のシェアは 05 年から 06 年で▲4.7％、06 年から 07 年は推計で▲3％減少しており、

例えば携帯電話・ＰＨＳ市場における 05 年 12 月から 06 年 12 月にかけてのＮＴＴドコモの減少

幅▲1.3％と比べても大きな減少となっています。 

【東日本電信電話株式会社】

御指摘を踏まえ、以下

の通り修正します。 

 

・ ＮＴＴ東西のシェア

（ＮＴＴ加入電話及び０

ＡＢＪ－ＩＰ電話）は

年々減少し、 

３２ １－３－４

－２（１） 

 

【総務省案】 

各区分におけるＮＴＴグループのシェアは（図表１－３－４⑪～⑬を参照）、市内が８５．

０％（ＮＴＴ東西７０．３％、ＮＴＴコミュニケーションズ１４．７％）、県内市外が８１．

１％（ＮＴＴ東西６５．７％、ＮＴＴコミュニケーションズ１５．４％）、県外が７９．０％

（ＮＴＴコミュニケーションズ）、国際が６９．５％（ＮＴＴコミュニケーションズ）となり、

国際以外は８割前後で大差ない。 

 

【意見】 

マイライン未登録ユーザは、ＡＣＲによる中継事業者の使い分けを行っているユーザもおり、

必ずしも当社、ＮＴＴ東日本殿及びＮＴＴコミュニケーションズ殿を選択しているとは限らない

ため、「未登録」として扱うべきと考えます。 

【西日本電信電話株式会社】

マイライン登録をして

いないユーザについて

は、デフォルト登録とし

て、市内・県内市外はＮ

ＴＴ東西に、県外につい

てはＮＴＴコミュニケー

ションズに、登録した場

合と同一の扱いを受けて

いるという競争上の優位

性を考慮する必要があり

ます。 

３２ １－３－４

－２（１） 

【総務省案】 

（１）契約数に見る市場集中度 

（中略） 

各区分におけるＮＴＴグループのシェアは（図表１－３－４⑪～⑬を参照）、市内が８５．０％

御指摘を踏まえ、「市

内」「県内市外」「県外」

「国際」を加重平均した

データによる分析に修正
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（ＮＴＴ東西７０．３％、ＮＴＴコミュニケーションズ１４．７％）、県内市外が８１．１％（Ｎ

ＴＴ東西６５．７％、ＮＴＴコミュニケーションズ１５．４％）、県外が７９．０％（ＮＴＴコ

ミュニケーションズ）、国際が６９．５％（ＮＴＴコミュニケーションズ）となり、国際以外は

８割前後で大差ない。したがって、ここでは便宜的に、中継電話の用途として代表的な長距離電

話の区間である「県外」を選択することとし、ＮＴＴコミュニケーションズのシェアを、ＮＴＴ

グループ（ＮＴＴ東西＋ＮＴＴコミュニケーションズ）が提供するマイライン・マイラインプラ

スのシェアとみなし、代用することとする。 

（＊下線は当社による。） 

【意見】 

中継電話市場の分析にあたっては、「県外」のみではなく、「市内」「県内市外」「国際」も含め

て客観的に分析する必要があると考えます。また、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコミュ

ニケーションズは再編成以後、別会社として事業運営を行っているところであり、ＮＴＴコミュ

ニケーションズの「県間」シェアをＮＴＴグループのシェアの代用とするのは適切でなく、三社

を別個の事業者として取り扱うべきと考えます。 

【東日本電信電話株式会社】

します。 

 なお、ＮＴＴ東西とＮ

ＴＴコミュニケーション

ズには、持株会社を通じ

た資本関係があることか

ら、ＮＴＴグループとし

てのシェアを注視するこ

とが必要と考えます。 

３２ １－３－４

－２（１） 

【総務省案】 

(１)契約数に見る市場集中度 

中継電話の競争状況を分析するに当たり、２００５年度の競争評価ではＮＴＴ加入電話に係る

中継電話部分（マイライン・マイラインプラス）を抽出して分析したが、今回はこれに直収電話、

ＣＡＴＶ電話、０ＡＢＪ－ＩＰ電話の中継電話部分を加え、中継電話全体として分析することと

した。これは、ＮＴＴコミュニケーションズが直収電話に参入せず、プラチナラインの提供によ

りマイライン・マイラインプラス部分の通話サービスを低廉な通話料で提供することにより競争

を行っているため、直収電話等も含めた上で中継電話部分の競争状況を分析すべきとの指摘があ

ったためである。 

 なお、これを行うためには、マイライン・マイラインプラスの４区分（市内、県内市外、県外、

国際）の中から１区分を選択し、この区分に係る契約数と直収電話、ＣＡＴＶ電話、０ＡＢＪ－

ＩＰ電話の契約数を合計して市場シェア等を算出する必要がある。各区分におけるＮＴＴグルー

プのシェアは（図表１－３－４⑪～⑬を参照）、市内が８５．０％（ＮＴＴ東西７０．３％、Ｎ

ＴＴコミュニケーションズ１４．７％）、県内市外が８１．１％（ＮＴＴ東西６５．７％、ＮＴ

Ｔコミュニケーションズ１５．４％）、県外が７９．０％（ＮＴＴコミュニケーションズ）、国

際が６９．５％（ＮＴＴコミュニケーションズ）となり、国際以外は８割前後で大差ない。した

がって、ここでは便宜的に、中継電話の用途として代表的な長距離電話の区間である「県外」を

【意見１について】 

 御指摘のとおり、通信

量のシェアの分析は重要

であり、図表１－３―４

⑥～⑨において実際に分

析しています（ＩＰ電話

を除く）。 

一方、マイラインの未

登録者の扱い等、顧客獲

得の面での競争に大きな

影響を与えうる要因も認

められることから、契約

数のシェアも重要である

と考えます。 

 なお、マイライン登録

をしていないユーザにつ

いては、デフォルト登録

として、県外については
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選択することとし、ＮＴＴコミュニケーションズのシェアを、ＮＴＴグループ（ＮＴＴ東西＋Ｎ

ＴＴコミュニケーションズ）が提供するマイライン・マイラインプラスのシェアとみなし、代用

することとする。 図表１－３－４⑤は、中継電話契約数（マイライン（県外）、直収電話、Ｃ

ＡＴＶ電話、０ＡＢＪ－ＩＰ電話）における上位３社シェアの推移を示したものである。中継電

話全体におけるＮＴＴコミュニケーションズのシェアは、０６年３月末で６９．２％で１位とな

っており、ＫＤＤＩが１４．０％で２位、ソフトバンクテレコムが７．５％で３位となっている。

また、上位３社シェアは９０．７％、ＨＨＩは５０６１となっており、市場集中度は高く高度に

寡占的な市場となっている。 

 

【意見】 

意見１：市場集中度を把握する指標として、契約数と通信量が考えられるが、下記の事項を十分

に考慮し、通信量を基本とすべき。 

① マイライン未登録者、弊社マイライン登録者ともに、事業者識別番号を付加し通話する

ことで、他社の中継電話を利用可能。 

② 通話量はお客様毎に異なるため、事業規模を把握するには通信量（概ね収益に比例）が

適切。 

これらの影響により、弊社通信量シェアは 53.1％となっており、契約数のシェア 69.2%と

大きく乖離しております。これより、契約数を元にした評価は、市場集中度（事業規模）を

評価する指標として適切ではなく、３３頁「（２）通信量にみる市場集中度」を基本とすべ

き。誤解を招かぬよう、以下のとおり修正すべき。 

 －（１）と（２）の順番を入れ替え、通信量を基本とした評価に変更。 

 －HHI は通信量を元に算出。 

 －要約部分についても通信量を元にした評価に修正する。 

 －契約数によるシェアについては、マイライン未登録者の存在をより明確にするため未登録

と標記し、注釈で補足する。 

意見２：マイライン未登録者を含めた弊社のマイラインシェアにより、NTT グループの評価とす

るといったことは不適切。 

   意見１のとおり通信量を基本とすべきであり、図表１－３－４⑩のように、事業規模（≒

通信量）は区分毎には大きく異なる。 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】

ＮＴＴコミュニケーショ

ンズに登録した場合と同

一の扱いを受けていると

いう競争上の優位性を考

慮する必要があります。

【意見２について】 

御指摘を踏まえ、「市

内」「県内市外」「県外」

「国際」を加重平均した

データによる分析に修正

します。 

３４ １－３－４

－２(２) 

【総務省案】 

０５年度におけるＮＴＴグループのシェアは、市内通話で７３．９％(通信回数)と７５．３％

ＮＴＴ東西とＮＴＴコ

ミュニケーションズに
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 （通信時間）、県内市外通話で５８．３％（通信回数）と６１．１％（通信時間）、県外通話で４

７．８％（通信回数）と５３．１％（通信時間）となっている。 

 

【意見】 

市内通話、県内市外通話における通信量シェア（図表 1-3-4⑥、図表 1-3-4⑦）については、

ＮＴＴグループ３社合計で算定し分析を行うのではなく、少なくともＮＴＴコミュニケーション

ズ殿を分離し、「ＮＣＣ」として一括りにされている部分についても事業者の内訳を記載すべき

と考えます。 

【西日本電信電話株式会社】

は、持株会社を通じた資

本関係があることから、

ＮＴＴグループとしての

シェアを注視することが

必要と考えます。 

３７ １－３－４

－２（１） 

【総務省案】 

(１)契約数にみる市場集中度 

 図表１－３－４⑪～⑬は、中継電話（マイライン、マイラインプラス）の契約数におけるＮＴ

Ｔグループ（ＮＴＴ東西及びＮＴＴコミュニケーションズ）のシェア及びＨＨＩの推移を、市内、

県内市外、県外、国際の区分別に示したものである。０７年３月末における中継電話でのＮＴＴ

グループのシェアは、市内で８５．０％、県内市外で８１．１％、県外で７９．０％、国際で６

９．５％となり、ＮＴＴグループが国内通話では８割前後、国際では約７割の圧倒的なシェアを

確保している。 

 

【意見】 

市場集中度を把握する主な指標として、前述のとおり通信量を基本とすべき。昨年度評価にお

いても、マイライン未登録を含む契約数により弊社のシェア：県外７５．９％に対し、通信量の

弊社シェアは県外：５１．１％との評価となっており、契約数のみでは実態を把握出来ていない。

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】

御指摘のとおり、通信

量のシェアの分析は重要

であり、図表１－３―４

⑥～⑨において実際に分

析しています（ＩＰ電話

を除く）。 

一方、マイラインの未

登録者の扱い等、顧客獲

得の面での競争に大きな

影響を与えうる要因も認

められることから、契約

数のシェアも重要である

と考えます。 

 

５６ 

～ 

５７ 

１－６（３） 【総務省案】 

①市場支配力の存在 

ａ ＮＴＴ東西は単独で市場支配力を行使しうる地位にある。 

以下の判断要素等を総合的に勘案し、ＮＴＴ東西が市場支配力を単独で行使しうる地位にあ

ると評価する。現存の市場構造や事業者間の競争状況においては、一定の競争ルールの存在な

しには、シェア１位のＮＴＴ東西が単独で価格その他各般の条件を左右しうる地位にある蓋然

性が高い。 

量的基準 

ＮＴＴ東西の市場シェアは引き続き９０％を超えており、独占的である。 

ＮＴＴ東西の固定電話

（加入部分）における市

場シェアは９０％を超え

ており、また、不可欠設

備を保有すること等から

「市場支配力の存在」に

ついては「市場支配力を

行使しうる地位にある」

と評価することが適当と

考えます。なお、第一種
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  （中略） 

その他の主な判断要素 

加入者回線合計（メタル回線、光ファイバ回線等の総計）に占めるＮＴＴ東西のシェア（０

６年３月末）は９３．８％に達し、メタル回線のみでは９９．９％となるため、ＮＴＴ東西

は不可欠設備を保有している。 

    

【意見】 

 ＮＴＴ東西の加入電話については、その沿革、歴史を反映して、固定電話（加入部分）におけ

るシェアが高いことは事実ですが、現に、競争事業者の事業戦略や営業活動の結果、ドライカッ

パを利用した直収電話の進展等により、ＮＴＴ東西の固定電話（加入部分）のシェアは近年急激

に低下しています。 

 また、固定電話（加入部分）においては、不可欠設備を保有していることによる弊害を除去し、

小売市場での公正な競争環境を整備するために、第一種指定電気通信設備制度に基づく設備開放

義務など各種の規制が適用されていることから、 ＮＴＴ東西が固定電話市場（加入部分）にお

いて市場支配力を行使することは制度的に不可能な仕組みになっています。 

 以上のことから、そもそもＮＴＴ東西が「市場支配力を行使しうる地位にある」という評価自

体が成り立たないと考えます。 

【西日本電信電話株式会社】

指定電気通信設備制度に

基づく規制等を考慮し

て、「市場支配力の行使」

を別途評価しています。 

５７ １－６（３） 【総務省案】 

②市場支配力の行使 

ａ ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場における市

場支配力を梃子として、他の隣接市場（ブロードバンド、移動体通信等）に影響力を及ぼす

懸念がある。 

以下の要素等を総合的に勘案し、現行の規制や市場の環境下においては、ＮＴＴ東西が単独

で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場における市場支配力を梃子とし

て、他の隣接市場に影響力を及ぼす懸念があると評価する。 

（中略） 

・ 一方、固定電話と密接な関係にあるＦＴＴＨ市場ではＮＴＴ東西のシェアが急増傾向にあ

り、０ＡＢＪ－ＩＰ電話におけるＮＴＴ東西のシェアも同様に急増している。 

・ このような傾向については、ＮＴＴ東西が保有するＮＴＴ加入電話の顧客情報によって営

業面等で競争事業者に対して優位である可能性も指摘されている。したがって、固定電話市

場における市場支配力のレバレッジの有無について、競争評価の適切な運用を通じ、引き続

前述のとおりＮＴＴ東

西は「市場支配力を行使

しうる地位にある」と評

価することが適当と考え

ます。また、隣接市場へ

の影響力については、「第

５章 マイグレーション

分析」、「第７章 隣接市

場との相互関係」におい

ても分析しているよう

に、隣接市場間の相互依

存関係が高まる傾向にあ

り、競争事業者からも同

様の懸念が指摘されてい

るため、評価内容は適切
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き注意深く監視することが必要である。 

 

【意見】 

 前述のとおり、ＮＴＴ東西は固定電話市場において「市場支配力を行使しうる地位」にないこ

とから、隣接市場に影響力を及ぼす「梃子」を持っておりません。 

 評価案は「固定電話と密接な関係」にあるＦＴＴＨ市場におけるＮＴＴ東西のシェア上昇を問

題視していますが、当の固定電話市場（加入部分）においてＮＴＴ東西は近年シェアを急激に低

下させており、当該市場においてすら行使し得ない力を梃子として隣接市場に影響力を及ぼすこ

とはありえません。 

 また、ＮＴＴ東西の０ＡＢＪ－ＩＰ電話のシェアが上昇していることは事実ですが、5 章（マ

イグレーション分析）でのＦＴＴＨ移行希望者の０ＡＢＪ－ＩＰ電話利用意向がそれほど高くな

いとのアンケート結果からも見て取れるように、 ０ＡＢＪ－ＩＰ電話を介して、固定電話（加

入部分）の市場支配力をＦＴＴＨ市場に及ぼしているかのような分析は妥当ではありません。 

 更には、確たる根拠も示さず、ＦＴＴＨ市場や０ＡＢＪ－ＩＰ電話においてＮＴＴ東西がシェ

アを伸ばしている要因があたかも加入電話の顧客情報を営業活動に利用しているためであるか

のような分析をしていますが、シェアは市場に参加している事業者がどこまで積極的に事業展開

するかといった経営戦略や事業意欲によって変動するものであり、当社の企業努力を閑却するも

のであることから、評価として適切性を欠くものです。 

【西日本電信電話株式会社】

であると考えます。 

５７ １－６（３） 【総務省案】 

(３)固定電話市場（加入部分） 

②市場支配力の行使 

ａ ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場における市

場支配力を梃子として、他の隣接市場（ブロードバンド、移動体通信等）に影響力を及ぼす

懸念がある。 

 以下の要素等を総合的に勘案し、現行の規制や市場の環境下においては、ＮＴＴ東西が単

独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場における市場支配力を梃子と

して、他の隣接市場に影響力を及ぼす懸念があると評価する。 

・ ＮＴＴ東西には、第一種指定電気通信設備制度に基づく接続規制・行為規制・サービス

規制が適用されており、市場支配力の行使を抑止・牽制するための一定の歯止めとなる措

置が講じられている。これらの規制は、一定程度有効に機能しているものと考えられる。

（中略） 

今回の競争評価では、

第一種指定電気通信設備

制度に基づく規制の存在

や直収電話等を含む固定

電話市場全体の競争環境

等を勘案し、ＮＴＴ東西

が市場支配力を行使する

可能性は高くないと評価

しているところです。た

だし、他の隣接市場（ブ

ロードバンド、移動体通

信等）への影響について

は、「第５章 マイグレー

ション分析」、「第７章 
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・ 一方、固定電話と密接な関係にあるＦＴＴＨ市場ではＮＴＴ東西のシェアが急増傾向に

あり、０ＡＢＪ－ＩＰ電話におけるＮＴＴ東西のシェアも同様に急増している。 

・ このような傾向については、ＮＴＴ東西が保有するＮＴＴ加入電話の顧客情報によって

営業面等で競争事業者に対して優位である可能性も指摘されている。従って、固定電話市

場における市場支配力のレバレッジの有無について、競争評価の適切な運用を通じ、引き

続き注意深く監視することが必要である。 

 

【意見】 

・ 固定電話領域に関し、ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くないとの分析

は、妥当性を欠くものと考えます。 

 市場支配力行使の評価にあたっては、例えば、現行の市場支配力認定において明確な位置付

けがなされていないブランド等による競争優位性の存在自体が市場支配力の行使につながり

得ることについて考慮する必要があるものと考えます。 

 また、市場支配力行使の評価においては、市場支配力行使のおそれや可能性がどの程度のレ

ベルであれば、行使の可能性が高いと判断されるのか等の指標を明確にすることにより、評価

結果の透明性・客観性を担保すべきです。 

  

・ 独占市場である固定電話市場におけるＮＴＴ東西の優位性が、他の隣接市場に影響を及ぼし

ていることは明らかであり、この傾向について注視を行うのみでは不十分であると考えます。

複数の市場に係る市場支配力の濫用防止に関する新たな規制の枠組については、「新しい競争

ルールの在り方に関する作業部会」等でも議論されているところですが、隣接市場への市場支

配力の濫用防止のための措置を講じることは急務であり、この検討を可能な限り前倒し、早急

に実効性のある行為規制等を課すことが必要であると考えます。 

 

・ なお、「固定電話市場のおける市場支配力を梃子として、他の隣接市場（ブロードバンド、

移動体通信等）に影響力を及ぼす懸念がある」と評価されている点については、現在、ガイド

ラインの見直しが行われているＮＴＴ東西による活用業務にも大きく関連する事項であると

考えます。現在、意見募集が行われている「東・西ＮＴＴの業務範囲拡大に係る公正競争ガイ

ドライン（活用業務ガイドライン）」の改正案においては、ＮＴＴドコモとの連携によるＦＭ

Ｃサービスの提供に係る共同営業の禁止のみ明確化されているところですが、ＦＭＣ以外の活

用業務を含むその他の通信サービスにおける共同営業についても、電気通信事業法第３０条第

３項第２号が厳格に適用されることを、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」

隣接市場との相互関係」

の分析も踏まえ、レバレ

ッジの懸念を特に追記し

ています。 

なお、競争評価の結果

は、複数の市場に係る市

場支配力の濫用防止に関

する新たな規制の枠組み

の検討や、活用業務ガイ

ドラインの見直しに関す

る基礎資料として、適宜

活用しています。 
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等各種ガイドラインに具体的事例を盛り込む等によって明確化すべきと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

５７ １－６（３） 【総務省案】 

②市場支配力の行使 

ａ ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場における市場

支配力を梃子として、他の隣接市場（ブロードバンド、移動体通信等）に影響を及ぼす懸念が

ある。 

 

【意見】 

「ＦＴＴＨや０ＡＢＪ－ＩＰ電話におけるＮＴＴ東西のシェア上昇が顕著であることから、固

定電話市場における市場支配力を梃子として、他の隣接市場に影響力を及ぼす懸念がある」との

評価に対し、強く賛同いたします。 

 今後、現在改正手続き中の「活用業務ガイドライン」や今年度より運用開始されます「競争セ

ーフガード制度」を通じて、固定電話の顧客情報に係る営業面でのファイアウォールのさらなる

遵守徹底やＮＴＴ東西が予定しているＮＧＮを利用したサービスに対する規制等を実施いただ

きたく、強く要望いたします。 

 また、サービスの代替性やバンドル提供等から、固定電話・ＦＴＴＨ・０ＡＢＪ－ＩＰ電話は、

密接に関係していますので、これらの相互影響を引き続き注視いただきますようお願いいたしま

す。 

 さらに、急速にＮＴＴ東西のシェアが上昇している０ＡＢＪ－ＩＰ電話については、次回の競

争評価において、個別の市場として詳細な分析を実施いただきますよう要望いたします。 

【株式会社ケイ・オプティコム】

本評価に賛同する御意

見として承ります。御要

望については今後の参考

とさせていただきます。 

なお、固定電話市場（０

ＡＢＪ－ＩＰ電話を含

む）とＦＴＴＨ市場の関

係は、今後も引き続き注

視していく予定です。 

５７ １－６（３） 【総務省案】 

②市場支配力の行使 

（中略） 

・ 一方、固定電話と密接な関係にあるＦＴＴＨ市場ではＮＴＴ東西のシェアが急増傾向にあ

り、０ＡＢＪ－ＩＰ電話におけるＮＴＴ東西のシェアも同様に急増している。 

・ このような傾向については、ＮＴＴ東西が保有するＮＴＴ加入電話の顧客情報によって営

業面等で競争事業者に対して優位である可能性も指摘されている。したがって、固定電話市

場における市場支配力のレバレッジの有無について、競争評価の適切な運用を通じ、引き続

き注意深く監視することが必要である。 

（＊下線は当社による。） 

「第５章 マイグレー

ション分析」、「第７章 

隣接市場との相互関係」

においても分析している

ように、隣接市場間の相

互依存関係が高まる傾向

にあり、競争事業者から

も同様の懸念が指摘され

ているため、評価内容は

適切であると考えます。 
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【意見】 

「ＮＴＴ東西は、ＮＴＴ加入電話の顧客情報によって営業面等で競争事業者に対して優位であ

る可能性も指摘されている」という記述は根拠のない、客観性に欠けるものであり、事実に反し

ているだけでなく、弊社の営業にも悪影響を及ぼしますので削除願います。 

なお、ＦＴＴＨ市場及び 0ABJ-ＩＰ電話において、弊社のシェアが伸びているのは、①積極的

なサービスエリアの展開、②多数のＩＳＰに対応しており、お客様の選択肢が豊富、③放送サー

ビスなど多種多様な新サービスの提供、④回線開通工事期間の短縮などお客様サービスの改善、

等の取り組みがお客様に支持されているものと考えます。 

【東日本電信電話株式会社】

５７ １－６（３）

② 

【総務省案】 

(３)固定電話市場（加入部分） 

 ②市場支配力の行使 

ａ ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場における

市場支配力を梃子として、他の隣接市場（ブロードバンド、移動体通信等）に影響力を及

ぼす懸念がある。 

（＊下線は当社による。以下同様。）

 

【意見】 

・ ＦＴＴＨやＩＰ電話、ＩＳＰ等の各市場におけるＮＴＴグループのシェアがいずれも上昇し

ているのは、ＮＴＴ東・西の固定電話市場（加入電話）における市場支配力のレバレッジが、

水平方向及び垂直方向に働いていることを示しています。 

 単なる「懸念」としてではなく、“市場支配力の「梃子」による影響が、隣接市場に対して

現に及んでいる”と評価すべきです。 

＜具体例＞ 

○固定電話の市場支配力を隣接市場に対してレバレッジを働かせている事例、及び、ＮＴＴグ

ループ（ＮＴＴ東・西とＮＴＴコム）としての共同的・一体的な市場支配力を行使している

事例 

固定電話の移転や各種サービス等の申込み・問合わせ窓口であるＮＴＴ東・西の１１６（フ

レッツ受付センター：0120-116-116 と同一）で、フレッツの営業を実施しているだけでなく、

ＯＣＮ等の一部プロバイダに限り、フレッツの契約と併せて一括で受付。 

 ⇒ 一括受付の場合、光引込み線工事日を調整できるため、プロバイダ経由での申込みに

比べ、開通期間は数日短縮。 

今回の競争評価では、

市場支配力のレバレッジ

に関する個別事例の詳細

な検証を行っていないた

め、「懸念がある」との評

価としています。 

なお、競争評価の結果

は、複数の市場に係る市

場支配力の濫用防止に関

する新たな規制の枠組み

の検討等に関する基礎資

料として、適宜活用して

います。 
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○下位レイヤから上位レイヤへのレバレッジの事例 

東日本エリアの家電量販店でフレッツとＯＣＮの組み合わせである「ＯＣＮ光 with フレ

ッツ」＋「ひかり電話」が優先的に販売され、他のＩＳＰとの組み合わせではポイント等が

付与されない。これについて、ＮＴＴ東日本からＮＴＴコムに対して内部相互補助が行われ

ているとすれば、ＮＴＴ東日本がフレッツの優位性を上位レイヤのサービスであるＯＣＮに

も波及させていることになり、問題。 

・ 固定電話からブロードバンド又は上位レイヤ（ＩＳＰ）といった隣接市場に対して、ＮＴＴ

東・西が現にレバレッジを働かせている状況に鑑みれば、ＦＭＣサービスの提供を通じて、今

後、移動通信市場にも影響を及ぼす懸念が大いにあると考えられます。こうした市場支配力濫

用を防止するためのルール整備が必要です。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

５７ １－６（４） 【総務省案】 

①市場支配力の存在 

ａ ＮＴＴグループは単独又は協調により市場支配力を行使しうる地位にある。 

（中略） 

量的基準 

中継電話市場におけるシェア１位のＮＴＴグループの契約数シェア（ＮＴＴコミュニケー

ションズのシェアで代用、マイライン・マイラインプラス部分のみ）は０６年３月末で６９．

２％、２位のＫＤＤＩは１４．０％となり、競争事業者とのシェアとの格差は非常に大きく、

シェアの変動は安定的である。 

 

【意見】 

① より客観性のある分析とするために通信量シェアを加えた分析が必要であると考えます。 

なお、昨年度の競争評価においては、中継電話市場をＮＴＴ加入電話に係る通話に限定してい

たことから、通信量シェアの把握が難しかったと認識しておりますが、今回の競争評価におい

ては中継電話市場を直収電話やＩＰ電話にも広げたことから、通信量シェアによる分析が可能

になったと考えます。 

② 「マイライン登録をしていないユーザ」はシェア分析から除外すべきと考えます。 

契約数シェアは顧客獲得における分析に特に有効であるということを踏まえると、自らが獲得

した顧客ではない「マイライン登録をしていないユーザ」はシェア分析から除外すべきと考え

ます。  

【東日本電信電話株式会社】

【意見１について】 

 御指摘のとおり、通信

量のシェアの分析は重要

であり、図表１－３―４

⑥～⑨において実際に分

析しています（ＩＰ電話

を除く）。 

【意見２について】 

 マイライン登録をして

いないユーザについて

は、デフォルト登録とし

て、市内・県内市外はＮ

ＴＴ東西に登録した場合

と同一の扱いを受けてい

るという競争上の優位性

を考慮する必要がありま

す。 
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５７ １－６（４） 【総務省案】 

①市場支配力の存在 

ａ ＮＴＴグループは単独又は協調により市場支配力を行使しうる地位にある。 

（中略） 

・ ＮＴＴコミュニケーションズは直収電話に参入せず、プラチナラインの提供により中継電

話（ＮＴＴ加入電話に係る部分）の低廉な通話料で競争を行っている。これは、ＮＴＴ東西

とＮＴＴコミュニケーションズとの資本関係の存在を示唆するものであり、両社の間に一定

の結び付きが存在し、協調の要因となる。 

（＊下線は当社による。） 

【意見】 

ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコミュニケーションズは再編成以後、別会社として事

業運営を行っており、直収電話に参入せず、プラチナラインを提供していることをもって、「資

本関係の存在を示唆する」とする記述は根拠がなく、客観性に欠ける分析ですので削除願いま

す。 

【東日本電信電話株式会社】

御指摘を踏まえ、以下

の通り修正します。 

 

ＮＴＴコミュニケーシ

ョンズは（中略）競争を

行っている。ＮＴＴ東西

とＮＴＴコミュニケーシ

ョンズには持株会社を通

じた資本関係があること

から両者の間に一定の結

び付きが存在し、協調の

要因となる。 

５７ １－６（４） 【総務省案】 

①市場支配力の存在 

ａ ＮＴＴグループは単独又は協調により市場支配力を行使しうる地位にある。 

以下の判断要素等を総合的に勘案し、ＮＴＴグループ（ＮＴＴ東西及びＮＴＴコミュニケー

ションズ）が市場支配力を単独又は協調により行使しうる地位にあると評価する。 

  （中略） 

その他の主な判断要素 

・ 中継電話（ＮＴＴ加入電話に係る部分）はマイライン、マイラインプラスに該当するが、

利用者が提供事業者を変更するには電話番号ごとに「マイライン登録料（税込８４０円）」

を支払う必要があり、諸手続も含め、相当程度のスイッチングコストが生じる。事業者変更

による通話料金面でのメリットと比較すれば、このコストは相対的に大きく、事業者を変更

しようとする誘因を低下させ、競争状況に及ぼす影響が大きい。 

・ ＮＴＴコミュニケーションズは直収電話に参入せず、プラチナラインの提供により中継 

電話（ＮＴＴ加入電話に係る部分）の低廉な通話料で競争を行っている。これは、ＮＴＴ東

西とＮＴＴコミュニケーションズとの資本関係の存在を示唆するものであり、両社の間に一

定の結び付きが存在し、協調の要因となる。 

 

スイッチングコストに

ついては御指摘のとおり

ＮＴＴ東西及びＮＴＴコ

ミュニケーションから他

社に変更する場合にのみ

発生するものではありま

せん。 

また、ＮＴＴ東西とＮ

ＴＴコミュニケーション

ズには、持株会社を通じ

た資本関係があることか

ら、ＮＴＴグループとし

てのシェアを注視するこ

とが必要と考えます。 
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【意見】 

 マイライン登録料は全ての事業者変更において必要なものであり、ＮＴＴ東西及びＮＴＴコミ

ュニケーションズ殿から他社に変更する場合にのみ発生するスイッチングコストではありませ

ん。 

 また、ＮＴＴ東西とＮＴＴコミュニケーションズ殿の間にＮＴＴ持株会社を介した資本関係が

あることは事実ですが、当社とＮＴＴコミュニケーションズ殿はそれぞれ独立した企業として、

自らの経営判断のもとで事業展開しており、競争評価上、「ＮＴＴグループ」として一括りにす

ることは妥当性を欠いています。 

【西日本電信電話株式会社】

５８ １－６（４） 【総務省案】 

ＮＴＴコミュニケーションズは直収電話に参入せず、プラチナラインの提供により中継電話

（ＮＴＴ加入電話に係る部分）の低廉な通話料で競争を行っている。これは、ＮＴＴ東西とＮＴ

Ｔコミュニケーションズとの資本関係の存在を示唆するものであり、両社の間に一定の結び付き

が存在し、協調の要因となる。 

 

【意見】 

市場への参入にあたっては、市場調査などを元に投資回収予測を行い、考えられる選択肢のな

かから対応を決定していきます。プラチナラインは市内を含めた NTT 東西殿と競合するサービス

であり、弊社の市場予測などに基づき導入を決定したものである。直収電話を弊社が提供しない

ことをもって、NTT 東西との協調の要因であるとの記載は憶測にすぎず、修正すべき。 

＜修正案＞ 

 ＮＴＴコミュニケーションズは直収電話に参入せず、プラチナラインの提供により中継電話

（ＮＴＴ加入電話に係る部分）の低廉な通話料で競争を行っている。 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】

御指摘を踏まえ、以下

の通り修正します。 

 

ＮＴＴコミュニケーシ

ョンズは（中略）競争を

行っている。ＮＴＴ東西

とＮＴＴコミュニケーシ

ョンズには持株会社を通

じた資本関係があること

から両者の間に一定の結

び付きが存在し、協調の

要因となる。 

６２ 参考１－Ａ 

（２） 

【総務省案】 

ユニバーサルサービスの提供義務を受けて設置している第一種公衆電話機以外の施設につい

ては、人口が多いこともあり利用が見込める都市部以外では収支を考慮して撤去が進んでいる。

従って、東京都、大阪府等、大都市を有する都道府県の施設数が多くなっている。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

大都市を有する都道府県の公衆電話施設数が多いのは、公衆電話が需要に応じて設置されてい

御指摘を踏まえ、以下

の通り修正します。 

 

人口が多いこと等によ

り需要の見込める大都市

を有する都道府県（東京

都、大阪府等）において、

施設数が多くなってい

る。 
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るためであり、撤去が進まないことが理由ではありませんので記述を削除願います。 

【東日本電信電話株式会社】

６４ 参考１－Ｂ

（２） 

【総務省案】 

（２）中継電話の料金（表省略） 

 

【意見（再掲）】 

直収電話、ＣＡＴＶ電話、０ＡＢＪ－ＩＰ電話、０５０－ＩＰ電話の料金を総合的に評価すべ

きである。料金競争は市場全体（「ＮＴＴ加入電話＋直収電話＋ＣＡＴＶ電話＋０ＡＢＪＩＰ電

話）の状況に応じた総合的な判断に基づくものであり、参考１－Ｂに記載頂いた料金表から抜粋

すると下記の状況であります。弊社の設定する料金と同等またはそれ以下の水準で他事業者によ

り競合するサービスが提供されている現状において、弊社サービスを個別に取り上げ、「大幅な

低価格路線」や「競争を先導」との記載は誤った分析であるため修正が適切。 

参考１－Ｂ 固定電話の各サービスにおける主な料金（2007 年5 月現在）より抜粋

市内 県内60Km以内 県間100Km以上 携帯
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ
（おとくライン）

7.9 14.9 14.9
48.0

46.5(SBM宛）
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ
（BBフォン光）

7.99 7.99 7.99
25円（昼間）/分
20円（夜間）/分

KDDI
（メタルプラス）

8.0 8.0 15.0
48.0

46.5(au・ツーカー宛）
KDDI
（ひかりone電話）

8.0 8.0 8.0
48.0

46.5(au・ツーカー宛）
ＮＴＴコミュニケーションズ
（プラチナライン）

8.0 8.0 15.0 48.0(※1)
 

・ また、（※１）のとおり、弊社の携帯電話向け料金は、４８．０円のため、参考１－Bも合

わせて修正願います。 

＜修正案＞ 

利用者料金の推移 

【要約】 

・ 通話料は、市場全体（「ＮＴＴ加入電話＋直収電話＋ＣＡＴＶ電話＋０ＡＢＪＩＰ電話」）

の競争状況を反映している。 

（２）通話料 

通話料の詳細については、ＮＴＴ加入電話、直収電話、ＣＡＴＶ電話、０ＡＢＪ－ＩＰ電話、

０５０－ＩＰ電話、放送等とのサービスとのセット料金について、代表的な料金の例を参考１－

Ｂにまとめたが、市場全体（「ＮＴＴ加入電話＋直収電話＋ＣＡＴＶ電話＋０ＡＢＪＩＰ電話」）

の競争状況を反映し、ほぼ同等な料金にてサービスが提供されている。 

１－３－２－２と同意見 
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【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】
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第２章 移動体通信領域 

頁 段落 意  見 総務省の考え方 

２７ ２－２－２

－２（４） 

【総務省案】 

（４）携帯電話、ＰＨＳの料金に対する需要者側の反応 

基本使用料や通話料、通信料が据え置きのまま、各種割引サービスが複雑化している近年の

料金体系は、真の料金水準が非常に分かりにくいものとなっており、販売奨励金制度による端

末の廉価販売や顧客囲い込みのためのスイッチングコストの引き上げなど携帯電話特有のビ

ジネスモデルによる産物とも考えられる。 

 

【意見】 

・ 「顧客囲い込みのためのスイッチングコストの引き上げ」としているのは、何を指している

のか不明確であり、顧客囲い込みのための戦略は必ずしも携帯電話特有のビジネスモデルによ

る産物とは言い切れないと考えます。 

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

「スイッチングコスト

の引き上げ」は、長期利

用割引や家族割引等の割

引料金、オプションサー

ビス解約時における手数

料等を示しています（２

－２－４（３）ｂ参照）。 

なお、御指摘を踏まえ、

該当部分の記述を修正し

ます。 

 

 

４４ ２－２－４

（３） 

【総務省案】 

（３）市場支配力の存在 

①ＮＴＴドコモグループは単独で市場支配力を行使しうる地位にある 

（中略） 

現存の市場構造や事業者間の競争状況においては、一定の競争ルールの存在なしには、シェ

ア１位のＮＴＴドコモグループが単独で価格その他各般の条件を左右しうる地位にある蓋

然性が高い。 

 

【意見】 

・ 市場支配力の行使の評価において｢市場支配力を行使する可能性が低い｣（第２章４５頁）場

合には、市場支配力の地位の判断においても重要な影響を与え得る重要視されるべき判断であ

るため、そもそも地位にあるか否かといった点に翻って検討がなされるべきと考えます。 

・ 当社は、熾烈な競争により、市場支配力を有する地位には無いと考えているが、スイッチン

グコストの減少（第８章２３頁）、解約率の上昇（第２章９頁）、契約者数・純増数シェアの減

少（第２章７頁、３７頁）、を鑑みれば、少なくとも市場支配力を有する地位にある蓋然性は

明らかに低下したことを踏まえ評価すべきであり、以下のように修文されるべきと考えます。

（修文内容） 

市場支配力の評価に当

たっては、その「存在」

と「行使」を区別し、「存

在」が認められた場合に

初めて「行使」について

検討を行う２段階のアプ

ローチを取っています。

市場支配力が「存在」し

ても規制等により「行使」

がなされないケースも想

定され、「行使」に関する

判断は「存在」に関する

判断に遡及しないと考え

ています。 

なお、競争環境の変化

は「行使」に関する評価

に記述しています。 
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①ＮＴＴドコモグループの単独で市場支配力を行使しうる地位にある蓋然性は昨年に比べ低下。

（中略） 

現存の市場構造や事業者間の競争状況においては、一定の競争ルールの存在なしには、シェア１

位のＮＴＴドコモグループが単独で価格その他各般の条件を左右しうる地位にあるが、蓋然性は

昨年に比べ低下。 

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

４４ ２－２－４

（３） 

【総務省案】 

ｂ その他判断要素 

・ 料金体系の複雑化により料金水準の高低が把握しにくく、価格競争の進展の度合いが不明

確となっている。定額制と従量制、利用時間や通信相手の別の料金設定等により、一つの料

金改定が利用者によって実質的な値上げにも値下げにもなり得る。 

 

【意見】 

・ 「各社とも継続割引や家族割引等の割引率を引き上げ、顧客の囲い込みを図ること等により、

実質的な値下げの動き。」（第２章１６頁）と記載されている通り、価格競争は進展しています。

・ また、第８章で記載されている通り、現在の携帯電話会社の選択・変更理由は、「魅力的な

料金プランや割引があるから」（第８章１６頁）が大きな要因となっていることから、ユーザ

は、料金を重要視し、事業者選択の判断理由にしていると考えます。 

・ さらに、記載されている通りソフトバンクモバイル社が「従来にない料金プランを導入し、

上位２社とは一線を画した料金戦略をとっている」（第２章４６頁）ことでユーザを獲得し、

市場での流動性が高まっていることから、ユーザは料金に対して敏感に反応し、事業者を選択

している状況が顕著に現れていると考えます。 

・ よって、価格競争は進展しており、またその度合いをユーザは認識していることから、該当

箇所の記載は実態に合わないと考えられるため、削除すべきと考えます。 

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

価格競争の進展の「度

合い」が、各種割引料金

の導入や端末料金・通信

料金の一体化等により、

利用者にとって分かりに

くくなっているという趣

旨であり、適切な記述と

考えます。 

 

４４ ２－２－４

（３） 

【総務省案】 

（３）市場支配力の存在  

①ＮＴＴドコモグループは単独で市場支配力を行使しうる地位にある 

ｂ その他の主な判断要素 

（中略） 

・ 移動体通信市場は、周波数の希少性や規模の経済性等によって、参入には一定の制約が

存在することから、既存事業者でかつ大きなシェアを有する事業者の市場における影響力

 御意見は参考とさせて

いただきます。 
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は非常に大きく、参入圧力が働きにくい。 

 

【意見】 

■移動体通信市場における市場支配力の源泉 

・ 高いシェアを有する事業者や効率的なエリア整備を可能とする周波数帯を保有する事業者

が、エリアの拡大やサービスの拡張においても有利であり、これらの要素が現状の市場支配力

の源泉となっている可能性があるものと考えます。従って、公正な競争環境を確保するために

は、例えば事業者が保有する周波数帯域の相違が競争環境にもたらす影響の定量化等を実施す

ることでその影響力の分析を行い、その分析結果をもって、必要な措置を講じるべきと考えま

す。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

４５ ２－２－４

（３） 

【総務省案】 

②複数の事業者が協調して市場支配力を行使しうる地位にある。 

（中略） 

各事業者は比較的高水準な利益率を維持しており、これまでの競争環境において、サービス内容

や料金（料金体系、料金改定時期等）に一定の同質性が生まれる傾向がある。 

 

【意見】 

・ 市場支配力の行使の評価において｢市場支配力を行使する可能性が低い｣（第２章４６頁）場

合には、市場支配力の地位の判断においても重要な影響を与え得る重要視されるべき判断であ

るため、そもそも地位にあるか否かといった点に翻って検討がなされるべきと考えます。 

・ 比較対象を示すことなく「各事業者は比較的高水準な利益率」と記載されていますが、推察

に過ぎないと思われるため、削除すべきと考えます。 

・ 競争環境は、「暗黙の協調等の反競争的行為が生まれかねない環境とは異質なものに変化し

たと考えるべき」（第２章４６頁）と記載されており、「一定の同質性が生まれる傾向」にはな

いと考えるべきであることから、当判断要素により複数の事業者が協調して市場支配力を行使

しうる地位にあるとする評価は不適当と考えます。 

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

市場支配力の評価に当

たっては、その「存在」

と「行使」を区別し、「存

在」が認められた場合に

初めて「行使」について

検討を行う２段階のアプ

ローチを取っています。

市場支配力が「存在」し

ても「行使」がなされな

いケースも想定され、「行

使」に関する判断は「存

在」に関する判断に遡及

しないと考えています。 

利益率に関しては、例

えば売上高営業利益率で

は、携帯電話事業３社と

も情報通信産業全体の利

益率（6.4％）及び全産業

利益率（3.2％）と比べて

比較的高いと考えていま

す（参考：財務省「法人

企業統計年次別調査」平

成１７年度）。 
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４５ ２－２－４

（４） 

【総務省案】 

（４）市場支配力の行使 

①ＮＴＴドコモグループは単独で市場支配力を行使する可能性は低い 

（中略） 

・ ＮＴＴドコモグループには、第二種指定電気通信設備制度に基づく接続約款の届出や禁

止行為に係る規制が適用されており、市場支配力の行使を抑止・牽制するための一定の歯

止めとなる措置が講じられている。 

 

【意見】 

・ 第二種指定電気通信設備制度に基づく接続約款の届出や禁止行為に係る規制が、市場支配力

の行使を抑止・牽制するための一定の歯止めとなる措置であることは、競争評価データに基づ

く事実ではないため、以下の通り修文すべきと考えます。 

（修文内容） 

ＮＴＴドコモグループには、第二種指定電気通信設備制度に基づく接続約款の届出や禁止行為

に係る規制が適用されており、市場支配力の行使を抑止・牽制するための一定の歯止めになって

いる可能性がある。 

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 第二種指定電気通信設

備制度は、周波数の有限

性を背景とする市場寡占

性が認められる中での市

場支配的事業者に対する

規制であり、適切な記述

と考えます。 

４６ ２－２－４ 

（４） 

【総務省案】 

（４）市場支配力の行使 

  ②複数の事業者が協調して市場支配力を行使する可能性は低い 

以下の判断要素等を総合的に勘案し、０４年度以降の評価結果を見直し、シェア上位の

複数の事業者が協調して市場支配力を行使する可能性は低いと評価する。 

・ 高度な寡占性、一定の参入制約、高利益率等により、協調による市場支配力が存在し

やすい市場構造にはあるものの、番号ポータビリティ制度の開始に伴い、各種料金割引

や多彩なサービスが導入され、新規顧客の獲得競争に加え、既に囲い込まれている既存

顧客の獲得競争も非常に活発化し、市場シェア純増数、解約率が大きな変動を見せてい

る。 

 

【意見】 

上記意見に賛同します。携帯電話市場では、ＭＮＰ導入によりこれまで以上に、多様な選択肢

本評価に賛同する御意

見として承ります。 
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（料金、端末、サービス等）がお客様に提供されています。 

今後、移動通信市場は、設備ベース或いはＭＶＮＯによる新規参入を通じて、一層の競争促進

が見込まれます。弊社としても、こうした環境変化を踏まえ、積極的にお客様の利益向上を図る

所存です。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

４７ ２－２－４ 

（５） 

【総務省案】 

（５）今後の注視事項 

（中略） 

ＮＴＴ東西とＮＴＴドコモグループが連携しＭＶＮＯ活用型で参入する場合は、ＮＴＴドコモ

グループがＮＴＴ東西に対して卸電気通信役務の提供ないしは接続を行なうことが想定され

るが、（中略）今後、ＮＴＴグループとそれ以外において不当な差別的取扱いがされないよう

注視が必要である。 

 

【意見】 

・ ＮＴＴグループのみを「注視が必要」とすることは、他の事業者が全く注視の対象外である

との誤解を生ぜしめるとともに、自由なビジネスモデルの進展を阻害する恐れがあるため、事

業者を特定するような記載は削除すべきと考えます。 

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

ＮＴＴ東西とＮＴＴド

コモグループは共に固定

通信市場と移動体通信市

場において指定電気通信

設備を保有する市場支配

事業者であり、両者の連

携による共同的市場支配

力の行使に関し、特に公

正競争確保の観点から注

視が必要という趣旨で記

述したものです。 

なお、ＫＤＤＩグルー

プについても、接続に関

して同様の指摘を行って

います。 

４７ ２－２－４ 

（５） 

【総務省案】 

(５)今後の注視事項 

（中略） 

  ＮＴＴ東西とＮＴＴドコモグループが連携しＭＶＮＯ活用型で参入する場合は、ＮＴＴドコ

モグループがＮＴＴ東西に対して卸電気通信役務の提供ないし接続を行うことが想定される

が、その際、その他の事業者に対しても同等の条件下で行うことが求められる。今後、ＮＴＴ

グループとそれ以外において不当な差別的取扱いがされないよう注視が必要である。これはま

た、第二種指定電気通信設備制度の制約が課せられるａｕグループについても、接続に当たっ

ては同様のことが求められる。 

（＊下線は当社による。）

【意見】 

・ 競争評価案におけるＮＴＴ東・西とドコモグループとの連携に関する記述は、ＮＴＴ東・西

本件は「ＩＰ化の進展

に対応した競争ルールの

在り方に関する懇談会」

で示されているとおり、

競争評価としてＮＴＴ東

西とＮＴＴドコモグルー

プの連携による市場支配

力の行使・レバレッジに

ついて注視が必要という

趣旨で記述したもので

す。 

 なお、ＮＴＴ東西とＮ

ＴＴドコモの具体的な連

携の在り方については、
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による移動体市場へのレバレッジの問題を解消しないまま、ＮＴＴ東・西の事業領域拡大を容

認する前提での記述となっており、適切ではありません。 アクセス部門を分離し、ボトルネ

ック設備の利用の同等性や、顧客情報へのアクセスにおける他の競争事業者との同等性を担保

するといった措置がとられないまま、ＮＴＴ東・西がＭＶＮＯとして移動体通信領域に参入す

ることは、認められるべきではないと考えます。 

 

・ ＮＴＴ東・西がＭＶＮＯとなって移動体通信事業を行う場合には、ＮＴＴドコモグループを

含む移動体事業者に対するルール以前に、設備面ではＮＴＴ東・西がアクセス部門を分離する

等の措置、営業面では加入電話の顧客情報へのアクセスにおけるＮＴＴ東・西と他の競争事業

者との同等な環境を整える等の措置が必要です。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

現在、「東・西ＮＴＴの業

務範囲拡大に係る公正競

争ガイドライン」の見直

し作業において検討して

いるところです。 

 

 

４７ 

 

 

２－２－４

（５） 

【総務省案】 

（５）今後の注視事項 

（中略） 

・ また、利用者の大きな関心事項として、料金水準の低下が挙げられる。ソフトバンクモ

バイルの料金戦略の影響等による今後の料金競争の進展が期待される。一方、販売奨励金

やＳＩＭロックの見直しも、料金面に影響を及ぼす要素になる可能性がある。現在の携帯

電話市場においては、販売奨励金により高機能携帯電話端末の販売価格を抑える一方、そ

のコストを通信料で回収しており、これが通信料の低廉化を妨げる一因となっている。ま

た、携帯電話事業者は、ＳＩＭカードの差し替えによる端末の利用範囲を制限（ＳＩＭロ

ック）しているが、利用者の利便性や事業者間競争を制限している可能性がある。これら

については、総務省の研究会で議論が進められており、その結果を踏まえたビジネスモデ

ルの見直しの動きを、競争評価としても注視していく必要がある。 

 

【意見】  

・ モバイルビジネス研究会にて議論されているＳＩＭロックの在り方等、移動体通信領域にお

けるビジネスモデルの見直しにおいては、事業者間の公平性を担保したルール整備が不可欠で

あると考えます。よって、競争評価においても、その見直しによる事業者間の競争状況への影

響について、具体的な指標を示した上で分析し、必要な措置を講じるべきと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

「モバイルビジネス研

究会」の報告書の 終的

な取りまとめを踏まえた

上で、御指摘は今後の参

考とさせていただきま

す。 

 

４７ ２－２－４

（５） 

【総務省案】 

（５）今後の注視事項（本文省略） 

御指摘は参考とさせて

いただきます。 
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【意見】 

 移動体通信サービス料金と端末機器販売における販売奨励金について一般的意見 

 

１ 総務省はいわゆる 0円や 1円で販売される携帯電話の端末代金が販売奨励金として電気通信

事業者から交付されることによって実現できる結果、長期に同一端末を使用している利用者の

負担からまかなう結果になるのは不公平であるとして、新たなガイドライン創設などの方策を

検討している。 

２ 総務省が主導するガイドラインは適切でなく別途の対策で十分である。 

３ 電気通信事業法制定当初の第一種電気通信事業者の料金は順次郵政省（当時）の関与がなく

なり、市場の自由な競争にゆだねる届出制になっており、そのながれを逆行することは適当で

はない。 

４ ただし、移動体通信サービスの料金は、原価積み上げ方式で基本料と通話料が定められてい

るのではなく、料金自由化のときに郵政省（当時）が 

① 基本料が安いが通話料が高い 

② 基本料は高いが通話料が安い 

というプランを認めた段階から、原価主義がなされていないのである。 

ただし、基本料金がゼロであるプリペイド携帯電話ではいいわゆるゼロ円携帯電話が自由競

争の基本的条件になることはありえず、現実に出現していない。 

４ 昨年には携帯電話の番号ポータブリティ制度が実施され、 

５ 近年の携帯電話の番号は SIM による IC 収納技術によることとなった。 

６ SIM に対し他の携帯電話端末での利用を制限するロックを禁じる総務省令に技術基準を変更

すると、もはや無料ないし 1円携帯で提供する直後に別番号による利用を許容することになる

ため、無料ないし 1円携帯によるビジネスモデルは成立せず、総務省が懸念する長期ユーザの

利用料が新規ユーザや頻繁に端末を機種変更するユーザに利益移転することはなくなる。現在

でも 9 ヶ月未満の利用者の機種変更には販売奨励金が適用されることはなく割高になってお

り、その料金設定は自由な市場にゆだねるべきである。 

７ 結論として SIMロックによる端末利用の制限する技術基準である総務省令を改正することに

より、反射的に利用者にたいする不公正は是正できるのである。 

【熊木 俊明（個人）】

なお、販売奨励金やＳ

ＩＭロックに関する制度

の在り方については、競

争評価とは別に「モバイ

ルビジネス研究会」にお

いて議論を行い、報告書

案の取りまとめを行って

います。 
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第３章 インターネット接続領域 

頁 段落 意  見 総務省の考え方 

１ ３－１【要約】 【総務省案】 

【要約】 

・ サービス市場はナローバンド市場・ブロードバンド市場として画定。各サービスは部分市場

として画定。 

 

【意見】 

今回の競争評価からＡＤＳＬとＦＴＴＨは需要の代替性や供給の代替性の観点から、ブロード

バンド市場として市場画定が行なわれましたが、ブロードバンド市場のなかでＦＴＴＨ市場の伸

びが著しく、かつＮＴＴ東西のシェアが拡大していること、及び、固定電話市場からのレバレッ

ジが懸念されていることから、ＦＴＴＨの部分市場についてはさらに注目してより深い分析を行

なうべきと考えます。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

今回の評価では、ブロ

ードバンド市場に加え

ＦＴＴＨの部分市場に

ついても分析していま

すが、御指摘の点も踏ま

え、今後もＦＴＴＨ市場

の動向を注視していく

予定です。 

１８ 

～ 

１９ 

３－２－４ 

（２） 

【総務省案】 

①ＮＴＴ東西は単独で市場支配力を行使しうる地位にある（本文省略） 

 

【意見】 

 ブロードバンド市場については、ＡＤＳＬ事業者をはじめとするＮＴＴ東西の加入者回線を借

りてサービス提供する事業者及びＣＡＴＶ事業者や電力系事業者など自前で設備を設置してサー

ビス提供する事業者など、多種多様な事業者が市場に参入し、活発な競争が繰り広げられており、

ＮＴＴ東西は市場支配力を行使しうる地位にありません。 

 ブロードバンド市場には多様な事業者が参入していますが、どのようなサービス及びエリア展

開で、どこまで積極的に事業展開するかは、各社の経営判断であり、全国的に見れば、ＮＴＴ東

西のシェアは高まっているものの、各社がユーザに魅力あるサービスを提供してくことにより、

市場開拓・営業活動の結果としての市場シェアは常に変動するものだと考えます。 

 また、エリアによって競争事業者の参入状況が異なっているため、競争事業者のそうした努力

がＮＴＴ東西を上回った結果、シェアが低下するケースもあれば、逆に競争事業者の取組みが消

極的であったためにシェアが上昇するケースもあります。 

 このように、シェアの変動はユーザニーズの変化や事業者の事業戦略等の様々な要因により生

ずるものであり、ブロードバンド市場トータルでの競争は有効に機能していると認識しています。

市場シェア等の量的

基準の他、ＮＴＴ東西が

９３．８％のシェアを占

める加入者回線の競争

状況等の諸要素を総合

的に勘案し、ＮＴＴ東西

は単独で市場支配力を

行使しうる地位にある

としています。 

なお、地理的市場を踏

まえ、地域ブロック別の

競争状況も分析してい

ます。また、事業者間取

引の分析において、都道

府県別の設備競争・サー

ビス競争の状況も記載

しています。 

御意見は今後の評価
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 西日本エリアを見ても、近畿エリア（当社のシェアは 35.6％に過ぎない）では電力系事業者が

活発な事業展開をする一方、北陸エリアにおいてはＣＡＴＶ事業者が活発な事業展開を行うなど、

地域ブロックごとに競争状況に違いがあることはもとより、東海エリアにおいて、三重県ではＣ

ＡＴＶ事業者が積極的な事業を展開していることが特徴的ですが、愛知県ではＦＴＴＨにおける

競争が進展しているなど、競争状況は都道府県毎に大きく異なっています。 

 このように、競争状況は都道府県毎にそれぞれ特色があることから、ブロードバンド市場の競

争状況を正確に把握するためには、都道府県別に分析する必要があると考えます。 

【西日本電信電話株式会社】

の参考とさせていただ

きます。 

１８ 

～ 

１９ 

３ － ２ － ４

（２） 

【総務省案】 

（２）市場支配力の存在 

①ＮＴＴ東西は単独で市場支配力を行使しうる地位にある 

（中略） 

ａ 量的基準 

ブロードバンド市場におけるＮＴＴ東西の契約数シェアは０６年１２月末で４２．１％と

なり、上昇傾向が続いている。２位のソフトバンクグループは２０．４％、３位のイー・ア

クセスは７．５％であるため、他の競争事業者のシェアとの格差は大きく、なお拡大が続い

ており、市場では非常に大きな存在となっている。 

 

【意見】 

ブロードバンド市場において「市場支配力を行使する地位」にあるとされているＮＴＴ東西の

シェアは42.1％で、050-ＩＰ電話市場において｢市場支配力を行使する地位｣にないとされている

ソフトバンクＢＢ殿のシェアは46.5％です。ソフトバンクＢＢ殿の評価との一貫性という観点か

ら、ブロードバンド市場において、ＮＴＴ東西は「市場支配力を行使する地位」にないと評価す

べきです。仮に｢市場支配力を行使する地位｣にあるとするのであれば、なぜ判断に差が生じるの

かを明確にしていただきたいと考えます。 

【東日本電信電話株式会社】

「市場支配力を行使

する地位」の有無は、市

場シェアのみではなく、

不可欠設備の有無等の

判断要素から総合的に

勘案して判断されます。

判断要素は市場によっ

て異なりますが、基本方

針３１頁以下を御参照

ください。 

御指摘のブロードバ

ンド市場と０５０－Ｉ

Ｐ電話市場では、本文に

記述している通り、市場

シェア（及びその推移、

格差）に加え、不可欠設

備の存在が大きな相違

点となっています。 

なお、市場シェアの水

準はＥＵのＳＭＰガイ

ドラインを参考として

いますが、同ガイドライ

ンは５０％超の場合は

例外的な状況を除き市

場支配力の存在の証明

となり、４０％超の場合
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は通常ドミナンスが発

生するとしています。 

１８ 

～ 

１９ 

３ － ２ － ４

（２） 

【総務省案】 

 （２）市場支配力の存在 

①ＮＴＴ東西は単独で市場支配力を行使しうる地位にある 

（中略） 

ｂ その他の主な判断要素 

・ 加入者回線合計（メタル回線、光ファイバ回線等の総計）に占めるＮＴＴ東西のシェア

は９３．８％（０６年３月末）に達し、ＮＴＴ東西は不可欠設備を保有している。したが

って、競争事業者によるＡＤＳＬ・ＦＴＴＨのサービス提供は、ＮＴＴ東西の加入者回線

設備の開放によって成り立っており、ＮＴＴ東西は当該設備の利用に対する各種手続等を

通じて、競争事業者に影響を与えることが可能な立場にある。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

ＦＴＴＨサービスの提供にあたっては、電力系事業者やＵＳＥＮ殿が自前の設備を構築してサ

ービス提供を行っており、ＮＴＴ東西に次ぐシェアを獲得していることから、ブロードバンドサ

ービスの提供が「ＮＴＴ東西の加入者回線設備の開放によって成り立っており、ＮＴＴ東西は当

該設備の利用に対する各種手続等を通じて、競争事業者に影響を与えることが可能な立場にある」

という分析は客観性を欠いたものであり削除願います。 

【東日本電信電話株式会社】

御指摘を踏まえ、以下

の通り修正します。 

 

したがって、競争事業者

によるＡＤＳＬ・ＦＴＴ

Ｈのサービス提供は、Ｎ

ＴＴ東西の加入者回線

の開放に依存する部分

が大きく、ＮＴＴ東西は

当該設備の利用に対す

る各種手続等を通じて、

競争事業者に影響を与

えることが可能な立場

にある。 

１８ 

～ 

１９ 

３－２－４ 

（２） 

【総務省案】 

（２）市場支配力の存在 

①ＮＴＴ東西は単独で市場支配力を行使しうる地位にある 

（中略） 

ｂ その他の主な判断要素 

（中略） 

・ ナローバンドやＡＤＳＬからＦＴＴＨへのマイグレーションにおけるＮＴＴ東西利用者

のロックイン効果が観察され（第５章を参照）、ＮＴＴ東西のインターネット接続回線サ

ービスの利用に対するスイッチングコストが相当程度存在していると考えられる。 

（＊下線は当社による。）

 

該当部分は、ブロード

バンド市場内でＡＤＳ

ＬからＦＴＴＨへの移

行が進む中で、スイッチ

ングコストが相当程度

存在していることを指

摘しているのであって、

部分市場と混同してい

るものではなく、適切な

記述と考えます。 
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【意見】 

ブロードバンド市場トータルの競争状況の評価にあたっては、市場トータルの判断要素を用い

るべきであり、ＡＤＳＬやＦＴＴＨなどの部分市場と混同すべきではありませんので、当該記述

を削除願います。 

【東日本電信電話株式会社】

１９ ３－２－４

（３） 

【総務省案】 

（３）市場支配力の行使 

① ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場からのレ

バレッジの懸念あり 

 

【意見】 

評価案に記載いただいたとおり、ＦＴＴＨサービスの加入について、ＡＤＳＬからの移行や固

定電話電話料金が大幅に割安となる０ＡＢＪ-ＩＰ電話とのセット提供など、固定電話サービスと

密接に関連しており、固定電話市場からＦＴＴＨ市場への市場支配力のレバレッジにより、影響

力を及ぼす懸念が強く存在していると考えます。 

また、ＦＴＴＨの急速な普及とＮＴＴ東西のシェアの上昇、ＮＴＴ東西利用者のロックイン、

不可欠性設備の保有状況を総合的に勘案して、「ブロードバンド市場全体において、固定電話市場

から市場支配力のレバレッジにより、影響力を及ぼす懸念がある」と評価されたことに対し、強

く賛同いたします。 

【株式会社ケイ・オプティコム】

本評価に賛同する御

意見として承ります。 

１９ ３－２－４ 

（３） 

(３)市場支配力の行使 

① ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場からのレバ

レッジの懸念あり。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見（再掲）】 

・ ＦＴＴＨやＩＰ電話、ＩＳＰ等の各市場におけるＮＴＴグループのシェアがいずれも上昇し

ているのは、ＮＴＴ東・西の固定電話市場（加入電話）における市場支配力のレバレッジが、

水平方向及び垂直方向に働いていることを示しています。 

 単なる「懸念」としてではなく、“市場支配力の「梃子」による影響が、隣接市場に対して現

に及んでいる”と評価すべきです。 

 ＜具体例＞ 

１－６（３）②と同意見 



 33

 ○ 固定電話の市場支配力を隣接市場に対してレバレッジを働かせている事例、及び、ＮＴ

Ｔグループ（ＮＴＴ東・西とＮＴＴコム）としての共同的・一体的な市場支配力を行使し

ている事例固定電話の移転や各種サービス等の申込み・問合わせ窓口であるＮＴＴ東・西

の１１６（フレッツ受付センター：0120-116-116 と同一）で、フレッツの営業を実施して

いるだけでなく、ＯＣＮ等の一部プロバイダに限り、フレッツの契約と併せて一括で受付。

 ⇒ 一括受付の場合、光引込み線工事日を調整できるため、プロバイダ経由での申込み

に比べ、開通期間は数日短縮。 

○ 下位レイヤから上位レイヤへのレバレッジの事例 

東日本エリアの家電量販店でフレッツとＯＣＮの組み合わせである「ＯＣＮ光 with フ

レッツ」＋「ひかり電話」が優先的に販売され、他のＩＳＰとの組み合わせではポイント

等が付与されない。これについて、ＮＴＴ東日本からＮＴＴコムに対して内部相互補助が

行われているとすれば、ＮＴＴ東日本がフレッツの優位性を上位レイヤのサービスである

ＯＣＮにも波及させていることになり、問題。 

・ 固定電話からブロードバンド又は上位レイヤ（ＩＳＰ）といった隣接市場に対して、ＮＴＴ

東・西が現にレバレッジを働かせている状況に鑑みれば、ＦＭＣサービスの提供を通じて、今

後、移動通信市場にも影響を及ぼす懸念が大いにあると考えられます。こうした市場支配力濫

用を防止するためのルール整備が必要です。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

１９ 

２０ 

３－２－４ 

（３） 

 

【総務省案】 

（３）市場支配力の行使 

① ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場からのレ

バレッジの懸念あり 

以下の要素等を総合的に勘案し、現行の規制や市場の環境下においては、ＮＴＴ東西が

単独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場からのレバレッジの懸念

があると評価する。 

（中略） 

・ ＦＴＴＨサービスへの加入については、ＡＤＳＬからの移行や、固定電話料金が大幅に割

安となる０ＡＢＪ－ＩＰ電話とのセット提供など、固定電話サービスとの密接な関連を有し

ている。ＮＴＴ東西は、ＮＴＴ加入電話の顧客情報によって営業面等で競争事業者に対して

優位である可能性もあり、固定電話市場からＦＴＴＨ市場への市場支配力のレバレッジによ

り、ＦＴＴＨ市場において影響力を及ぼすことへの懸念は少なくない。 

・ このように市場支配力を梃子として活用するような企業行動について、競争評価としても

ＥＵの枠組指令１４

条では、レバレッジに関

し、「ある特定事業者が

特定の市場においてＳ

ＭＰを有する場合、当該

市場で有する市場支配

力を梃子とし、その市場

に隣接する市場におけ

る市場支配力を強化す

ることになるような二

つの市場関係がある場

合、かかる事業者はその

密接に関連する市場に

おいてもＳＭＰを持つ

とみなされる」と規定し
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引き続き注意深く監視することが必要である。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

「固定電話市場からのレバレッジの懸念」についての記述は削除願います。本項目において

指摘されているレバレッジの懸念とは、固定電話市場における市場支配力を「梃子」にブロー

ドバンド市場において市場支配力を行使する可能性であり、ブロードバンド市場における市場

支配力を「梃子」に隣接市場に市場支配力を行使する可能性ではありません。 

なお、総務省ＨＰに掲載されている評価結果案の概要「第Ⅰ編 定点的評価（案）」4頁の「定

点的評価の主な結果（その２）」を報告書に掲載する場合には、上記の理由により、ＦＴＴＨ市

場の「市場支配力の行使」の欄は「×」とすべきです。 

また、「ＮＴＴ東西は、ＮＴＴ加入電話の顧客情報によって営業面等で競争事業者に対して

優位である可能性も指摘されている」という記述は根拠のない、客観性に欠けるものであり、

事実に反しているだけでなく、弊社の営業にも悪影響を及ぼしますので削除願います。 

【東日本電信電話株式会社】

ています。したがって、

レバレッジが存在する

場合、「梃子」となって

いる市場のみならず隣

接市場においても競争

上の問題が生じるもの

であり、本評価結果は適

切な記述と考えます。 

なお、隣接市場間の相

互依存関係が高まる中

で、営業面等の優位性は

競争事業者から公開カ

ンファレンス等で指摘

されており、その可能性

を指摘する記述に特に

問題はないと考えます。 

１９ 

２０ 

３－２－４ 

（３） 

【総務省案】 

（３）市場支配力の行使 

① ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場からのレ

バレッジの懸念あり以下の要素等を総合的に勘案し、現行の規制や市場の環境下において

は、ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場からの

レバレッジの懸念があると評価する。 

・ ＮＴＴ東西には、第一種指定電気通信設備制度に基づく接続規制・行為規制・サービ

ス規制が適用されており、市場支配力の行使を抑止・牽制するための一定の歯止めとな

る措置が講じられている。これらの規制は、一定程度有効に機能しているものと考えら

れる。 

・ ブロードバンドサービスの中でもＦＴＴＨにおいては、ＮＴＴ東西と電力系事業者等

の競争事業者が活発な競争を展開しており、特に近畿等の西日本地域においてはＮＴＴ

東西に対抗しうる有力な競争相手となっている。 

・ その一方で、ＦＴＴＨ市場におけるＮＴＴ東西のシェアは６７．５％にまで達してお

り、戸建て向け市場において従来から８割程度のシェアを維持する一方で、集合住宅向

け市場においてもそのシェアを６割近くまで伸ばすなど、著しいシェア増を見せている。

・ ＦＴＴＨサービスへの加入については、ＡＤＳＬからの移行や、固定電話料金が大幅に

御意見は今後の評価

の参考にさせていただ

きます。 
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割安となる０ＡＢＪ－ＩＰ電話とのセット提供など、固定電話サービスとの密接な関連を

有している。ＮＴＴ東西は、ＮＴＴ加入電話の顧客情報によって営業面等で競争事業者に

対して優位である可能性もあり、固定電話市場からＦＴＴＨ市場への市場支配力のレバレ

ッジにより、ＦＴＴＨ市場において影響力を及ぼすことへの懸念は少なくない。 

・ このように市場支配力を梃子として活用するような企業行動について、競争評価として

も引き続き注意深く監視することが必要である。 

 

【意見】 

ブロードバンド市場のなかで中核であるＡＤＳＬ市場でもＦＴＴＨ市場でも第一種指定電気通

信設備の規制があるにもかかわらず、ＮＴＴ東西の市場シェアが高いという現状を考えると、市

場支配力のレバレッジは、寡占によるものよりもボトルネック性によるもののほうがより影響が

大きいと認識します。 

 さらに、ＡＤＳＬ市場とＦＴＴＨ市場ではＮＴＴ東西のシェアが異なることから、同じボトル

ネック設備についてもＦＴＴＨではアンバンドル以外に競争を阻害している要因があると想定さ

れます。具体的には、固定電話が０ＡＢＪ－ＩＰ電話へ与える影響、ＮＷのオープン化施策が真

に機能しているか、ＦＴＴＨのプライススクイーズの可能性、事業者間取引が価格に与える影響

などＡＤＳＬとＦＴＴＨで異なる要因を洗い出し競争評価を行うのがよいと考えます。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

２０ ３－２－４ 

（５） 

【総務省案】 

（５）今後の注視事項 

・ ブロードバンド市場においては、２００６年度においては、ＦＴＴＨへのマイグレーション

の傾向がより鮮明となったが、この現象が今後の競争環境の変化にどう影響を及ぼすか、より

詳しく注視する必要がある。 

・ ブロードバンド市場全体におけるＮＴＴ東西のシェアが増加傾向にあるが、マイグレーショ

ンにおけるＮＴＴ東西の利用者のロックインも観察されるため、特にＦＴＴＨ市場を中心に市

場集中度の高まりと需要の動向を分析し、競争阻害要因の有無を注視すべきである。 

・ また、固定電話市場における市場支配力を梃子として、ＮＴＴ東西がブロードバンド市場に

おける影響力を拡大する行為がないか検証することが必要である。 

・ なお、ブロードバンドサービスの普及が全国的に進む中、地域間における情報格差の動向や、

ＷｉＭＡＸや次世代ＰＨＳ等のサービス提供が可能となる広帯域移動無線アクセスシステム

（ＢＷＡ）等の無線ブロードバンドによる競争促進効果についても注目に値する。 

 

御意見は今後の評価

の参考にさせていただ

きます。 

なお、指定電気通信設

備の範囲等については、

競争セーフガード制度

において検証する予定

です。 
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【意見】 

ＮＴＴ東西の利用者のロックイン効果については、今後も注視して競争評価を行っていただけ

るよう要望します。 

なお、ＦＴＴＨ市場の拡大に伴なってＮＴＴ東西のシェアも拡大しているマーケット状況は、

本評価でもあるように市場支配力の行使が強く懸念されており、現在総務省殿で検討が行われて

いる指定電気通信設備の抜本的な見直しまで待つことなく、時期を逸することなく、早急に現状

のＮＷのオープン化施策が真に機能しているか検証し、競争政策に反映する対処も必要と考えま

す。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

３９ ３－３－３ 

（３） 

【総務省案】 

（３）市場支配力の存在 

①ＮＴＴ東西は単独で市場支配力を行使しうる地位にある 

以下の判断要素等を総合的に勘案し、ＮＴＴ東西が市場支配力を単独で行使しうる地位

にあると評価する。 

（中略） 

ｂ その他の主な判断要素 

・ 加入者回線合計（メタル回線、光ファイバ回線等の総計）に占めるＮＴＴ東西のシェア

（０６年３月末）は９３．８％に達し、特にＡＤＳＬの提供に必要となるメタル回線に限

る と９９．９％となるため、ＮＴＴ東西は不可欠設備を保有している。したがって、競

争事業者によるＡＤＳＬのサービス提供は、ＮＴＴ東西の加入者回線設備の開放によって

成り立っており、ＮＴＴ東西は当該設備の利用に対する各種手続等を通じて、競争事業者

に影響を与えることが可能な立場にある。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

サービス市場の評価にあたっては、サービス別市場のシェア等で判断すべきであり、卸市場

の分析に基づいた記述は削除願います。今年度の競争評価から卸市場をテーマに加えたことか

ら、サービス市場と卸市場は明確に区別して分析すべきです。 

卸市場における独占の有無によりサービス市場を判断すると、仮にソフトバンクＢＢ殿のシ

ェアがＮＴＴ東西のシェアを上回ったとしても、「ＮＴＴ東西は単独で市場支配力を行使しう

る地位にある」と評価することになり、極めて不合理であると考えます。 

なお、第6章において、「ＡＤＳＬ市場で典型的なように、設備ベースの卸売市場における独

「市場支配力を行使

する地位」の有無は、市

場シェアのみではなく、

不可欠設備の有無等の

判断要素から総合的に

勘案して判断されます。

判断要素は市場によっ

て異なりますが、基本方

針３１頁以下を御参照

ください。 

現行の競争評価は不

可欠設備等の影響も含

めて小売市場の分析を

行っており、本評価結果

は適切と考えます。 

 なお、今後、卸売市場

と小売市場を明確に区

別して別々の市場画定

を行う場合に、御指摘の

点を参考とさせて頂き

ます。 
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占がサービスベースの小売市場における競争状況にはほぼ影響していないことが伺える」とさ

れており、サービス市場と卸市場とを区別して分析すべきであることの証左となっています。

【東日本電信電話株式会社】

５０ ３－４－２－

２（１） 

【総務省案】 

（１）料金の推移 

（中略） 

全体としては、ＮＴＴ東西の料金水準がやや高めに設定されており、競争事業者はそれよりも

安く設定していることが分かる。（中略） 

また、事業者によっては、各種の割引料金を提供している。ＮＴＴ西日本とケイ・オプティコ

ムが代表例で、近畿圏において割引料金を含めた料金競争が行われていることが分かる。 

 

【意見】 

キャンペーン期間を継続して延長しているＮＴＴ西日本の「光ぐっと割引」を考慮すると、Ｎ

ＴＴ西日本の料金水準が高めに設定されているという表現は適切でないと考えますので、「特に、

ＮＴＴ西日本においては、継続的なキャンペーン料金を大都市限定で適用することにより、実質

的に電力系事業者よりも低価格な料金が設定されている」旨を、本文中に記載いただきたいと考

えます。 

【株式会社ケイ・オプティコム】

御指摘を踏まえ、以下

の通り修正します。 

 

また、事業者によって

は、各種の割引料金を提

供している。例えば、近

畿圏においては、キャン

ペーン料金を地域限定

的に適用すること等に

より、ＮＴＴ西日本とケ

イ・オプティコムが料金

競争を展開している。 

 

 

５０ ３－４－２－

２（１） 

【総務省案】 

（１）料金の推移 

（中略） 

全体としては、ＮＴＴ東西の料金水準がやや高めに設定されており、競争事業者はそれより

安く料金設定していることが分かる。 

 

【意見】 

「ＮＴＴ東西の料金水準がやや高めに設定されており、競争事業者はそれより安く料金設定

している」との記載は、下表（図表 3-4-2-2②を元に作成）のとおり、事実に反しているだけ

でなく、弊社の営業活動に悪影響を及ぼすことから、「ＮＴＴ東西の料金水準は他社と比べて高

い場合もあるが、安い場合もある」に修正願います。 

  

ＮＴＴ東日本 

Ｂﾌﾚｯﾂ・ 

ＵＳＥＮ 

Gyao 光 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ BB 

Yahoo!BB 

ＫＤＤＩ（ﾆﾌﾃｨ）

@nifty 光 with

ｹｲ・ｵﾌﾟﾃｨｺﾑ 

eo 光ネット 

御指摘を踏まえ、以下

の通り修正します。 

 

各事業者とも、２００１

年以降段階的に料金の

引き下げを行ってきて

いるが、２００５年以降

はやや沈静化しつつあ

る。特に電力系事業者は

積極的に料金の引き下

げを行っているが、一

方、ＮＴＴ東西もアクセ

ス回線の高速化等を図

ったメニューを従来の

メニューと同価格で提
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ﾊｲﾊﾟｰﾌｧﾐﾘﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾑﾀｲﾌﾟ 光ﾎｰﾑ TEPCO ｺｰｽ 

ﾎｰﾑﾀｲﾌﾟ 

（ﾎｰﾑﾀｲﾌﾟ） 

100M ｺｰｽ 

6,200 円 5,700 円 6,890 円 6,400 円 4,762 円 

※ＮＴＴ東日本は図表 3-4-2-2②の料金にＩＳＰ料金（ぷららの場合）を加算  

【東日本電信電話株式会社】

供し、実質的な値下げが

行われている。その結

果、ＩＳＰ料金を含めて

考えると、ＮＴＴ東西の

料金は競争事業者と比

べて高い場合も低い場

合も存在する。 

５４

他 

３－４－２－

３他 

【総務省案】 

０６年１２月末時点のＮＴＴ東西のシェアは６７．５％で、前年同月比では５．８％の上昇と

なっている。 

 

【意見】 

ＦＴＴＨ市場のサービスシェアについて、ＮＴＴ東西だけに着目し６７．５％と記載されてい

ますが、ＮＴＴグループ全体でのシェア把握が必要と考えますので、他の市場と同様にＮＴＴグ

ループ全体でのシェアも合わせて記載いただくことを要望します。 

【株式会社ケイ・オプティコム】

ＮＴＴグループ全体

のシェアは、特に有用と

考えられる場合に記載

しています。ＦＴＴＨ市

場においては、他のＮＴ

Ｔグループのシェアは

５％未満ですが、今後の

評価において、必要性を

吟味した上で記載の可

否を検討します。 

７２

７３ 

３－４－５

（２）図表３

－４－５③ 

【総務省案】 

③事業者数 

図表３－４－５③ 各ブロックにおける事象者一覧（０６年１２月末時点） 

 

【意見】 

ＦＴＴＨ事業者名をランダムに記載されていますが、利用者が同一グループを選好する傾向を

踏まえ、グループ単位（例えば、ＮＴＴ系、電力系、ＣＡＴＶ系等）に分類のうえ、記載いただ

きたいと考えます。 

【株式会社ケイ・オプティコム】

御指摘を踏まえ、記述

を修正します。 

８０ ３ － ４ － ６

（２）② 

【総務省案】 

（２）２００６年度の動向 

（中略） 

②０ＡＢＪ－ＩＰ電話やトリプルプレイサービスの提供がＦＴＴＨの魅力を向上 

 ＦＴＴＨの料金は低廉化が進み、特に集合住宅においては、ＡＤＳＬやＣＡＴＶインター

ネットと遜色のない水準に達し、競争力を増している。また、ＮＴＴ東西の「ひかり電話」、

ＫＤＤＩの「ひかりｏｎｅ電話」、ケイ・オプティコムの「ｅｏ光電話」などＮＴＴ加入電話

御意見は今後の評価

及び各種研究会等にお

けるルール整備の参考

とさせていただきます。 

なお、ＮＴＴグループ

に係る公正競争要件に

ついては、競争セーフガ

ード制度において検証



 39

に比べて割安な０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスのセット提供も、消費者への訴求力が非常に高

く、ＦＴＴＨに対する需要拡大の大きな要因となっている。 

 また、各事業者は、インターネット接続と０ＡＢＪ－ＩＰ電話、さらには映像サービスを

加えた「トリプルプレイサービス」のセット販売も開始しており、ＦＴＴＨの魅力がさらに

高まっている。 

 

【意見】 

■市場支配的事業者・グループによる共同的・一体的営業 

・ 今後、トリプルプレイやＦＭＣサービスがさらに進展していく状況下においては、ＮＴＴグ

ループの共同的・一体的営業活動への注視が必要であると考えます。 

総論でも述べたとおり、現に市場で行われている B フレッツと OCN のセット提供やドコモショ

ップにおけるＦＴＴＨの販売等のＮＴＴグループによる一体的・共同的営業が競争環境に与え

る影響は今後さらに大きくなることが想定されます。 

評価結果案において、「第一種指定電気通信設備制度に基づく接続規制・行為規制・サービス規

制が適用されており、市場支配力の行使を抑止・牽制するための一定の歯止めとなる措置が講

じられている」とされているところですが、ＮＴＴグループの連携により、これら措置が無効

になることが懸念されます。 

 電気通信事業法第３０条第３項第２号において、市場支配的事業者は特定の電気通信事業者

に対して不当に優先的な取扱いをしてはならない等規定されているところですが、当該規定に

反すると思われる行為が実際に行われていても、その実態を外部から検証することは不可能で

あるため、当該規定は実効性を欠いているというのが実情です。このため、「電気通信事業分野

における競争の促進に関する指針」や「東・西ＮＴＴの業務範囲拡大に係る公正競争ガイドラ

イン」において、ＮＴＴグループの共同営業に関し、禁止行為に該当する具体的事例の充実化

等を図ることが必要です。 

・ 加えて、本年５月１１日のＮＴＴ社長会見において、ＦＭＣについては、ＮＴＴ東西（固定

側）からのアプローチに加え、ＮＴＴドコモ側からのアプローチも存在するとの見解が示され

ているところですが、ＮＴＴドコモにおいても、その歴史的背景に起因する総合的な事業能力

の高さや、現に第二種指定電気通信設備を有し、過半という高いシェアを有することを考慮す

ると、公正競争環境確保のためには、ＮＴＴドコモにおける禁止行為を具体的に記載する個別

のガイドラインを策定するといったさらに徹底した予防措置を早急に講じる必要があると考え

ます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

する予定です。 
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８０ ３－４－６ 

（３） 

【総務省案】 

①ＮＴＴ東西は単独で市場支配力を行使しうる地位にある 

（中略）  

ａ 量的基準 

ＦＴＴＨ市場全体におけるＮＴＴ東西の契約数シェアは、０６年１２月末で６７．５％（集

合住宅向け市場で５５．５％、戸建て向け市場で７６．４％）となり、いずれの市場でも上

昇傾向が続いている。 

  （中略） 

ｂ その他の主な判断要素 

・ 加入者回線合計（メタル回線、光ファイバ回線等の総計）に占めるＮＴＴ東西のシェア

は９３．８％（０６年３月末）、光ファイバ回線のみでも７８．６％に達し、ＮＴＴ東西は

不可欠設備を保有している。 

 

【意見】 

 ブロードバンドを利用したいとするユーザには、メタルや光といった伝送媒体に着目すること

なくその効用を求めています。 

 評価案においても、「ＡＤＳＬからＦＴＴＨへのマイグレーションが進行（18 頁）」、「四国ブロ

ックでは集合住宅、戸建て＋ビジネス向けともＨＨＩが低下しており、電力系事業者のＳＴＮｅ

ｔやＣＡＴＶ事業者のケーブルテレビ徳島が契約数を伸ばしたことによりＮＴＴ西日本のシェア

が減少（78 頁）」との記載があるとおり、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶインターネット、ＦＴＴＨは利用

者から見て代替性の高いサービスであり、本年度の競争評価からＡＤＳＬ、ＣＡＴＶインターネ

ット、ＦＴＴＨをブロードバンド市場として大括りで分析・評価することになったものと考えま

す。 

 また、ブロードバンド市場については、線路敷設基盤のオープン化により、参入機会の均等性

は確保されており、意欲ある事業者であれば、自ら設備を構築し、自由に事業展開できる環境に

あり、現に当社と電力系事業者、ＣＡＴＶ事業者等との間で熾烈な設備ベースの競争が展開され

ています。 

 評価案においては、ブロードバンド市場の部分市場たるＦＴＴＨ市場に閉じてシェアの多寡を

分析し、「ＮＴＴ東西が圧倒的な存在になりつつある」といった考察を行い、ＦＴＴＨ市場におけ

るＮＴＴ東西の市場支配力を問題視していますが、ブロードバンド市場全体におけるＮＴＴ東西

のＦＴＴＨのシェアは２０％程度に過ぎず、そもそも市場支配力を行使しうる地位にありません。

【西日本電信電話株式会社】

インターネット接続

領域では、ブロードバン

ド市場を画定する一方

で、ＦＴＴＨ、ＡＤＳＬ、

ＣＡＴＶインターネッ

トの各部分市場の分析

を行い、的確に競争状況

を把握することとして

います。マイグレーショ

ンが進む中、ＦＴＴＨ市

場の動向についても分

析することが特に重要

と考えており、各地域ブ

ロックの動向も踏まえ

ながら、総合的な評価を

行っています。 
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８０ ３－４－６ 

（３） 

【総務省案】 

（３）市場支配力の存在 

① ＮＴＴ東西は単独で市場支配力を行使しうる地位にある 

（中略） 

地理的市場（地域ブロック単位）をみると、近畿、中国、四国、九州のようにＮＴＴ東

西と電力系事業者の競争が活発な地域もあるが、他方、北海道、東北、北陸のように電力

系事業者がＦＴＴＨに参入しておらず、ＮＴＴ東西が９割前後のシェアを有する独占的な

地位にある地域も存在している。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

「ＮＴＴ東西は単独で市場支配力を行使しうる地位にあるが、関東、近畿、中国、四国、九州

においてはその地位にない」に修正願います。 

事業者の参入度合いに差があるＦＴＴＨ市場のような成長期の市場においては、都道府県ごと、

あるいは地域ごとの分析を行い、それぞれの地域ごとに客観的な評価を行うことが必要であると

考えます。 

【東日本電信電話株式会社】

現行の競争評価にお

ける市場支配力の評価

は、各地理的市場の動向

も踏まえつつ、サービス

市場（全国）で行うこと

としています。 

地理的市場毎の市場

支配力の評価は、今後の

評価において、必要性を

吟味した上でその可否

を検討します。 

８０ ３－４－６ 

（３） 

【総務省案】 

加入者回線合計（メタル回線、光ファイバ回線等の総計）に占めるＮＴＴ東西のシェアは９

３．８％（０６年３月末）、光ファイバ回線のみでも７８．６％に達し、ＮＴＴ東西は不可欠

設備を保有している。したがって、競争事業者によるＦＴＴＨのサービス提供は、ＮＴＴ東西

の加入者回線設備の開放によって成り立っており、ＮＴＴ東西は当該設備の利用に対する各種

手続等を通じて、競争事業者に影響を与えることが可能な立場にある。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

ＦＴＴＨサービスの提供にあたっては、電力系事業者やＵＳＥＮ殿が自前の設備を構築して

サービス提供を行っており、ＮＴＴ東西に次ぐシェアを獲得していることから、ブロードバン

ドサービスの提供が「ＮＴＴ東西の加入者回線設備の開放によって成り立っており、ＮＴＴ東

西は当該設備の利用に対する各種手続等を通じて、競争事業者に影響を与えることが可能な立

場にある」という分析は客観性を欠いたものであり削除願います。 

【東日本電信電話株式会社】

３－２－４（２）と同意見 
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８１ ３－４－６

（４） 

【総務省案】 

（４）市場支配力の行使 

① ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場からのレ

バレッジの懸念あり。 

 

【意見】 

「ＦＴＴＨサービスの加入について、ＡＤＳＬからの移行や固定電話電話料金が大幅に割安と

なる０ＡＢＪ-ＩＰ電話とのセット提供など、固定電話サービスと密接な関連を有しており、固定

電話市場からＦＴＴＨ市場への市場支配力のレバレッジにより、影響力を及ぼす懸念がある」と

の評価につき、強く賛同いたします。 

 今後、現在改正手続き中の「活用業務ガイドライン」や今年度より運用開始されます「競争セ

ーフガード制度」を通じて、固定電話の顧客情報に係る営業面でのファイアウォールのさらなる

遵守徹底やＮＴＴ東西が予定しているＮＧＮを利用したサービスに対する規制等を実施いただき

たく、強く要望いたします。 

 また、サービスの代替性やバンドル提供等により、固定電話・ＦＴＴＨ・０ＡＢＪ－ＩＰ電話

は密接に関係していることから、これらの相互影響を引き続き注視いただきますとともに、ＦＴ

ＴＨを中心としたＮＴＴグループ内の排他的連携の有無についても、着目いただくようお願いい

たします。 

 さらに、急速にＮＴＴ東西のシェアが上昇しているＦＴＴＨについては、次回の競争評価にお

いても、個別の市場として詳細な分析を実施いただくよう要望いたします。 

【株式会社ケイ・オプティコム】

本評価に賛同する御

意見として承ります 

その他の御意見は今

後の評価及び各種研究

会等におけるルール整

備の参考とさせていた

だきます。 

なお、今回の評価で

は、ブロードバンド市場

に加えＦＴＴＨの部分

市場についても分析し

ていますが、御指摘の点

も踏まえ、今後もＦＴＴ

Ｈ市場の動向を注視し

ていく予定です。 

８１ ３ － ４ － ６

（４） 

【総務省案】 

① ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場からのレバレ

ッジの懸念あり 

以下の要素等を総合的に勘案し、現行の規制や市場の環境下においては、ＮＴＴ東西が単独

で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場からのレバレッジの懸念があると

評価する。 

（中略） 

・ ＦＴＴＨサービスへの加入については、ＡＤＳＬからの移行や、固定電話料金が大幅に割

安となる０ＡＢＪ－ＩＰ電話とのセット提供など、固定電話サービスとの密接な関連を有し

ている。ＮＴＴ東西は、ＮＴＴ加入電話の顧客情報によって営業面等で競争事業者に対して

優位である可能性もあり、固定電話市場からＦＴＴＨ市場への市場支配力のレバレッジによ

３－２－４（３）と同意見 
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り、ＦＴＴＨ市場において影響力を及ぼすことへの懸念は少なくない。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

「固定電話市場からＦＴＴＨ市場への市場支配力のレバレッジにより、ＦＴＴＨ市場において

影響力を及ぼすことへの懸念」という記述は削除願います。本項目において指摘されているレバ

レッジの懸念とは、固定電話市場における市場支配力を「梃子」にＦＴＴＨ市場において市場支

配力を行使する可能性であり、ＦＴＴＨ市場における市場支配力を「梃子」に隣接市場に市場支

配力を行使する可能性ではありません。 

なお、平成 19 年 5 月 30 日の説明会で配布された資料の 4頁の表を報告書に掲載する場合には、

上記の理由により、ＦＴＴＨ市場の「市場支配力の行使」の欄は「×」とすべきです。 

また、「ＮＴＴ東西は、ＮＴＴ加入電話の顧客情報によって営業面等で競争事業者に対して優

位である可能性も指摘されている」という根拠のない、客観性に欠けるものであり、事実に反し

ているだけでなく、弊社の営業にも悪影響を及ぼしますので削除願います。 

【東日本電信電話株式会社】

８１ ３－４－６ 

（４） 

【総務省案】 

(４) 市場支配力の行使 

① ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場からのレバ

レッジの懸念あり 

以下の要素等を総合的に勘案し、現行の規制や市場の環境下においては、ＮＴＴ東西が単

独で市場支配力を行使する可能性は高くないが、固定電話市場からのレバレッジの懸念があ

ると評価する。 

（中略） 

・ ＮＴＴ東西には、第一種指定電気通信設備制度に基づく接続規制・行為規制・サービス

規制が適用されており、市場支配力の行使を抑止・牽制するための一定の歯止めとなる措

置が講じられている。これらの規制は、一定程度有効に機能しているものと考えられる。

 

【意見】 

＜市場支配力の行使について＞ 

・ ＦＴＴＨ市場に関する「ＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能性は高くない」との

分析は、妥当性を欠くものと考えます。 

・ 前述のとおり、ブランド等による競争優位性の存在や、独占市場である固定電話市場におけ

今回の競争評価では、

第一種指定電気通信設

備制度の存在等を勘案

し、ＦＴＴＨ市場内にお

いてＮＴＴ東西が単独

で市場支配力を行使す

る可能性は高くないと

評価しているところで

す。ただし、固定電話市

場からの影響について

は、「第７章 隣接市場

との相互関係」の分析も

踏まえ、レバレッジの懸

念を特に追記していま

す。 

なお、御意見は今後の

評価及び及び各種研究

会等におけるルール整
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る優位性の他市場への濫用を考慮し、市場支配力の存在自体が市場支配力の行使につながり得

ることを前提に評価する必要があり、また、市場支配力行使の可能性を判断する際の評価基準

を明確にすることにより、評価結果の透明性・客観性を担保すべきです。 

＜接続ルールの見直しについて＞ 

「市場支配力の行使を抑制するための一定の歯止めとなる措置」が一定程度有効に機能していると

の評価は適切でないと考えます。ＮＴＴ東西が設定した狭い光配線区域やＯＳＵ共用が実現されていな

いこと等により、競争事業者にとって採算がとれないという構造上の問題がある以上、現行のボトルネッ

ク性に対する規制である第一種指定電気通信設備制度による設備開放が、十分有効な実効性のある

措置になっているとは言えません。 

 このような市場環境下においては、競争事業者が事業を行うことは実質的に不可能であり、このままで

はＦＴＴＨ市場においてＮＴＴ東西の独占化がさらに進展することは明らかです。 

従って、ＡＤＳＬ市場と同様、ＦＴＴＨ市場においても十分な設備開放（広い区域でのサービス提供可能エ

リアの設定や１分岐単位による貸し出し等）のルールを整備することが不可欠であると考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

備の参考とさせていた

だきます。 

８２ ３ － ４ － ６

（５） 

【総務省案】 

（５）今後の注視事項 

① ＦＴＴＨ市場は依然拡大期にあり、今後も契約数の増加が見込まれるところであるが、

一方で、ＮＴＴ東西のシェアは０２年９月末の３７．２％から０６年１２月末では６７．

５％まで急上昇し、独占的な市場となりつつある。今後も、引き続き、市場シェア等の競

争状況を集合住宅向け・戸建て向けの部分市場の別や、地域ブロックの別等により詳細に

把握し、市場の変化を的確に捉え、ＮＴＴ東西による市場支配力の行使の可能性、特に固

定電話市場からの市場支配力のレバレッジの可能性について、注視していく必要がある。

（中略） 

③ 今後、０ＡＢＪ－ＩＰ電話やトリプルプレイ、ＦＭＣサービス等の普及により、固定電

話や携帯電話など隣接市場との関連が強まり、複数のサービスがバンドル提供されること

が予想される。そのような流れの中で、ＦＴＴＨ市場における新規顧客の獲得に当たり、

隣接市場における市場支配力を梃子に利用する動きについても、注視が必要である。 

 

【意見】 

・ 前述のとおり、ＮＴＴ東西の独占市場である固定電話市場における競争優位性が、ＦＴＴＨ

市場等の隣接市場に影響を及ぼしていることは明らかであり、この傾向について注視を行うの

みでは不十分であると考えます。 

御意見は今後の評価

及び各種研究会等にお

けるルール整備の参考

とさせていただきます。 
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今後、０ＡＢＪ-ＩＰ電話を含むトリプルプレイ、ＦＭＣサービスの普及等による複数サービス

のバンドル提供が進展する中、固定電話市場におけるＮＴＴ東西の競争優位性が他市場におい

て濫用されることのないよう、ＮＴＴ東西における機能分離等の実効性あるファイヤーウォー

ル措置を早急に講じるとともに、ＮＴＴグループの在り方についても早期に議論を開始すべき

と考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

１０６ ３－６－３ 

（４） 

【総務省案】 

(４)今後の注視事項 

・ ＡＤＳＬからＦＴＴＨへのマイグレーションが進行しつつある中、ＮＴＴ系事業者の市場シ

ェアが緩やかな上昇傾向にある。インターネット接続サービスは、インターネット接続回線サ

ービスと密接に関連する上位レイヤに位置づけられるサービスであり、ＡＤＳＬやＦＴＴＨと

いった下位レイヤから上位レイヤへの市場支配力の「梃子」による影響が及ぶことがないか、

注視が必要である。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見（再掲）】 

・ ＦＴＴＨやＩＰ電話、ＩＳＰ等の各市場におけるＮＴＴグループのシェアがい ずれも上昇

しているのは、ＮＴＴ東・西の固定電話市場（加入電話）における市 場支配力のレバレッジ

が、水平方向及び垂直方向に働いていることを示しています。 

 単なる「懸念」としてではなく、“市場支配力の「梃子」による影響が、隣接市場に対して現

に及んでいる”と評価すべきです。 

 ＜具体例＞ 

 ○固定電話の市場支配力を隣接市場に対してレバレッジを働かせている事例、及び、ＮＴＴ

グループ（ＮＴＴ東・西とＮＴＴコム）としての共同的・一体的な市場支配力を行使して

いる事例 

   固定電話の移転や各種サービス等の申込み・問合わせ窓口であるＮＴＴ東・西の１１６

（フレッツ受付センター：0120-116-116 と同一）で、フレッツの営業を実施しているだ

けでなく、ＯＣＮ等の一部プロバイダに限り、フレッツの契約と併せて一括で受付。 

⇒ 一括受付の場合、光引込み線工事日を調整できるため、プロバイダ経由での申込み

に比べ、開通期間は数日短縮。 

○下位レイヤから上位レイヤへのレバレッジの事例 

東日本エリアの家電量販店でフレッツとＯＣＮの組み合わせである「ＯＣＮ光 with フ

１－６と同意見 
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レッツ」＋「ひかり電話」が優先的に販売され、他のＩＳＰとの組み合わせではポイント

等が付与されない。これについて、ＮＴＴ東日本からＮＴＴコムに対して内部相互補助が

行われているとすれば、ＮＴＴ東日本がフレッツの優位性を上位レイヤのサービスである

ＯＣＮにも波及させていることになり、問題。 

 

・ 固定電話からブロードバンド又は上位レイヤ（ＩＳＰ）といった隣接市場に対して、ＮＴＴ

東・西が現にレバレッジを働かせている状況に鑑みれば、ＦＭＣサービスの提供を通じて、今

後、移動通信市場にも影響を及ぼす懸念が大いにあると考えられます。こうした市場支配力濫

用を防止するためのルール整備が必要です。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

１０６ ３－６－３ 

【要約】 

【総務省案】 

ＮＴＴ系事業者の市場シェアが緩やかな上昇傾向にあり、ＦＴＴＨへのマイグレーションが進

行する中で下位レイヤから上位レイヤへの市場支配力の「梃子」による影響が及ぶことがないか

注視が必要。 

 

【意見】 

 FTTH の NTT 東西シェア 67.5%、ADSL の NTT 東西シェア 42.1%と比較し、NTT グループの ISP の

シェアは 27.6%に過ぎず、ISP 分野は競争が非常に進展している。また、ご存知のとおり弊社はグ

ループ内で下位レイヤを提供している NTT 東西との間に特定関係者としてファイアウォール規制

を受けております。 

 ISP の選択は、各社の営業戦略、料金戦略、事業活動により得た信頼感等をもとにお客様が自

由に判断しております。単に下位レイヤと上位レイヤの NTT グループのシェアの相関関係を見る

ことなどにより梃子の影響と判断されることがないようお願いいたします。 

＜修正案＞ 

 ＮＴＴ系事業者の市場シェアが緩やかな上昇傾向にあり、ＦＴＴＨへのマイグレーションが進

行する中で下位レイヤから上位レイヤへの市場支配力の「梃子」による影響が及ぶことがないか、

各社の営業戦略、料金戦略、事業活動により得た信頼感等に注意を払いつつ注視が必要。 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】

御指摘を踏まえ、以下

の通り修正します。 

 

ＮＴＴ系事業者の市場

シェアが緩やかな上昇

傾向にあり、ＦＴＴＨへ

のマイグレーションが

進行する中で、各社の営

業戦略、料金戦略等の相

違も踏まえつつ、下位レ

イヤから上位レイヤへ

の市場支配力の「梃子」

による影響が及ぶこと

がないか注視が必要。 

 

１０６ 

 

 

１０７ 

３－６－３ 

【要約】 

 

３－６－３

【総務省案】 

ＩＳＰ料金に値上げの動きが顕在化。さらに広がる可能性もあるため、注意深く観察することが

必要。 

【総務省案】 

御指摘を踏まえ、以下

のとおり修正します。 

 

（Ｐ１０６） 
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（４） ニフティやＯＣＮが既に公表したように、ＩＳＰ料金に値上げの動きが顕在化しつつある。Ｉ

ＳＰ各社は、映像配信等の通信量の多いサービスの広がりやＰ２Ｐの普及により、ネットワーク

設備の増強を迫られており、その負担が増加しつつある中で値上げの動きがさらに広がる可能性

もあるため、注意深く観察する必要がある。 

 

【意見】 

弊社が５月２５日に発表した OCN 光 マンションタイプの料金改定については、当初、戸建て

向け光回線接続サービスと異なり、利用できるアクセス回線速度に制限があったことを考慮し、

低廉な料金を設定してきました。しかしながら、近年の技術向上によりこうした制限が解消され

たことで、現在では戸建て向けと同程度の回線速度で利用が可能となり、マンションタイプの通

信量が著しく増大しています。弊社としてもこの状況に対応するため、バックボーンなどの設備

増強に努めていますが、今後も安定したサービスの提供を行うために料金改定を実施したもので

す。これはマンションタイプに限った料金改定であること、また弊社の場合は一部値下げしてい

るプランもあることから、ISP 料金すべてを値上げするかのように誤解を与える記載は誤りであ

り、修正すべき。 

＜修正案＞ 

(P106)光回線接続サービスのマンション向け ISP 料金について、料金改定を行う動きが顕在化。

(P107)光回線接続サービスのマンション向け ISP 料金について、当初戸建て向けサービスと比較

して利用できるアクセス回線速度に制限があったことを考慮し、戸建て向けサービスより低い料

金設定がされてきた。しかし、ニフティやＯＣＮが既に公表したように、近年の技術向上により

アクセス回線速度の制限が解消されてきたことから、価格改定を行う動きが顕在化してきた。 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】

ＩＳＰ料金に料金改定

を行う動きが顕在化。 

（Ｐ１０７） 

ニフティやＯＣＮが既

に公表したように、ＩＳ

Ｐ料金に値上げ等の料

金改定の動きが顕在化

しつつある。これは、光

回線接続サービスの集

合住宅向けＩＳＰ料金

について、当初戸建て向

けサービスと比較して

実効速度に差があった

ことを考慮して割安の

料金設定がされていた

が、近年の技術向上によ

り速度差が解消されて

きたことから、料金改定

を行うものとされてい

る。 

１０７ 

 

３ － ６ － ３

（４） 

【総務省案】 

（４）今後の注視事項 

・ ＡＤＳＬからＦＴＴＨへのマイグレーションが進行しつつある中、ＮＴＴ系事業者の市場

シェアが緩やかな上昇傾向にある。インターネット接続サービスは、インターネット接続回

線サービスと密接に関連する上位レイヤに位置づけられるサービスであり、ＡＤＳＬやＦＴ

ＴＨといった下位レイヤから上位レイヤへの市場支配力の「梃子」による影響が及ぶことが

ないか、注視が必要である。 

・ ニフティやＯＣＮが既に公表したように、ＩＳＰ料金に値上げの動きが顕在化しつつある。

ＩＳＰ各社は、映像配信等の通信量の多いサービスの広がりやＰ２Ｐの普及により、ネット

ワーク設備の増強を迫られており、その負担が増加しつつある中で値上げの動きがさらに広

本評価に賛同する御

意見として承ります 

その他の御意見は今

後の評価の参考とさせ

ていただきます。 
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がる可能性もあるため、注意深く観察する必要がある。 

・ 多大なコスト負担が迫られる状況では、規模の経済性やネットワークの外部性等により、

規模の小さい事業者が淘汰されるなど、市場が寡占化へ進む可能性がある。 

【意見】 

「ＡＤＳＬからＦＴＴＨといった下位レイヤから上位レイヤへの市場支配力の「梃子」による

影響が及ぶことがないか、注視が必要」との指摘に賛成します。 

戦略的評価でとりあげた事業者間取引を今後も継続し、レイヤ間の競争状況も評価していただ

けるよう強く要望します。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

 

第４章 法人向けネットワークサービス領域 

頁 段落 意  見 総務省の考え方 

１７ ４－３－４

（３） 

【総務省案】 

②ＮＴＴグループの事業者が協調して市場支配力を行使しうる地位にある  

以下の要素等を総合的に勘案し、０５年度以降の評価結果と同様、ＮＴＴグループの複数の

事業者が協調して市場支配力を行使しうる地位にあると評価する。 

（中略） 

市場は寡占的であるが、上位２社はともにＮＴＴ系の事業者であり、そのシェア合計は５９．

７％、その他ＮＴＴグループを加えると６９．１％となり、７割近くのシェアに到達する。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

新型ＷＡＮサービスには、帯域や料金、契約形態、利用用途等の異なる多種多様なサービス（1G

～10G クラスのイーサ系サービスから 100M アクセスの付加機能であるフレッツ・グループアクセ

スのようなサービスまで）が含まれていることから、それらを同列に扱った契約回線数のシェア

により評価するのは客観性に欠け、不十分であり、例えば、帯域を加味したシェアを分析に加え

ることなどが必要と考えます。 

また、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコミュニケーションズは再編成以後、別会社とし

て事業運営を行っているところであり、「ＮＴＴグループ」を一括りで分析するのは適切でない

契約回線数によるシェ

ア等の算出は、固定通

信・移動通信に共通の分

析手法であり、通信量や

収入等のデータが入手可

能な場合には併せて示す

こととしています。御指

摘も踏まえ、新型ＷＡＮ

サービスについて具体的

にどのような指標が利用

可能か、今後検討が必要

と考えます。 

なお、ＮＴＴ東西とＮ

ＴＴコミュニケーション

ズには、持株会社を通じ

た資本関係があることか

ら、ＮＴＴグループとし

てのシェアを注視するこ
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と考えます。 

【東日本電信電話株式会社】

とが必要と考えます。 

１８ ４－３－４

（５） 

【総務省案】 

（５）今後の注視事項 

① 新型ＷＡＮサービス全体では、ＮＴＴグループのシェアは０６年９月末時点で６９．

２％であり、ＮＴＴグループのシェアが増加する傾向が見られることから、ＮＴＴグルー

プによる市場支配力の存在や行使の可能性を注視する必要がある。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

・ 法人向けネットワークサービス領域におけるＮＴＴグループの市場支配力を認める競争評価

案は適切です。 

・ 当該領域におけるＮＴＴグループのシェアは、ボトルネック設備を保有するＮＴＴ東・西を

起点とした共同的・一体的な市場支配力が現に発揮されていることを示しています。 

・ 法人向けネットワークサービスにおいてＮＴＴ東・西のサービスを利用しているとの事情に

より、お客様がモバイルソリューションでもＮＴＴドコモを選択するケースがあります。ＮＴ

Ｔ東・西を中心とするＮＴＴグループの法人向けネットワークサービス領域での市場支配力

が、既にモバイルソリューションにも影響を及ぼしており、法人向けサービス領域における固

定から移動へのレバレッジの問題についても注視が必要です。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

本評価に賛同する御意

見として承ります。 

法人向けネットワーク

サービス領域では固定と

移動の別のデータを分析

していないため、同領域

における固定から移動へ

のレバレッジについて

は、今後の課題と考えま

す。 

２２ ４－４－２

（１） 

【総務省案】 

（１）回線数の事業者別シェアの変化  

図表４－４―２①は専用サービスの回線数の事業者別シェア を示したものである。ＮＴＴ

西日本のシェアはほぼ横ばいで推移、ＮＴＴ東日本のシェアは近年増加傾向にある。  

０６年３月末でＮＴＴ東西合わせて９０．６％と高いシェアを占めており、ほぼ独占的な状

態が続いている。 

（中略）  

接続専用回線は専用サービスの約８割を占めるサービスであり、接続専用回線を除いたデー

タでは市場を正確に把握することは難しい。他方、シェアについては接続専用回線を除いてもシ

ェア１位のＮＴＴ東西のシェアは約７割に達し、市場支配力を評価するという観点からは、接続

専用回線を除いて分析する意義が大きいとはいえない。  

そのため、接続専用回線を除いたデータについては、参考として載せるにとどめておく。 

本評価においては、接

続専用回線を除いたデー

タについても参考として

評価に加えています。な

お、卸売と小売の関係に

ついては、次回の競争評

価で整理し、市場画定に

反映させる予定です。 

また、契約回線数によ

るシェア等の算出は、固

定通信・移動通信に共通

の分析手法であり、通信

量や収入等のデータが入
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（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

サービス市場の評価にあたっては、卸市場ではなく、サービス市場の要素により分析を行うべ

きですが、今回の専用サービス市場の評価にあたって、卸市場で取引される接続専用回線がシェ

ア算定に含まれており、サービス市場と卸市場の混同が見られます。 

今年度の競争評価から卸市場をテーマに加えたことから、サービス市場と卸市場は明確に区別

して分析すべきです。なお、接続専用回線は、競争事業者のＦＴＴＨサービスに用いられるＩＰ

ルーティング網接続専用（いわゆる加入ダークファイバ）など卸市場で取引されているサービス

であり、これらを含めたシェアによりサービス市場を分析するのは不適切なことから、接続専用

回線を除いた分析とすべきと考えます。 

また、専用サービスには、帯域や料金等の異なる多種多様なサービスが含まれていることから、

それらを同列に扱った契約回線数のシェアにより評価するのは客観性に欠け、不十分であり、例

えば、帯域を加味したシェアを分析に加えることなどが必要と考えます。 

【東日本電信電話株式会社】

手可能な場合には併せて

示すこととしています。

御指摘も踏まえ、専用サ

ービスについて具体的に

どのような指標が利用可

能か、今後検討が必要と

考えます。 

 

 

第５章 マイグレーション分析 

頁 段落 意  見 総務省の考え方 

１２ ５－２－５

（１） 

（図表５－

２－５①） 

【総務省案】 

（１）ＦＴＴＨ移行者の事業者選択理由 

ＮＴＴ東西のＦＴＴＨへの移行者は、「事業者のブランド力や信頼性が高い」（ＮＴＴ東西か

らの移行者で５４．４％、ＮＴＴ東西以外からの移行者で４３．３％）を事業者選択理由とす

る傾向が強い。また、「工事や手続等、導入が容易」も高い（それぞれ５０．３％、４６．６％）

（図表５－２－５①）。 

また、ＦＴＴＨ移行に当たって、ＮＴＴ東西のサービスを使い続けた者では、「他のサービ

スと同じ事業者にしたいから」（４０．１％）が、他の区分よりも高い。 

一方、ＮＴＴ東西以外のＦＴＴＨへの移行は、「利用料金が安い」（ＮＴＴ東西からの移行者

で７３．３％、ＮＴＴ東西以外からので移行者７７．６％）や「工事や手続等、導入が容易」

（それぞれ６０．０％、４６．０％）の割合が高い。 

御意見は今後の評価の

参考とさせていただきま

す。なお、ブランドや手

続面等における競争事業

者との同等性など、定量

化が困難な優位性に関す

る分析手法について、具

体的なご提案があればご

提示下さい。 
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【意見】 

・ ＮＴＴ東西が提供するＦＴＴＨサービスへの移行者の多くが、事業者選択理由として「事業

者のブランド力や信頼性が高い」や「工事や手続等導入が容易」を挙げている実態からも、「Ｎ

ＴＴ」というブランドの効果が存在することや、自由競争によって勝ち得た性格とは異質のブ

ランド力（公社時代から引継がれた公共性の高い企業イメージ等）を有していること、さらに

は手続き面等において競争事業者との同等性が欠如していることは明らかです。定量化が困難

なこれらのＮＴＴ東西の優位性に対しては、これまで、競争事業者との同等性確保のための十

分な措置が講じられているとは言い難く、例えばＮＴＴブランドの使用に関する規制や屋内配

線工事等における手続き面での完全な同等性を確保するルール整備などの追加的措置が付加

されるべきと考えます。 

・ また、ＮＴＴ東西が提供する光ＩＰ電話サービスにおいて、幾度かの障害事例が発生してい

るという事実にも関わらず、「ＮＴＴはブランド力や信頼性が高い」と回答する利用者が多い

という点から、競争評価では分析しきれていないＮＴＴ東西の優位性が働いていることは明ら

かであり、そうした定量化が困難な優位性についても今後十分に分析を行うことが重要である

と考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

１４ 

１５ 

 

５－２－６ 

【要約】 

【総務省案】 

・ ＦＴＴＨ移行者では４割弱が０ＡＢＪ－ＩＰ電話を利用しており、一概には比較できないが、

昨年よりも大幅に０ＡＢＪ－ＩＰ電話が普及してきていると考えられる。 

・ ０ＡＢＪ－ＩＰ電話は、ＦＴＴＨへ移行する動機付けの一つとなっていると思われ、ＦＴＴ

Ｈへの移行が固定電話市場における競争状況にも大きな影響を与える可能性がある 

 

【意見】 

「０ＡＢＪ－ＩＰ電話はＦＴＴＨへ移行する動機付けの一つになっている」とありますが、Ｎ

ＴＴ東西では０ＡＢＪ－ＩＰ電話を現在単独ではサービスしておらず、「ユニバーサルサービス

制度の将来像に関する研究会」でも注視されているところです。固定電話がＩＰ化になってもＮ

ＴＴ東西の市場支配力が高いままであるのは、ＦＴＴＨ市場で競争が阻害されていることが要因

なのかどうかの分析が必要と考えます。  

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

競争評価においても、

固定電話市場（０ＡＢＪ

－ＩＰ電話を含む）とＦ

ＴＴＨ市場の関係を注視

しており、御指摘の点に

ついて、今後の評価の参

考とさせていただきま

す。 

２２ ５－３－５ 【総務省案】 

 ＦＴＴＨ移行希望者について、ＩＰ電話の利用希望を分析した結果、全体では１２．５％のＦ

競争評価においても、

固定電話市場（０ＡＢＪ
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ＴＴＨ移行希望者が０ＡＢＪ－ＩＰ電話を利用したいと答えており、全体としては予想した程に

は利用希望が高くない。 

 

【意見】 

分析結果によりますと、ＦＴＴＨ移行希望者のうち、０ＡＢＪ－ＩＰ電話の利用意向は１２％

程度にも関わらず、実際の０ＡＢＪ－ＩＰ電話の契約者数は、ＦＴＴＨの普及とともに急増し、

今や８割程度のバンドル率となっております。つきましては、その差の要因分析を実施いただく

等、引き続き注視いただくよう要望いたします。 

【株式会社ケイ・オプティコム】

－ＩＰ電話を含む）とＦ

ＴＴＨ市場の関係を注視

しており、御指摘の要因

分析について、今後の評

価の参考とさせていただ

きます。 

２６ 

～ 

２８ 

５－５全体 【意見】 

 評価案においては、「ＦＴＴＨへのマイグレーションがますます進展し、サービス競争が進ん

だＡＤＳＬ市場からＮＴＴ東西が６割超のシェアを占めるＦＴＴＨ市場に比重が移り、ブロード

バンド全体の市場集中度がさらに高まる」懸念を指摘しています。 

 しかしながら、ブロードバンド市場での競争の比重が「サービスベースの競争」に立脚するＡ

ＤＳＬ市場から、「設備ベースの競争」が主流であるＦＴＴＨ市場に移ることは、価格中心の競

争から脱却し、各事業者が自ら設備を設置し、技術を開発し、それぞれの創意工夫によりお客様

ニーズに即したサービス開発を行うことにより、サービス内容での競争を活性化させることか

ら、こうした移行はむしろ望ましいことと考えます。 

 ブロードバンド市場においては、線路敷設基盤のオープン化により、意欲ある事業者であれば、

自ら設備を構築し、自由に事業展開できる環境にあり、ＦＴＴＨ市場だけを見ても、実際にはＮ

ＴＴ西日本エリアでは電力系事業者との熾烈な設備ベースの競争の結果、当社のシェアが５０％

を下回る地域も存在し、更には放送サービスとバンドルして提供されるＣＡＴＶインターネット

との競争も活発です。 

 したがって、ブロードバンド全体の市場集中度が高まったとしても、競争は有効に機能してお

り、利用者・国民に不利益をもたらすことはありません。 

【西日本電信電話株式会社】

今後、マイグレーショ

ンの進展とともに、市場

支配力を有する事業者の

シェアが高まり、仮に価

格が引き上げられたり、

競争事業者の参入が阻止

されたりすれば、国民の

生活に不利益が及ぶこと

も懸念されるところで

す。 

２６ 

 

５－５ 

【要約】 

【総務省案】 

・ 昨年度に続き、ＦＴＴＨの純増数が急増し、ブロードバンドにおけるＦＴＴＨへの移行が本

格化。 

・ 特にＮＴＴ東西のＦＴＴＨへ移行する傾向が顕著である。ＮＴＴ東西のインターネット利用

者（ＡＤＳＬ、ＩＳＤＮ等）がＮＴＴ東西のＦＴＴＨへ移行する傾向が強いのみならず、ＮＴ

Ｔ東西以外のインターネット利用者もＮＴＴ東西のＦＴＴＨへ移行する傾向が強い。 

御意見は今後の評価の

参考にさせていただきま

す。 
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・ 結果として、ＡＤＳＬからＦＴＴＨへのマイグレーションがＮＴＴ東西のブロードバンド市

場におけるシェアを押し上げる要因となっている。 

 

【意見】 

 第３章 ３－４－５の地理的市場でも分析されているように、光ファイバの普及困難なエリア

での競争状況も踏まえて、ＦＴＴＨのマイグレーション分析を評価する必要があると考えます。

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

２６ ５－５ 

【要約】 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－５（３） 

【総務省案】 

・ 結果として、ＡＤＳＬからＦＴＴＨへのマイグレーションがＮＴＴ東西のブロードバンド市

場におけるシェアを押し上げる要因となっている。 

・ ＦＴＴＨ移行希望者の傾向からみても、今後マイグレーションがますます進展し、サービス

競争が進んだＡＤＳＬ市場からＮＴＴ東・西が６割超のシェアを占めるＦＴＴＨ市場に比重が

移り、ブロードバンド全体の市場集中度がさらに高まる懸念がある（マイグレーショ）ンのジ

レンマ）。 

 （中略） 

・ ＦＴＴＨへの移行に伴う競争環境の変化を注視し、今後、競争セーフガード制度や指定電気

通信設備制度の抜本的な見直しと連携し、競争政策に反映させることが必要。 

【総務省案】 

（３）ＮＴＴ東・西を使い続ける利用者は、ブランド力や信頼性を も重視 

 （中略） 

  これは、ＮＴＴ東西を使い続ける利用者には、料金のほかに、ＮＴＴ東西のいわゆる「ブラ

ンド力」が大きく影響していると考えられる。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

・ ＦＴＴＨへのマイグレーションの進展に伴うＮＴＴ東・西シェアの増加に対する懸念を指摘

し、競争政策への反映が必要とする競争評価案は適切です。 

・ アンケート結果が示す通り、ＦＴＴＨ移行に当たってＮＴＴ東・西を使い続ける利用者は、

「事業者のブランド力や信頼性が高い」や「工事や手続き等、導入が容易」を理由としており、

ブロードバンドへの移行においては、スイッチングコストが高く、ロックイン効果が働いてい

ることを示しています。 

・ つまり、ＮＴＴ東・西の加入電話から同じＮＴＴ東・西のＦＴＴＨにアップグレードするよ

本評価に賛同する御意

見として承ります。また、

その他の御意見は今後の

評価の参考にさせていた

だきます。なお、本評価

結果は、各種研究会等に

おけるルール整備の検討

等に関する基礎資料とし

て、適宜活用しています。 
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り、ＮＴＴ東・西の加入電話から他事業者のＦＴＴＨに乗り換える方がスイッチングコストは

高く、光化に伴うＦＴＴＨへのマイグレーションにおいては、ＮＴＴ東・西が競争上、優位な

立場にあります。 

・ こうした優位性により公正な競争が展開されているとは言えず、設備面（接続上の事務手続

きに係るリードタイム、加入者単位での接続料設定等）、営業面（加入者回線の顧客情報活用

の同等性、グループ一体営業の禁止、ＮＴＴブランドの取り扱い等）のルール整備が必要と考

えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

２６ ５－５ 

【要約】 

【総務省案】 

・ 結果として、ＡＤＳＬからＦＴＴＨへのマイグレーションがＮＴＴ東西のブロードバンド市

場におけるシェアを押し上げる要因となっている。 

・ ＦＴＴＨ移行希望者の傾向からみても、今後マイグレーションがますます進展し、サービス

競争が進んだＡＤＳＬ市場からＮＴＴ東西が６割超のシェアを占めるＦＴＴＨ市場に比重が

移り、ブロードバンド全体の市場集中度がさらに高まる懸念がある（マイグレーションのジレ

ンマ）。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

「マイグレーションのジレンマ」という主観的な表現は削除願います。 

なお、第 7章で「固定電話市場、インターネット接続市場、移動体通信市場での利用者の事業

者選択について、同じ事業者又はグループのサービスを選択する傾向がある」とされていますが、

仮にそうであれば、ＡＤＳＬからＦＴＴＨへのマイグレーションにおいても、同一事業者あるい

はグループのサービスへ移行する傾向が強いはずであり、「市場集中度がさらに高まる懸念」は

ないものと考えます。 

【東日本電信電話株式会社】

「マイグレーションの

ジレンマ」の表現は、２

００５年度の評価でも使

用しており、今回も引き

続き使用しています。 

また、同一事業者又は

グループのサービスに移

行する傾向については、

固定電話とインターネッ

ト接続（ＦＴＴＨ又はＡ

ＤＳＬ等）の間がむしろ

問題であり、マイグレー

ションに当たっても市場

集中度を高める方向に働

く懸念があると考えま

す。 

２７ ５－５（３） 【総務省案】 

(３)ＮＴＴ東西を使い続ける利用者は、ブランド力や信頼性を も重視 

ＦＴＴＨ移行に当たって、ＮＴＴ東西を使い続ける利用者は、利用料金以外にも、ブランド

力や信頼性、他のサービスと同じ事業者にしたい等を理由とするものが高く、逆にＮＴＴ東西

以外への移行者は、料金の安さを理由とするものが圧倒的に高い。 

これは、ＮＴＴ東西を使い続ける利用者には、料金のほかに、ＮＴＴ東西のいわゆる「ブラ

ンド力」が大きく影響していると考えられる。一方、ＮＴＴ東西以外への移行者は、料金に敏

５－２－５と同意見 
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感であると考えられる。 

 

【意見（再掲）】 

・ ＮＴＴ東西が提供するＦＴＴＨサービスへの移行者の多くが、事業者選択理由として「事業

者のブランド力や信頼性が高い」や「工事や手続等導入が容易」を挙げている実態からも、「Ｎ

ＴＴ」というブランドの効果が存在することや、自由競争によって勝ち得た性格とは異質のブ

ランド力（公社時代から引継がれた公共性の高い企業イメージ等）を有していること、さらに

は手続き面等において競争事業者との同等性が欠如していることは明らかです。定量化が困難

なこれらのＮＴＴ東西の優位性に対しては、これまで、競争事業者との同等性確保のための十

分な措置が講じられているとは言い難く、例えばＮＴＴブランドの使用に関する規制や屋内配

線工事等における手続き面での完全な同等性を確保するルール整備などの追加的措置が付加

されるべきと考えます。 

・ また、ＮＴＴ東西が提供する光ＩＰ電話サービスにおいて、幾度かの障害事例が発生してい

るという事実にも関わらず、「ＮＴＴはブランド力や信頼性が高い」と回答する利用者が多い

という点から、競争評価では分析しきれていないＮＴＴ東西の優位性が働いていることは明ら

かであり、そうした定量化が困難な優位性についても今後十分に分析を行うことが重要である

と考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

２７ 

 

 

５－５（４） 

 

【総務省案】 

（４）０ＡＢＪ－ＩＰ電話の利用者は増加しておりＦＴＴＨへの移行を押し上げる潜在的要因に

ＦＴＴＨ移行者による０ＡＢＪ－ＩＰ電話の利用は、また高くないが、大幅な増加傾向にあ

ることから、今後０ＡＢＪ－ＩＰ電話がＦＴＴＨ移行の鍵となる可能性が高い。インターネッ

ト接続市場と固定電話市場との関係にも留意しながら、引き続きＦＴＴＨと０ＡＢＪ－ＩＰ電

話の関係を注視していく必要がある。 

 

【意見】 

■０ＡＢ-ＪのＩＰ電話とＦＴＴＨの関係 

・ ＮＴＴ東西の独占市場である固定電話から０ABJ－ＩＰ電話への移行時に電話番号を変えず

に移行が可能であることや、０ABJ－ＩＰ電話とＢフレッツのセット提供が行われているとい

った実態は、固定電話市場のみならずＦＴＴＨ市場、さらにはＡＤＳＬ市場等にも影響を及ぼ

していることは明らかです。 

 このため、独占市場の優位性が、その他の市場（０ABJ－ＩＰ電話やＦＴＴＨ市場等）に影

競争評価においては、

固定電話市場（０ＡＢＪ

－ＩＰ電話を含む）とＦ

ＴＴＨ市場の関係を注視

しており、御指摘の点に

ついて、今後の評価の参

考にさせていただきま

す。 
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響を及ぼしている問題について詳細な分析を行い、これらの隣接市場に対する市場支配力の濫

用を防止する措置を早急に講じる必要があると考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

以上 

 

第 2 部 

第６章 事業者間取引が競争状況に及ぼす影響に関する分析 

頁 段落 意  見 総務省の考え方 

全体  【意見】 

（１）メタル回線について 

  メタル回線のアンバンドルが進展していない英国と異なり、日本では、厳格な第一種指定電気

通信設備規制が存在しており、ＮＴＴ東西と接続事業者との間の取引は取引条件を一律に規定す

る接続約款に基づき実施されていることから、メタル回線を用いた通信サービスについては、そ

もそも事業者間取引という概念を持ち出すまでもなく、小売市場における競争状況の分析で十分

であると考えます。 

（２）光ファイバ回線について 

  評価案では、事業者間取引が活発に行われるほど、小売市場における実勢価格が下がる傾向が

存在することが示唆される、として、光ファイバに対する第一種指定電気通信設備規制が有効に

機能しているとの趣旨の考察がされています。 

  しかしながら、西日本エリアで顕著なように、卸売市場（物理網）での競争が激しく、事業者

間取引が少ない地域ほど、小売市場でのＮＴＴ東西のシェアが低くなっており、事業者間取引の

活発化が小売市場の競争進展につながらないことは明らかです。 

  一方、首都圏を除く東日本で顕著なように、卸売市場（物理網）での競争が進展していない地

域では小売市場でのＮＴＴ東西のシェアが高くなっています。 

  首都圏においては、第一種指定電気通信設備規制により、自らリスクをとらずＮＴＴ東日本殿

の光ファイバを借りてサービス提供する事業者の影響で、ＮＴＴ東日本殿の小売市場でのシェア

が低くなっていますが、他事業者の設備を借りて価格面等だけで競争をする「サービスベースの

競争」は、産業全体の疲弊を招くだけでなく、結局はユーザサービスの高度化・多様化・低廉化

に結びつかないことから、こうした状況は望ましい競争形態ではありません。 

ＥＵにおける市場分析

では、卸売市場の分析が中

心となっており、メタル回

線・光ファイバ回線の別に

かかわらず、卸売市場や事

業者間取引の分析を行う

ことに意義があると考え

ます。 

なお、事業者間取引につ

いては、戦略的評価の実施

に際して行った事業者か

らのテーマ募集の際に、

も希望の多かったテーマ

です。 
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  我国のブロードバンド市場の持続可能な発展、利用者利便の向上を考慮するならば、自ら設備

を設置して、価格だけでなく、サービス内容・品質・設備コストの面での競争をする「設備ベー

スの競争」を促進することが、在るべき競争政策であると考えます。 

  いずれにしても、 光ファイバについてはＮＴＴ東西には厳格な第一種指定電気通信設備規制

が適用されている一方、電力系事業者等はそうした規制を受けていないことから、接続事業者へ

の光ファイバの供給者は実質的にＮＴＴ東西に限られているのが実態です。 

  このように、光ファイバについては卸売市場と呼べるような市場が存在しない中で、「事業者

間取引が活発であるかどうか」といったことを分析する意義は乏しく、光ファイバを用いた通信

サービスについては、そもそも事業者間取引という概念を持ち出すまでもなく、小売市場におけ

る競争状況の分析で十分であるものと考えます。 

【西日本電信電話株式会社】

1 ６ － １

（１） 

【総務省案】 

（１）戦略的評価において事業者間取引を取り扱う意義 

２００６年度の競争評価より新たに実施する戦略的評価は、競争政策との機動的な連動性を高

めるため、特定のテーマに焦点を当てた評価である。戦略的評価のテーマは事業者からの提案募

集を行ったが、その中で も提案が多かったものがこの事業者間取引に関する分析である。 

これまでの競争評価では、 終利用者向けの小売市場を対象に分析を行ってきた。しかし、固

定電話やＡＤＳＬ・ＦＴＴＨのサービスにおける加入者回線のような不可欠設備が存在する場合

には、加入者回線部分に係る事業者間取引（接続、卸など）が小売市場の競争状況に及ぼす影響

は少なくない。そこで、本章では、加入者回線に関連する事業者間取引に特に注目し、加入者回

線部分における競争状況と小売市場における競争状況との関係を考察する。 

 

【意見】 

「ＡＤＳＬ・ＦＴＴＨのサービスにおける加入者回線のような不可欠設備が存在する場合には、

加入者回線部分に係る事業者間取引（接続・卸など）が小売市場の競争状況に及ぼす影響は少なく

ない。」とあります。 

その主な理由についても記載いただけるよう要望します。１つ目は、ＮＴＴ東西と接続している

事業者にとって営業費用のなかでＮＴＴ東西へ支払う費用の割合が非常に大きいことです。ＮＴＴ

東西の接続会計報告書によれば、接続事業者がＮＴＴ東西に支払っている接続料の合計は約 6,000

億円にものぼります。取引金額のみならず、コロケーションやダークファイバの利用のリソース不

足は、接続事業者の事業計画にとって深刻な問題となっています。この点は、コロケーションルー

ルの見直しにより今後も改善が期待されているところです。 

御指摘を踏まえ、以下の

通り修正します。 

 

しかし、固定電話やＡＤ

ＳＬ・ＦＴＴＨのサービス

における加入者回線のよ

うな不可欠設備が存在す

る場合には、当該設備を利

用する際の接続料等の取

引条件が競争事業者の営

業費用や小売サービス価

格等に影響を及ぼすこと

から、加入者回線部分に係

る事業者間取引（接続、卸

など）が小売市場の競争状

況に及ぼす影響は少なく

ない。 
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２つ目として、ＮＴＴ東西のＦＴＴＨサービスが接続料と利用者料金の関係について過去に何度

も問題になっていることです。今後、スタックテストが実施されることにより競争阻害があるのか

どうか浮き彫りにされていくところです。光ファイバの接続料については「ＩＰ化の進展に対応し

た競争ルールの在り方について－新競争促進プログラム２０１０－（2006 年 9 月）」でも注視され

ているところであり、ＮＴＴ東西が接続事業者との事業者間取引に関して差別的取扱いなどを引き

起こしやすい要因が根本的にあると想定されます。 

 

※「ＩＰ化の進展に対応した競争ルールの在り方について－新競争促進プログラム２０１０－

（2006年9月）」http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/060915_5_4.pdf 

(2) 光ファイバに係る接続料の在り方 

現行の光ファイバの接続料については、将来７年間（０１～０７年度）の収入・費用予測に基づ

いて算定され、０１年８月に認可（００年１２月２６日に遡って適用）されており、現行水準は１

芯占有型の場合で５，０７４円となっている。この光ファイバに係る接続料について、ＮＴＴは「現

時点において、実績コストと予測コストとの間に大幅な乖離が生じており、算定期間内に適正なコ

スト回収を図ることが困難であることから、早急な見直しが必要」との見解を表明している。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

１ ６－１ 【総務省案】 

(２)分析に当たって留意すべき事項 

事業者間取引を分析するに当たっては、以下の事項に留意する必要がある。 

第一に、事業者間取引を分析するためのデータが必ずしも充実していないため、分析に一定の

限界が存在している点である。競争評価の実施に当たり依存しているデータの大半は、電気通信

事業報告規則により得られるデータであるが、これらは加入者数や価格等、 終利用者向けの小

売市場におけるデータが大半であり、接続や卸、再販、相対契約等を含む事業者間取引に係るデ

ータは限定的である。したがって、事業者間取引の分析を本格的に行うためには、関係事業者に

よるデータ提供や事業者アンケート調査の設計・実施等、事業者側の協力が不可欠となる。 

 

【意見】 

「事業者取引に係るデータは限定的である」とあります。ＮＴＴ東西の接続会計報告書では、「接

続事業者が負担するコロケーション費用に係る収入額の内訳」及び、「工事費・手続費に係る収入・

費用」について開示されています。また、ＮＴＴ東西の網使用料算定根拠資料では、接続料金算定

の対象となる光ファイバ芯線数などが開示されています。このようにＮＴＴ東西の接続会計報告書

や網使用料算定根拠のデータも事業者間取引を分析するのに参考になると考えます。 

御意見は今後の評価の

参考とさせていただきま

す。 
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【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

１ ６－１ 【総務省案】 

(２)分析に当たって留意すべき事項 

第二に、本テーマは電気通信事業分野の競争評価を行う上で非常に重要なテーマであることか

ら、２００６年度の競争評価で一時的に取り扱うにとどまらず、分析すべきテーマの整理、各種

統計データの整備、分析手法の検討等をさらに深めるため、継続的に実施する必要がある。 

以上の状況を踏まえ、２００６年度の競争評価では、事業者間取引の分析を試行的な位置づけと

して行うものとする。具体的には、まず電気通信サービスに関連する事業者間取引の全体像を概

観し、包括的に整理する。次に、ＥＵの事例などを参考にしつつ、事業者間取引のうち競争評価

を行う上で重要な部分を抽出し、その競争状況を分析する。さらに、加入者回線系の設備に係る

事業者間取引の実態について、事業者へのアンケート調査に基づき分析を行う。 後に、ＦＴＴ

Ｈサービスを例とし、事業者間取引における競争状況が小売市場に及ぼす影響について考察す

る。 

 

【意見】 

「2006 年度の競争評価で一時的に取り扱うにとどまらず、分析すべきテーマの整理、各種統計

データの整備、分析手法の検討等をさらに深めるため、継続的に実施する必要がある。」とありま

す。 

今後も「事業者間取引」について継続的に分析を行なうことについて賛成します。まずは、優先

度の高い不可欠設備に関する事業者間取引に注力して、作業会を開催するなどして分析手法の検討

を行なうのがよいと考えます。現状の意見募集や公開カンファレンスのみでは、分析手法の検討に

ついて議論を深めるのは非常に難しいと考えます。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

本評価に賛同する御意

見として承ります。また、

その他の御意見は今後の

評価の参考とさせていた

だきます。 

１ 

 

６－１ 

 

【総務省案】 

（１）戦略的評価において事業者間取引を取り扱う意義 

（中略） 

  これまでの競争評価では、 終利用者向けの小売市場を対象に分析を行ってきた。しかし、固

定電話やＡＤＳＬ・ＦＴＴＨのサービスにおける加入者回線のような不可欠設備が存在する場合

には、加入者回線部分に係る事業者間取引（接続、卸など）が小売市場の競争状況に及ぼす影響

は少なくない。そこで、本章では、加入者回線に関連する事業者間取引に特に注目し、加入者回

線部分における競争状況と小売市場における競争状況との関係を考察する。 

（２）分析に当たって留意すべき事項 

御意見は今後の評価の

参考とさせていただきま

す。 
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（中略） 

第一に、事業者間取引を分析するためのデータが必ずしも充実していないため、分析に一定の

限界が存在している点である。 

（中略） 

第二に、本テーマは電気通信事業分野の競争評価を行う上で非常に重要なテーマであることか

ら、２００６年度の競争評価で一時的に取り扱うにとどまらず、分析すべきテーマの整理、各種

統計データの整備、分析手法の検討等をさらに深めるため、継続的に実施する必要がある。 

 

【意見】 

■指定電気通信設備との接続に関する事業者間取引の重要性 

「戦略的評価」として新たに事業者間取引市場（接続・卸など）の分析に着手したことについては、

有益な試みとして評価できますが、データの不完全性や分析手法が確立していないこと等から試行

的な内容にとどまっており、今後、手法の精緻化が必要であると考えます。 

特に、加入者回線部分に係る指定電気通信設備との接続に関する事業者間取引が小売市場の競争状

況に及ぼす影響は甚大であり、現にＦＴＴＨ市場では、８分岐単位の貸出と狭い光配線区域という

構造上の問題により、実質的に、競争事業者はＮＴＴ東西の光ファイバを利用できない状況にあり

ます。 

 従って、事業者間取引の分析においては、指定電気通信設備との接続に関する表面的な接続義務

の有無ではなく、８分岐単位の貸出しや狭い光配線区域等の構造上の問題といった実態にまで踏み

込んで評価する必要があると考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

８ ６ － ２ －

２－３ 

【総務省案】 

以上のように、電気通信事業者が関連する事業者間取引といっても上位レイヤーから下位レイヤ

ーまで様々な取引が関係し、競争評価で取り上げるに当たっては、競争政策の観点から重要性の高

いテーマを優先する必要がある。電気通信事業において、競争政策上 も重要と考えられる事業者

間取引は、指定電気通信設備制度（図表６－２－２－３を参照）の下で求められる「市場支配力を

有する電気通信事業者1」の設備との接続である。なお、この事業者間取引は、図表６－２－２－

１～２のそれぞれにおける①のタイプの事業者間取引に該当する。 

 

【意見】 

「競争政策上 も重要と考えられる事業者間取引は、指定電気通信設備制度の下で求められる

「市場支配力を有する電気通信事業者」の設備との接続です。なお、この事業者間取引は図表６－

本評価に賛同する御意

見として承ります。また、

その他の御意見は今後の

評価の参考とさせていた

だきます。 
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２－２－１～２のそれぞれにおける①のタイプの事業者間取引に該当する。」とあります。 

図表６－２－２－１～２のそれぞれにおける①のタイプの事業者間取引が競争政策上 も重要

であるため優先的に分析することに賛成します。 

第７章の隣接市場間の相互関係に関する分析（３８頁）でも「単にボトルネック設備の有無にと

どまらず、ＮＴＴグループとしての歴史や総合的事業能力をどう考えるべきか」と指摘されている

ように、①のタイプの事業者間取引でもその点を考慮して、「社内取引」、「ＮＴＴグループ内取引」、

「ＮＴＴグループ外取引」に分けて分析すべきと考えます。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

９ ６ － ２ －

２－３ 

【総務省案】 

（中略） 

 ２００６年度の競争評価では事業者間取引を試行的に分析するとしたが、以上を踏まえ、固定通

信サービスの提供を行う上で も重要となる不可欠設備（加入者回線網）との接続等を取り上げ、

分析対象とする。 

（＊下線は当社による。） 

 

【意見】 

・ 固定通信サービスの提供を行う上で も重要となる不可欠設備（加入者回線網）との接続等を

取り上げ、事業者間取引の分析対象としたことは適切です。 

・ 事業者間取引に関する競争上の問題を戦略的に分析するには、シェア等を通じた取引量の分析

といった視点に加えて、ＮＴＴ東・西の利用部門と競争事業者とのボトルネック設備調達に係る

同等性といった視点も必要です。 

・ 具体的には、加入者回線やコロケーションスペース等の調達における、ＮＴＴ東・西利用部門

と競争事業者との間の事務手続きやリードタイムの差等、競争に影響を与えている問題点の実態

を明らかにし、市場シェアとの相関性について分析する必要があります。手続き面では一定の是

正措置も取られているところでありますが、その効果を分析し、更なる措置が必要かどうか、注

視していく必要があります。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

本評価に賛同する御意

見として承ります。また、

その他の御意見は今後の

評価の参考とさせていた

だきます。 

１６ 

１７ 

６ － ３ －

２ 

【総務省案】 

(２)卸売市場の市場画定の在り方 

以上のように、固定通信分野及び移動体通信分野において、設備ベースの競争とサービスベース

の競争を分けて考える必要が出てくる。 

まず、固定通信分野については、メタル回線、ＣＡＴＶ回線、光ファイバ回線といった回線網は、

メタル回線・ＣＡＴＶ回

線・光ファイバ回線といっ

た回線網は、固定電話やブ

ロードバンド等のいずれ

の用途にも利用可能であ
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固定電話やブロードバンド、さらには法人向けネットワークサービスのいずれの用途にも利用可能

であり、小売レベルでは別々の市場であったとしても、卸売レベルではサービスに差異はないこと

から、メタル回線、ＣＡＴＶ回線、光ファイバ回線等を含めて同一の卸売市場とすることが適当で

ある。 

 

【弊社意見】 

 ＣＡＴＶ回線については、中継系が光ファイバ、加入者系は同軸ケーブルが主であり、卸売市場

としては中継系の光ファイバがほとんどと考えられます。 

 「図表６－３－２① 日本の競争評価における卸売市場と小売市場のイメージ」については、卸

売市場の分類を「メタル回線」、「光ファイバ回線（加入）」、「光ファイバ回線（中継）」とするのが

よいと考えます。「メタル回線」、「光ファイバ回線（加入）」については、卸売市場と小売市場は図

表のように対比していることもありますが、多くの事業者は加入者回線だけでなく、中継回線も使

用しているのが現状です。単に「ＮＴＴ」と記載があるのは、ＮＴＴグループのことなのか、ＮＴ

Ｔ東西、ＮＴＴコミュニケーションズ、ＮＴＴドコモなど各社のことなのか不明確です。ＮＴＴコ

ミュニケーションズだけでなく、ＮＴＴドコモもＮＴＴ東西の光ファイバを利用しています。事業

者間取引では、市場支配力を も行使しやすい卸売市場に注目して分析するのがよいと考えます。

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

り、小売レベルでは別々の

市場であったとしても、卸

売レベルでは同一の市場

とすることが適当である

と考えます。 

なお、卸売市場も含めた

正式な市場画定は、次回以

降の競争評価で検討する

予定ですが、御意見は今後

の評価の参考とさせてい

ただきます。 

１８ 

 

６ － ４ －

１ 

 

【総務省案】 

（１）回線数による卸売市場の競争状況 

（中略） 

ただし、全回線の合計では、ＮＴＴ東西のシェアが約９４％を占めるため、市場構造から判断

する限り、卸売市場におけるＮＴＴ東西の市場支配力は圧倒的であり、ＮＴＴ東西が保有する加

入者回線は不可欠設備性が非常に高いと考えられる。 

（２）敷設距離による卸売市場の競争状況（光ファイバのみ） 

（中略） 

中継系・加入者系のいずれもＮＴＴグループが総敷設距離で６割を超える状況であり、回線ベ

ースでみた光ファイバにおけるＮＴＴ東西のシェア（７８．６％）も含めて考えると、ＮＴＴグ

ループが日本の光ファイバ回線網の主たる役割を担っていることが明確である。 

 

【意見】 

■事業者間取引市場の競争状況と設備開放の実態 

・ 回線数や敷設距離による卸売市場の競争状況を見ても、事業者間取引市場におけるＮＴＴ東西

御意見は今後の評価の

参考とさせていただきま

す。 

なお、卸売市場も含めた

正式な市場画定は、次回以

降の競争評価で検討する

予定ですが、地理的市場の

在り方についてもその際

に検討することとなりま

す。６－４－１は都道府県

別のデータを用いて分析

を行ったものであり、都道

府県別に競争状況を判断

するという趣旨ではあり

ません。 
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の市場支配力は圧倒的であり、この傾向は光ファイバ回線網（ＮＴＴ東西のシェアは７８．６％）

においても変わるものではありません。このような事実からも、ＮＴＴ東西が保有する加入者回

線に対する十分な開放ルールの整備は、有効かつ公正な競争を実現するために必要不可欠である

と考えます。 

 しかしながら、現状、光ファイバ回線においては、評価結果案において「設備ベースにおける

各都道府県のＮＴＴ東西のシェアは、ＦＴＴＨサービスにおける同シェアとほぼリンクする」と

されているとおり、事業者間取引市場と小売市場におけるＮＴＴ東西のシェアが類似しており、

このことは、光ファイバ回線の開放が十分に実施されていないことを示しています。 

 これについては、「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する基本方針２００６～２

００８」４－３－１－２（２）①「不可欠設備の存在」において、「加入者回線等のサービス提

供に不可欠な設備を保有している事業者から当該設備を借り受け、同時に 終利用者に対するサ

ービス市場でその事業者と競争する状況下では、当該設備の開放の内容や程度によっては劣位な

条件での競争を強いられる」とされている事態が、現に生じていることに他ならないものと考え

ます。 

・ なお、「東日本では第一種指定電気通信設備制度による加入者回線設備の開放等を中心に、西

日本ではさらに一定の設備競争の寄与もあり、小売市場におけるサービス競争が展開されている

と言える」とされている点については、当該事例が、設備競争、サービス競争が他の地域に比べ、

相対的に進展している程度に過ぎないこと、また、当該地域が非常に局地的であることを踏まえ

ると、これらをもって、今後、競争が進展する可能性があると安易に考えるのは不適当です。 

・ また、特定の都道府県の状況をもって競争の進展を判断することは早計であり、ＮＴＴグルー

プあるいはＮＴＴ東西という市場支配力を有する事業者の業務区域をもとにした全国１ないし

２区分、または、ＮＴＴ東西と電力系事業者の競争状況という実態を踏まえた全国１０の地域区

分※等、マーケットの特性にそって地理的市場を捉え、評価がなされるべきと考えます。 

※「ＦＴＴＨを全国的に提供するＮＴＴ東西と、これに対抗する電力系事業者等の競争事業者の競争状況が主たる関心事となる

ため、電力系事業者の業務区域を考慮し、全国１０の地域ブロックを地理的市場として画定する」（「電気通信事業分野における

市場画定 2006」より） 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

２１ ６ － ４ －

２（１） 

【総務省案】 

(１)メタル回線における設備・サービス別のシェア 

（中略） 

したがって、メタル回線においては、第一種指定電気通信設備制度の下で加入者回線のオープン

化が確保されており、ＡＤＳＬ市場で典型的なように、設備ベースの卸売市場における独占がサー

御意見は今後の評価の

参考とさせていただきま

す。 
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ビスベースの小売市場における競争状況にはほぼ影響していないことが伺える。 

（＊下線は当社による。）

【意見】 

・ ＡＤＳＬに見られるように、設備開放ルールがサービス市場での競争に必須であることは明ら

かですが、設備開放ルールがあれば、ボトルネック設備による独占の弊害が解消され、小売市場

での競争が十分に行われる訳ではありません。直収電話サービスでＡＤＳＬと同様な競争が進展

しないことを示す図表６－４－２①は、設備開放ルールだけでは十分でないことを示唆していま

す。 

・ ＡＤＳＬは、ＮＴＴ東・西の加入電話の契約を維持しつつ、新規サービスとして追加（重畳）

するものであり、ＮＴＴ東・西と競争事業者の競争は、一定程度、対等な条件で行われます。一

方、直収電話の場合、ＮＴＴ東・西のＮＴＴ加入電話契約の解除又は休止が必要となるため、Ｎ

ＴＴ東・西から競争事業者への切り替えにおけるスイッチングコストの存在が強く影響している

と考えられます。 

・ したがって、設備開放ルール以外の措置（手続きの同等性、加入電話の顧客情報へのアクセス

の同等性、ブランドの扱い等を含む営業面でのルールの整備）が必要です。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

２１ ６ － ４ －

２（２） 

 

【総務省案】 

(２)光ファイバ回線における設備・サービス別のシェア 

次に、図表６－４－２②の光ファイバ回線における設備・サービス別のシェアでは、設備ベース

における各都道府県のＮＴＴ東西のシェアは、ＦＴＴＨサービスにおける同シェアとほぼリンクす

る形となっている。しかし、関東や近畿、北海道、宮城、愛知、福岡などの都道府県では、サービ

スベースのシェアが設備ベースのシェアを大きく下回っているケースが見られ、これらの地域では

ＮＴＴ東西の光ファイバとの接続によりＦＴＴＨサービスの提供を行っている競争事業者が多い

ことが推測される。この結果に基づけば、光ファイバにおいては、東日本では第一種指定電気通信

設備制度による加入者回線設備の開放等を中心に、西日本ではさらに一定の設備競争の寄与もあ

り、小売市場におけるサービス競争が展開されていると言える。 

 

【意見（再掲）】 

■事業者間取引市場の競争状況と設備開放の実態 

・ 回線数や敷設距離による卸売市場の競争状況を見ても、事業者間取引市場におけるＮＴＴ東西

の市場支配力は圧倒的であり、この傾向は光ファイバ回線網（ＮＴＴ東西のシェアは７８．６％）

においても変わるものではありません。このような事実からも、ＮＴＴ東西が保有する加入者回

６－４－１と同意見 
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線に対する十分な開放ルールの整備は、有効かつ公正な競争を実現するために必要不可欠である

と考えます。 

 しかしながら、現状、光ファイバ回線においては、評価結果案において「設備ベースにおける

各都道府県のＮＴＴ東西のシェアは、ＦＴＴＨサービスにおける同シェアとほぼリンクする」と

されているとおり、事業者間取引市場と小売市場におけるＮＴＴ東西のシェアが類似しており、

このことは、光ファイバ回線の開放が十分に実施されていないことを示しています。 

 これについては、「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する基本方針２００６～２

００８」４－３－１－２（２）①「不可欠設備の存在」において、「加入者回線等のサービス提

供に不可欠な設備を保有している事業者から当該設備を借り受け、同時に 終利用者に対するサ

ービス市場でその事業者と競争する状況下では、当該設備の開放の内容や程度によっては劣位な

条件での競争を強いられる」とされている事態が、現に生じていることに他ならないものと考え

ます。 

・ なお、「東日本では第一種指定電気通信設備制度による加入者回線設備の開放等を中心に、西

日本ではさらに一定の設備競争の寄与もあり、小売市場におけるサービス競争が展開されている

と言える」とされている点については、当該事例が、設備競争、サービス競争が他の地域に比べ、

相対的に進展している程度に過ぎないこと、また、当該地域が非常に局地的であることを踏まえ

ると、これらをもって、今後、競争が進展する可能性があると安易に考えるのは不適当です。 

・ また、特定の都道府県の状況をもって競争の進展を判断することは早計であり、ＮＴＴグルー

プあるいはＮＴＴ東西という市場支配力を有する事業者の業務区域をもとにした全国１ないし

２区分、または、ＮＴＴ東西と電力系事業者の競争状況という実態を踏まえた全国１０の地域区

分※等、マーケットの特性にそって地理的市場を捉え、評価がなされるべきと考えます。 

※「ＦＴＴＨを全国的に提供するＮＴＴ東西と、これに対抗する電力系事業者等の競争事業者の競争状況が主たる関心事となる

ため、電力系事業者の業務区域を考慮し、全国１０の地域ブロックを地理的市場として画定する」（「電気通信事業分野における

市場画定 2006」より） 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

２１ ６ － ４ －

２（２） 

【総務省案】 

（２）光ファイバ回線における設備・サービス別のシェア 

（中略） 

関東や近畿、北海道、宮城、愛知、福岡などの都道府県では、サービスベースのシェアが設備

ベースのシェアを大きく下回っているケースが見られ、これらの地域ではＮＴＴ東西の光ファイ

バとの接続によりＦＴＴＨサービスの提供を行っている競争事業者が多いことが推測される。こ

の結果に基づけば、光ファイバにおいては、東日本では第一種指定電気通信設備制度による加入

今回の分析結果は試行

的なものにとどまり、本文

にも注記している通り、デ

ータや分析手法を今後改

善していく必要があると

考えています。御意見はそ

の際の参考とさせていた

だきます。 
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者回線設備の開放等を中心に、西日本ではさらに一定の設備競争の寄与もあり、小売市場におけ

るサービス競争が展開されていると言える。 

（＊下線は当社による。）

【意見】 

光ファイバはＦＴＴＨサービスのほか、広帯域の法人ネットワークサービスや他事業者の中継ネ

ットワーク等にも利用されており、設備ベースのシェアとＦＴＴＨサービスにおけるシェアの乖離

がそのまま、事業者間取引の量と直結しているわけではありません。分析の客観性を高めるために

は、ＦＴＴＨサービスの提供事業者がそれぞれの設備をどのように調達したかを調査すべきと考え

ます。 

【東日本電信電話株式会社】

２４ 

 

６ － ４ －

３（２） 

【総務省案】 

(２)今後の課題 

今回実施した調査については、あくまで試行的なものであり、事業者間取引についてどういった

分析を行っていったら良いかを検討するための参考との位置づけにとどまる。今後、事業者間取引

の実態をより正確かつ定量的に把握するためには、各事業者が保有する自前設備及び調達設備の双

方について、例えば自前と調達の比率、調達先別の回線数等を詳細に把握することが望ましい。た

だし、これらが経営上の重要情報に該当する場合等には、データの収集方法や公表方法について慎

重に検討する必要がある。 

 

【意見】 

「市場支配力を有する電気通信事業者」の設備との接続における事業者間取引を今後さらに分析

する必要があります。その際には、「ネットワークの中立性に関する懇談会」などの各種研究会報

告や「スタックテスト」、「競争セーフガード」など新しく創設される競争政策とも連携をとって評

価すべきと考えます。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

御意見は今後の評価の

参考とさせていただきま

す。 

２５ 

 

６－５ 

（１） 

【総務省案】 

(１)設備・サービス別の競争状況と実勢価格の関係 

設備ベースとサービスベースにおける既存事業者のシェアが都道府県別に把握できることから、

このデータと光ファイバにおけるＦＴＴＨサービスの実勢価格との関係を、試行的に分析してみる

こととした。ＦＴＴＨサービスについては、ＮＴＴ東西が東日本・西日本の別にそれぞれ均一料金

を設定しており、戸建て住宅向け料金、集合住宅向け料金ともに、西日本の方がやや低価格となっ

ている12。しかし、営業現場では、様々なキャンペーンによる割引が展開されており、初期費用の

御意見は今後の評価の

参考とさせていただきま

す。 
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割引や、加入後数ヶ月間にわたる月額料金の割引、ポイントや商品券の還元などが適用されている

ため、実勢価格は地域の競争状況によっても変動があることが予想される。 

 

【意見】 

 「しかし、営業現場では、様々なキャンペーンによる割引が展開されており、初期費用の割引や、

加入後数ヶ月間にわたる月額料金の割引、ポイントや商品券の還元などが適用されている」とあり

ます。スタックテストでは、この営業費相当分について競争上問題がないかどうかを検討していま

すが、特に営業費相当分が競争に与える影響について、競争評価の事業者間取引でも分析を行うべ

きと考えます。 

 具体的には、支配的事業者がプライススクイーズをおこしていないかどうか、独占分野からの内

部相互補助を行っていないかどうかといった点があげられます。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

２６ 

 

６－５ 【総務省案】 

設備競争やサービス競争の進んでいる西日本において、ＦＴＴＨ（ＩＳＰを含む）の実勢価格（戸

建て住宅料金）は必ずしも低水準とは言えない。ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本はそれぞれの営業区

域の中でＦＴＴＨサービスを均一料金で提供しており、その料金は西日本の方が低いにもかかわら

ず、このような状況となっている。ＦＴＴＨサービスの競争は、ＮＴＴ東西と電力系事業者が主た

るプレイヤーであり、地域ブロックやさらに広域のエリア単位で共通価格を設定する制約（共通価

格設定制約）が存在する等の諸条件も想定され、設備ベース又はサービスベースにおける競争の程

度と小売価格の水準との関係は、単純には検証困難であった。 

ただし、サービスベースの競争が設備ベースの競争を大きく上回っている地域（ＦＴＴＨ契約数

のシェアの線が光ファイバ回線数のシェアの線を大きく下回っている地域）では、共通価格設定制

約の存在にもかかわらず、実勢価格が低くなっている傾向が観察される。仮にこの傾向が事実だと

すれば、設備ベースにおける競争の進展が小売料金の低廉化を促進することは疑いようもないが、

設備ベースの競争が困難な場合には不可欠設備の開放によってサービスベースの競争が十分に進

展すれば、設備ベースにおける競争と比肩しうる程の小売料金の低廉化が実現することの傍証にな

る可能性もある。 

 

【意見】 

 設備ベースの競争を促進すべきか、サービスベースの競争を促進すべきか、また、両者とも必要

であるのか、場合によって変わるのかなどについては、今後の競争政策にも大きな影響を与えるこ

とから、このような分析は有意義であると考えますので、継続して実施いただけるよう要望します。

本評価に賛同する御意

見として承ります。 
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【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

２６ ６－５ 【総務省案】 

サービスベースの競争が設備ベースの競争を大きく上回っている地域（ＦＴＴＨ契約数のシェア

の線が光ファイバ回線数のシェアの線を大きく下回っている地域）では、共通価格設定制約の存在

にもかかわらず、実勢価格が低くなっている傾向が観察される。仮にこの傾向が事実だとすれば、

設備ベースにおける競争の進展が小売料金の低廉化を促進することは疑いようもないが、設備ベー

スの競争が困難な場合には不可欠設備の開放によってサービスベースの競争が十分に進展すれば、

設備ベースにおける競争と比肩しうる程の小売料金の低廉化が実現することの傍証になる可能性

もある。実際に、ＦＴＴＨの実勢価格の水準を縦軸に、ＮＴＴ東西の設備ベースにおけるシェアか

らサービスベースにおけるシェアを引いた値を横軸にとると、戸建て料金のケースについて右下が

りの関係が得られた（図表６－５②）。 

この結果に基づけば、ＦＴＴＨサービスについて、事業者間取引が活発に行われるほど実勢価格

が下がる傾向が存在することが示唆される。 

（＊下線は当社による。）

【意見】 

事業者間取引の量とＦＴＴＨの小売価格との間に相関関係があるかについて、より客観的な分析

を行うべきです。 

光ファイバはＦＴＴＨサービスのほか、広帯域の法人ネットワークサービスや他事業者の中継ネ

ットワーク等にも利用されており、設備ベースのシェアとＦＴＴＨサービスにおけるシェアの乖離

がそのまま、事業者間取引の量と直結しているわけではありませんので、例えばＦＴＴＨ需要と実

勢価格との相関関係など、他の指標との相関関係を比較したうえで、結論付けるべきです。 

【東日本電信電話株式会社】

今回の分析結果は試行

的なものにとどまり、本文

にも注記している通り、デ

ータや分析手法を今後改

善していく必要があると

考えています。御意見はそ

の際の参考とさせていた

だきます。 

２６ ６－５ 

（ 図 表 ６

－５①） 

■サービス競争の重要性 

【総務省案】 

（１）設備・サービス別の競争状況と実勢価格の関係 

（中略） 

ただし、サービスベースの競争が設備ベースの競争を大きく上回っている地域（ＦＴＴＨ契約

数のシェアの線が光ファイバ回線数のシェアの線を大きく下回っている地域）では、共通価格設

定制約の存在にもかかわらず、実勢価格が低くなっている傾向が観察される。仮にこの傾向が事

実だとすれば、設備ベースにおける競争の進展が小売料金の低廉化を促進することは疑いようも

ないが、設備ベースの競争が困難な場合には不可欠設備の開放によってサービスベースの競争が

十分に進展すれば、設備ベースにおける競争と比肩しうる程の小売料金の低廉化が実現すること

御意見は今後の評価の

参考とさせていただきま

す。 
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の傍証になる可能性もある。 

 

【意見】 

サービスベースの競争が設備ベースの競争を大きく上回っている地域（ＮＴＴ東西のＦＴＴＨ契

約数のシェアが光ファイバ回線数のシェアを大きく下回っている地域）において、小売料金の実勢

価格が低くなっている傾向が見られることは、サービスベースの競争が消費者厚生にとって有効で

あることを示していると言えます。 

 従って、設備ベースの競争促進に偏らず、サービスベースの競争もより進展させることが、利用

者利便の向上のためにも適切です。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

２８ 

 

６－６ 【総務省案】 

２００７年度の競争評価においては、小売市場から卸市場を峻別して市場画定を行い、本格的な

卸市場及び事業者間取引の分析に着手することを視野に入れるべきである。また、併せて、関係事

業者の協力の下に、分析すべきテーマの整理、各種統計データの収集・信頼性向上、分析手法の改

善等を進めていくことが必要である。 

事業者間取引や卸市場については、競争政策上重要なテーマであり、諸外国でも卸市場の分析を

行っていることから、２００７年度以降の競争評価においても継続的に実施していくことが重要で

ある。 

 

【意見】 

 「事業者間取引や卸売市場については、・・・２００７年度以降の競争評価においても継続的に

実施していくことが重要である。」について賛成します。なお、事業者間取引については、定点的

評価に組み入れて継続的に実施していくのがよいと考えます。 

 今後サービスが予定されているＮＧＮでは、プラットフォームレイヤーが第一種指定設備となる

ことも想定されています。今後は、レイヤーごとの競争評価も視野に入れて、「図表６－２－２－

１～２の①物理網を所有する電気通信事業者とこれに接続する電気通信事業者の取引」及び「図表

６－２－２－１～２の③電気通信事業者とＩＳＰ・ＣＰ等との取引」について優先的に分析してい

ただけるよう要望します。ＭＶＮＯの促進や「モバイルビジネスモデル研究会」での検討を反映し

て、固定市場だけでなく、移動体市場での分析も引き続き要望します。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

御意見は今後の評価の

参考とさせていただきま

す。 

なお、卸売市場も含めた

正式な市場画定は、次回以

降の競争評価で検討する

予定です。 

２８ ６－６ 

 

【総務省案】 

２００７年度の競争評価においては、小売市場から卸市場を峻別して市場画定を行い、本格的な

ＥＵにおける市場分析

では、卸売市場の分析が中
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卸市場及び事業者間取引の分析に着手することを視野に入れるべきである。 

 

【意見】 

・ 事業者間取引を取り扱う意義は、「サービスの市場の競争状況に直接又は間接に大きく影響し

ている場合がある。」（基本方針２３頁）ためであり、今回もサービス市場の競争状況への影響

分析としての位置づけで分析が行われていることから、事業者間取引市場は、「競争評価が競争

の状況を分析・評価しようとする直接の対象ではない」（基本方針２３頁）とする基本方針にお

けるサービス市場の分析の補助的手段としての位置づけを崩すべきでは無いと考えます。 

・ よって、小売市場から卸市場を峻別して市場画定する必要は無く、本格的な事業者間取引の分

析に着手する必要はないと考えます。 

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

心となっており、卸売市場

や事業者間取引の分析を

行うことに意義があると

考えます。 

なお、事業者間取引につ

いては、戦略的評価の実施

に際して行った事業者か

らのテーマ募集の際に、

も希望の多かったテーマ

です。 

２８ ６－６ 

 

【総務省案】 

２００７年度の競争評価においては、小売市場から卸市場を峻別して市場画定を行い、本格的な

卸市場及び事業者間取引の分析に着手することを視野に入れるべきである。 

 

【意見】 

今回は、様々な事業者間取引の態様がある中で、物理網に着目した分析を試行的に実施されてお

りますが、物理網に係る取引については、相当の規制や政策が既に実施されているものと考えてお

ります。 

 次回以降の分析においては、コンテンツプロバイダー等の上位系レイヤと通信サービスレイヤ間

の取引関係等、今後、政策的な取り組みが必要と考えられる事業者間取引の分析を中心に実施いた

だきたく要望いたします。 

また、分析にあたっては、排他的な連携が生じていないか等、ＮＴＴグループ内での事業者間取

引の状況についても、注視いただくようあわせて要望いたします。 

【株式会社ケイ・オプティコム】

御意見は今後の評価の

参考とさせていただきま

す。 

２８ ６－６ 

 

【総務省案】 

事業者間取引や卸市場については、競争政策上重要なテーマであり、諸外国でも卸市場の分析を

行っていることから、２００７年度以降の競争評価においても継続的に実施していくことが重要で

ある。 

 

【意見（再掲）】 

■指定電気通信設備との接続に関する事業者間取引の重要性 

６－１と同意見 
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「戦略的評価」として新たに事業者間取引市場（接続・卸など）の分析に着手したことについて

は、有益な試みとして評価できますが、データの不完全性や分析手法が確立していないこと等から

試行的な内容にとどまっており、今後、手法の精緻化が必要であると考えます。 

特に、加入者回線部分に係る指定電気通信設備との接続に関する事業者間取引が小売市場の競争状

況に及ぼす影響は甚大であり、現にＦＴＴＨ市場では、８分岐単位の貸出と狭い光配線区域という

構造上の問題により、実質的に、競争事業者はＮＴＴ東西の光ファイバを利用できない状況にあり

ます。 

従って、事業者間取引の分析においては、指定電気通信設備との接続に関する表面的な接続義務

の有無ではなく、８分岐単位の貸出しや狭い光配線区域等の構造上の問題といった実態にまで踏み

込んで評価する必要があると考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

 

第７章 隣接市場間の相互関係に関する分析 

頁 段落 意  見 総務省の考え方 

全体  【意見】 

今回の評価案においては、利用者アンケートの結果から「固定電話市場、インターネット接続

市場、移動体通信市場での利用者の事業者選択について、同じ事業者又はグループのサービスを

選択する傾向があること」が確認され、「ＮＴＴ東西が固定電話市場で９０％を超える市場シェア

を有することから、この現象がＮＴＴグループに対して有利に働き、通信市場における競争状況

に重要な影響を及ぼす可能性」があることから、「固定電話市場を中心とするインターネット接続

市場及び移動体通信市場への影響について、十分に注視していく必要がある」と評価されていま

すが、以下の理由から適当でないと考えます。 

（１）固定電話、インターネット接続及び移動体通信の各市場において、利用者の事業者選好に

ついては、概ねＮＴＴグループより他社グループにおいて、より強い相関関係があります。特

にＦＴＴＨとＩＳＰにおける電力系事業者、固定電話と移動体及び固定電話とインターネット

接続におけるＫＤＤＩ殿、ソフトバンクグループ殿などでこうした傾向が顕著です。 

前者については、電力系事業者はＦＴＴＨとＩＳＰの垂直統合型バンドルサービスの提供が

中心であり、自社以外のＩＳＰを利用者が選択できないことが要因と考えられます。 

後者については、本章の後半で触れられているとおり、ＫＤＤＩ殿、ソフトバンクグループ

殿が固定系サービスと移動体サービスのセット割引を提供していることによる料金低廉化メリ

７－５の分析で見ら

れるように、固定電話・

移動体電話で共にＮＴ

Ｔグループを選択して

いる利用者は、ブランド

力や信頼性を選択理由

にあげている例が多い

結果となっています。し

たがって、御指摘のよう

に、「他社グループにお

ける強い事業者選好の

相関関係の裏返し」のみ

の理由により、ＮＴＴグ

ループに対する事業者

選好の相関関係を説明

するのは合理的でない

と考えます。 
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ットが要因と考えられます。 

このように他社グループにおける強い相関関係及びその要因を考慮すれば、利用者による事

業者選好に一定の傾向が見出されることはむしろ当然であり、このことが競争上、ＮＴＴグル

ープに対して有利に働くとは考えられません。 

（２）ＮＴＴグループにおける事業者選好の相関について、固定電話と携帯電話を例に考えると、

ＮＴＴ東西の加入電話利用者がＮＴＴドコモ殿の携帯電話を選択する割合と他社固定電話利用

者がＮＴＴドコモ殿の携帯電話を選択する割合を比較し、前者が後者より高いことをもって、

利用者は双方の市場でＮＴＴグループを選択する傾向が強いと分析しています。 

しかしながら、ＫＤＤＩ殿を基点にして考えれば 、メタルプラス電話の利用者は固定電話と

携帯電話のセット割引が要因となりａｕの携帯電話を選択する利用者が多くなり、その結果、

メタルプラス電話利用者のうちのＮＴＴドコモ殿の利用者の割合が減少します。 

一方で、ＮＴＴ東西を基点にすれば、いずれの事業者の携帯電話サービスともセット割引を

提供していないことから、加入電話利用者がａｕの携帯電話を選択する割合が減り、その結果、

市場のシェア動向を反映してＮＴＴドコモ殿の携帯電話利用者の割合が高くなります。 

つまり、他社グループにおける強い事業者選好の相関関係の裏返しとして、ＮＴＴグループ

における事業者選好の相関関係が上昇しているだけであり、利用者が双方の市場でＮＴＴグル

ープを選択する傾向が強いという結論にはなりません。 

【西日本電信電話株式会社】

いずれにせよ、このよ

うな利用者の傾向が今

後の事業者間競争に影

響を及ぼすことは明ら

かであり、その動向・理

由等について注視して

いくことが不可欠だと

考えています。 

５ 

１７ 

２１ 

２２ 

２７ 

３２ 

７－２ 

７－３ 

７ － ３ －

３ 

７－４ 

７－５ 

７－６ 

■事業者選好の傾向 

 

【総務省案】 

７－２ 固定電話市場とインターネット接続市場の関係【要約】 

・ 固定電話市場とインターネット接続市場（ＡＤＳＬ、ＦＴＴＨ及びＩＳＰ）の利用者選好に

ついては、利用者は双方の市場で同じ事業者を選択する傾向が存在。 

・ ＮＴＴグループのサービス利用者にその傾向が強く、また、ＦＴＴＨ利用者において、その

傾向が強い。 

・ 固定電話市場及びインターネット接続市場での事業者選択に相関があるとすれば、固定電話

で９０％を超えるＮＴＴ東西にとって、インターネット接続市場での競争が有利に働く可能性

があることから、注意が必要。 

７－３ 固定電話市場と移動体通信市場の関係【要約】 

・ 固定電話市場と移動体通信市場（携帯電話・ＰＨＳ）での消費者の事業者選好には、同一の

事業者を選択する傾向が存在。 

御意見は今後の評価

及び各種研究会等にお

けるルール整備の参考

とさせていただきます。 

なお、ブランドの効果

など、定量化が困難な影

響力に関する分析手法

について、具体的なご提

案があればご提示下さ

い。 

また、ＮＴＴグループ

に係る公正競争要件に

ついては、競争セーフガ

ード制度において検証

する予定です。 
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・ 中継電話と携帯電話・ＰＨＳの利用状況を見ると、マイライン・マイラインプラスで選択し

た事業者と同じ事業者・グループの携帯電話・ＰＨＳを利用者が選択している比率が高い傾向

が認められる。 

・ 異なるサービス間における事業者選択の相関は、固定電話で９０％を超える既存事業者に対

し、移動体通信市場での競争が有利に働く可能性についても留意していく必要がある。また、

ＦＭＣの進展等に伴い、一方の市場における市場支配力を梃子に他方の市場で利用しようとす

る企業行動等についても注視することが必要がある。 

７－３－３ 固定電話市場と移動体通信市場の関係の総括 

 異なるサービス間における事業者選択の相関は、企業ブランドや営業努力等も反映した結果で

あり、競争政策上直ちに問題視すべき事象でもないが、（以下略） 

７－４ インターネット接続市場と移動体通信市場【要約】 

・ インターネット接続市場でＮＴＴグループを選択している利用者（ＮＴＴ東西のＦＴＴＨ、

ＮＴＴ東西のＡＤＳＬ及びＩＳＤＮ）は、移動体通信市場でもＮＴＴドコモを選択している比

率が高いことが認められる。 

・ ＩＳＰでＮＴＴ系を利用している利用者は、移動体通信でもＮＴＴドコモを利用している傾

向が強い。同様の傾向はＫＤＤＩグループ間及びソフトバンクグループでも見られる。 

７－５ 複数市場で同一事業者のサービスを利用するものの傾向【要約】 

・ 複数市場で同一サービスを利用する者については、全体として、利用料金の安さを重視する

傾向があるが、ＮＴＴグループの利用者は、他よりもブランド力を重視する傾向がある。 

７－６ サービスの一体的提供について【要約】 

・ インターネット接続、固定電話及び映像配信（放送）について、同じグループから一体的な

提供を受けている利用者については、三つのサービスでＮＴＴグループのサービスを利用して

いる者がブランド力を も重視しているのに対して、それ以外のグループのサービスの利用者

は、利用料金を も重視している傾向がある。 

・ ５割以上の利用者が、固定電話、移動体通信及びインターネット接続について一体的なサー

ビス提供を受けたいと回答。今後、サービス融合がさらに進展し、同一グループによる一体的

なサービス提供・割引等が進めば、一体的にサービス提供を受ける利用者は増加する可能性。 

 

【意見】  

・ 各市場（固定電話市場、インターネット接続市場、携帯電話市場）におけるサービスの選択

において、利用者は同一の事業者・グループのサービスを選好する傾向が強いという結果に関

しては、市場支配力を有するＮＴＴグループのブランド力や隣接市場における市場支配力の濫
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用、あるいは共同的・一体的営業といった要因が強く影響しているものと考えます。 

 現在、市場において、Ｂフレッツ販売時のＯＣＮ推奨販売や、ドコモショップにおけるＢフ

レッツと携帯電話端末（ＮＴＴドコモ端末）のセット販売による割引等が現実の営業実態とし

て見られることもあり、市場支配力を有するＮＴＴグループによる共同的・一体的営業を厳し

く監視すべく、ＮＴＴグループ各社における禁止行為の範囲を明確にする必要があると考えま

す。 

 具体的には、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」や「東・西ＮＴＴの業務

範囲拡大に係る公正競争ガイドライン」においてＮＴＴグループの共同営業に関する反競争的

行為の具体的事例の記載の充実化を図ることが必要であると考えます。 

加えて、ＮＴＴドコモにおける禁止行為を具体的に記載する個別のガイドラインを策定する等、

さらに徹底した予防措置を早急に講じるべきと考えます。 

・ また、「異なるサービス間における事業者選択の相関は、企業ブランドや営業努力等も反映し

た結果であり、競争政策上直ちに問題視すべき事象でもない」と評価されていますが、前述の

とおり、ＮＴＴグループのブランド力は、自由競争によって勝ち得た価値のみで築かれたもの

ではなく、他社が追随できない特異な要素（例えば、公社時代の電電公社から引継がれた企業

イメージやユニバーサルサービス提供に伴う公共性の高い企業イメージ）を有していることは

明らかです。 

このため、ＮＴＴグループのサービス利用者がブランド力を重視する傾向が見られる以上、単

に消費者の嗜好や需要の動向注視にとどまることなく、ＮＴＴブランドが有する顧客誘引力や、

当該ブランドを有するＮＴＴグループ各社間の連携が競争環境へ与える影響を詳細に分析した

上で、公正競争環境確保のために適切な措置を講じる必要があると考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】

２ 

３ 

 

７－１ 

（２） 

【総務省案】 

(２)各市場におけるＮＴＴグループのシェア 

隣接市場間の相互関係について、競争評価の観点から注目されるのは、固定電話市場におけ

る市場支配力が他の市場に及ぼす影響である。下記図表は、定点的評価の結果を踏まえ、固定

電話市場、インターネット接続市場及び移動体通信市場におけるＮＴＴグループの主なシェア

を示したものである。 

図のように、固定電話市場の加入部分におけるＮＴＴ東西のシェアは９０．４％と圧倒的で

あり、固定電話市場において、市場支配力を有しているとされている（第１章参照）。そのた

め、この固定電話市場での市場支配力を梃子として、隣接市場における事業者間競争に影響を

及ぼす懸念が存在する。 

本評価に賛同する御

意見として承ります。 
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【意見】 

 市場支配力を梃子として隣接市場における事業者間競争に影響を及ぼす懸念を分析する際に、

ＮＴＴグループシェアは非常に重要な指標であると考えます。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

３ 

４ 

 

 

７－１ 【総務省案】 

以上から、次の市場（サービス）間における相互関係の有無について、利用者の事業者選好を

分析することによって検証を試みる。 

【固定電話市場とインターネット接続市場との関係】 

① 固定電話（加入部分）とＡＤＳＬ 

② 固定電話（加入部分）とＦＴＴＨ 

③ 固定電話（加入部分）とＩＳＰ 

④ ＡＤＳＬとＩＳＰ 

⑤ ＦＴＴＨとＩＳＰ 

⑥ 中継電話とＡＤＳＬ 

⑦ 中継電話とＦＴＴＨ 

⑧ 中継電話とＩＳＰ 

 

【意見】 

 （ｐ．３）図表７－１②では、ＦＴＴＨ市場でのＮＴＴ東西のシェアが６７．５％と非常に高

くなっておりロックイン効果について問題となっています。ＦＴＴＨ市場はＮＴＴ東西が市場支

配力を行使することができる市場であるため、さらに細かい市場での分析も必要と考えます。 

したがって、事業者選好の分析対象には、「固定電話（加入部分）と０ＡＢＪ－ＩＰ電話」、「０Ａ

ＢＪ－ＩＰ電話とＦＴＴＨ」の関係についても検証が必要と考えます。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

御意見は今後の評価

の参考にさせていただ

きますが、０ＡＢＪ－Ｉ

Ｐ電話とＦＴＴＨにつ

いて異なる事業者を選

択しているケースは例

外的と考えられるとこ

ろです。なお、ＦＴＴＨ

利用者における０ＡＢ

Ｊ－ＩＰ電話の利用状

況等は、今回の評価でも

マイグレーション分析

において考察していま

す。 

５～７ 

 

 

７ － ２ －

１ 

【総務省案】 

その結果、固定電話でＮＴＴ東西を選択している利用者は、ＮＴＴ東西のＦＴＴＨを選択する

比率が高く７０．９％となっている。 

また、固定電話でＮＴＴ東西以外を選んでいる利用者でも、５７．８％がＮＴＴ東西のＦＴＴ

Ｈを選択している。 

固定電話の加入者回線を利用するＡＤＳＬの場合と異なり、ＦＴＴＨを選択する場合は固定電

話とのリンクが物理的に存在する訳ではなく、固定電話（ＮＴＴ加入電話、直収電話、ＣＡＴＶ

競争評価においては、

固定電話市場とＦＴＴ

Ｈ市場の関係を注視し

ており、御指摘の点につ

いては、今後の評価の参

考にさせていただきま

す。 
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電話）とＦＴＴＨを併用する利用形態となっている。しかし、この分析結果によれば、固定電話

とＦＴＴＨの事業者選択に一定の相関が見られ、ＮＴＴ東西の固定電話の利用者は、ＦＴＴＨで

もＮＴＴ東西を選択する傾向が強くなっている6。 

 

【意見】 

 「この分析結果によれば、固定電話とＦＴＴＨの事業者選択に一定の相関が見られ、ＮＴＴ東

西の固定電話の利用者は、ＦＴＴＨでもＮＴＴ東西を選択する傾向が強くなっている」とありま

す。ＦＴＴＨ市場については、固定電話での市場支配力を梃子として隣接市場でも市場支配力を

行使できる可能性が高いと考えられます。また、ＦＴＴＨ市場はブロードバンドとして今後も急

速な拡大が期待されている市場のため、競争評価では特に注目していく必要があると考えます。 

 具体的には、現在提供されている「Ｂフレッツ」や「ひかり電話」について、固定電話（加入）

でのＮＴＴ東西の市場支配力が働いていないかどうか、次のような営業活動の観点からも分析し

ていく必要があると考えます。 

 

 ＜ＮＴＴ東西の市場支配力についての分析（社内取引と社外取引の差別について）＞ 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

分析項目 調査内容 

加入手続き ＮＴＴ東西の固定電話（加入）の利用

者がＡＤＳＬやＦＴＴＨを申し込みす

る際に利用した媒体、申込先窓口 

工事期間、手続きの複雑さ 加入申込から開通までに要した期間、

コンタクト回数 

ＩＳＰへの販売促進費用 ＮＴＴ東西から支払う販売促進費用が

グループ会社か、競合会社かで１回線

あたりの金額の差があるかどうか（販

売促進費用を支払っていない会社があ

るかどうか） 

８ ７ － ２ －

１（４） 

【総務省案】 

（４）ＡＤＳＬ市場とＩＳＰ市場 

（中略） 

御意見は今後の評価

の参考にさせていただ

きますが、サンプル数等
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以下は、ＡＤＳＬの利用者について、ＡＤＳＬとＩＳＰのそれぞれの事業者選好の相関につ

いて分析した結果を示したものである（図表７－２－１④参照）。なお、ＡＤＳＬ事業者は２

区分の選択肢（ＮＴＴ東西、その他）、ＩＳＰは９区分の選択肢とした。そして、下記図表で

は縦軸がＡＤＳＬで選択している事業者、横軸がＩＳＰで選択している事業者を示している。 

その結果、ＮＴＴ加入電話の利用者の中でもＮＴＴ東西のＡＤＳＬを選択した場合には、ＩＳ

Ｐの選択が原則自由な中で、５０．１％の利用者がＮＴＴ系のＩＳＰを選択している。したが

って、ＡＤＳＬの事業者選好とＩＳＰの事業者選好との間には、それぞれ自由な選択が行える

場合であっても事業者選好に一定の相関が生じていることが伺える。 

（＊下線は当社による。）

【意見】 

異なる市場の相関関係をより客観的に分析するためには、図表７－３－１①のように事業グル

ープごとの相関関係を比較し、相対的な評価を行うことが必要です。 

図表７－２－１④においては、ＡＤＳＬ事業者を「ＮＴＴ東西」「ソフトバンクＢＢ」「イー・

アクセス」「アッカ・ネットワークス」「その他」の 5 区分とし、それぞれの相関関係について

分析すべきです。 

【東日本電信電話株式会社】

を踏まえ、分析区分を設

定する必要があると考

えています。 

９ ７ － ２ －

１（５） 

【総務省案】 

（５）ＦＴＴＨ市場とＩＳＰ市場 

（中略） 

図表７－２－１⑤は、ＦＴＴＨの利用者について、ＦＴＴＨとＩＳＰのそれぞれの事業者選

好を分析した結果を示したものであり、ＦＴＴＨ事業者はＮＴＴ東西とその他の２区分に、Ｉ

ＳＰは９区分とした。なお、下記図表では、縦軸がＦＴＴＨで選択している事業者、横軸がＩ

ＳＰで選択している事業者である。 

その結果、ＮＴＴ東西のＦＴＴＨを選択した場合には、ＩＳＰの選択が原則自由な中で、４１．

９％の利用者がＮＴＴ系のＩＳＰを選択しており、ＦＴＴＨの事業者選好とＩＳＰの事業者選

好との間には、それぞれ自由な選択が行える場合であっても一定の相関が生じていることが伺

える。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

異なる市場の相関関係をより客観的に分析するためには、図表７－３－１①のように事業グル

ープごとの相関関係を比較し、相対的な評価を行うことが必要です。 

御意見は今後の評価

の参考にさせていただ

きますが、サンプル数等

を踏まえ、分析区分を設

定する必要があると考

えています。 
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図表７－２－１⑤においては、ＦＴＴＨ事業者を「ＮＴＴ東西」「電力系」「ＵＳＥＮ」「ＫＤＤ

Ｉ」「ソフトバンクＢＢ」「その他」の6区分とし、それぞれの相関関係について分析すべきです。

【東日本電信電話株式会社】

１６ ７ － ２ －

３ 

【総務省案】 

日本のＡＤＳＬは、世界でも も進んだアンバンドル規制が適用された結果、活発な競争が展

開され、既存事業者のシェアは世界で も低水準にある（図表７－２－３②参照）。しかし、近

年では、ＦＴＴＨのみならず、ＡＤＳＬや０５０－ＩＰ電話においても既存事業者であるＮＴＴ

グループのシェアが上昇し、ＡＤＳＬで競争の牽引役を果たしたソフトバンクＢＢのシェアが低

下する傾向にある。したがって、本分析で示唆された事業者選好のパターンが、事業者間の有効

な競争から生じたものであれば問題はないものの、固定電話における市場支配力を梃子として、

インターネット接続市場での競争に影響を与えようとする企業行動につながることはないかとい

う観点から、固定電話市場とインターネット接続市場との相互関係をＩＳＰも考慮に入れつつ今

後とも詳細に観察していくことが必要になる。 

 

【意見】 

 「本分析で示唆された事業者選好のパターンが、事業者間の有効な競争から生じたものであれ

ば問題はないものの、固定電話における市場支配力を梃子として、インターネット接続市場での

競争に影響を与えようとする」とありますので、隣接市場の競争評価では事業者選好以外の評価

手法も検討する必要があります。消費者選好を含めて小売市場での分析が中心となっていますが、

ＡＤＳＬやＦＴＴＨの市場においては、事業者間取引が小売市場に与える影響が非常に大きいの

で、その影響も考慮した評価をする必要があると考えます。 

 なお、小売市場については、市場パフォーマンス（市場シェア、ＨＨＩ）、消費者行動（消費者

選好）、消費者切替率（スイッチングコスト）だけでなく、例えば、価格・非価格での商品競争の

実態把握、市場への参入障壁（法規制による参入要件以外にも、ブランド力、財務上や情報面の

非対称性の問題）、利益率などの調査もあげられます。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

御意見は今後の評価

の参考にさせていただ

きます。なお、事業者間

取引は、戦略的評価にお

いても分析を試みてい

ます。 

２１ ７ － ３ －

３ 

図 表 ７ －

３－３① 

【総務省案】 

図表７－３－３① 固定電話市場と移動体通信市場での事業者選好の相関関係 

 固定電話（加入部分） 中継電話 

移動体通信 経路⑨：○ 

携帯電話・ＰＨＳ事業者の選

択は自由だが、ＮＴＴ東西の

経路⑩：○ 

携帯電話・ＰＨＳ事業者の選

択は自由だが、中継電話での

固定電話（加入部分）

に関する御指摘につい

ては、この調査では、全

体で４７．１％の利用者

がＮＴＴドコモを利用

しており、これと比較す

ると、御指摘の４８．
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固定電話利用者はＮＴＴドコ

モを選択する傾向が顕著（Ｋ

ＤＤＩ、ソフトバンクグルー

プについても同様の傾向）。 

ＮＴＴグループの選好度が高

いほど、ＮＴＴドコモを選択

する傾向が顕著（ＫＤＤＩ、

ソフトバンクグループについ

ても同様の傾向）。 

この結果は、携帯電話・ＰＨＳの事業者選択について、固定電話（加入部分）や中継電話の事

業者選択と同一の事業者・グループを選好する傾向を示唆しており、固定電話市場と移動体通信

市場において、サービスのバンドル化の有無に関わらず、同一の事業者・グループを選好する傾

向があることが指摘できる。 

異なるサービス間における事業者選択の相関は、企業ブランドや営業努力等も反映した結果で

あり、競争政策上直ちに問題視すべき事象でもないが、固定電話と携帯電話・ＰＨＳの事業者選

択に相関が働く傾向があるとすれば、この傾向が、固定電話で圧倒的に大きなシェアを有する事

業者・グループに対して、携帯電話・ＰＨＳ市場での競争において有利に働く可能性は否定でき

ない。また、携帯電話・ＰＨＳ市場で大きなシェアを有する事業者・グループに対して、固定電

話市場での競争において有利に働く可能性も否定できない。 

 

【意見】 

・ 固定電話(加入部分)ではＫＤＤＩ、ソフトバンクグループについては、携帯電話・ＰＨＳ市

場におけるシェアに比べ同一の事業者・グループを選択する比率が高くなる結果がでているが、

当社については、携帯電話・ＰＨＳ市場におけるシェア（５２．８％）よりも、同一の事業者・

グループを選択する比率（４８．１％）が低くなる結果が出ていることに注目すべきであり、

少なくとも「ＮＴＴドコモを選択する傾向が顕著」であるとは言えないと考えます。 

・ 中継電話では「ＮＴＴグループの選好度が高いほど、ＮＴＴドコモを選択する傾向が顕著」

とあるが、３区分・２区分において５２．８％、４区分において４９．８％（第７章図表７－

３－２①）とＮＴＴグループを選択する区分が増えるほど、ドコモを選択する比率はむしろ低

下していることから「ＮＴＴグループの選好度が高いほど、ＮＴＴドコモを選択する傾向が顕

著」であるとは言えないと考えます。 

・ 従って、当事業者間選択の相関分析により、同一の事業者・グループを選考する傾向がある

とし、市場で大きなシェアを有する事業者・グループにつき「固定電話市場と移動体通信市場

において、サービスのバンドル化の有無に関わらず、同一の事業者・グループを選好する傾向

がある」および「固定電話市場での競争において有利に働く可能性も否定できない」とする理

由に欠けるものと考えます。 

１％は比較的高いとい

うことになります。 

中継電話に関する御

指摘については、「選択

なし～４区分」までの全

体的な傾向を述べてい

るものであり、本部分は

ＮＴＴ加入電話の利用

者に関する調査でもあ

ることから、適切な記述

と考えます。 
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【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

２７ ７－５ 

 

【総務省案】 

・ 複数市場で同一サービスを利用する者については、全体として、利用料金の安さを重視する

傾向があるが、ＮＴＴグループの利用者は、他よりもブランド力を重視する傾向がある。 

・ 複数市場におけるＫＤＤＩ、ソフトバンクグループの利用者については、セット割引等がサ

ービス選択に影響している可能性がある。 

 

【意見】 

ＮＴＴグループではセット割引等が無いため、調査の前提が他事業者とは異なり、ブランド重

視の結果が出ていると推察されます。従って、一概に「他事業者よりもブランド力を重視する傾

向がある」とは断定できないと考えます。 

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

複数回答に基づく結

果であり、ブランド重視

の傾向は他事業者と比

較可能と考えます。な

お、御指摘の選択肢（他

のサービスと同じ事業

者にしたい）のセット割

引等の記述はあくまで

例示です。 

３７ ７－７ 【総務省案】 

・その結果、固定電話市場、インターネット接続市場、移動体通信市場での利用者の事業者選

択について、同じ事業者又はグループのサービスを選択する傾向があることを確認。 

・このような需要動向は、企業ブランドや料金設定、営業戦略等も反映した結果と考えられ、

競争政策上直ちに問題となる事象とは言えない。 

・ただし、ＦＭＣやトリプルプレイ等の普及に伴い、この傾向が競争状況に大きな影響を与え

る可能性があることから、引き続きこのような需要の動向を注視。 

（＊下線は当社による。）

 

【意見】 

・ 完全に対等な競争条件の下で確立・構築されたブランドや営業体制による戦略であれば問題

ありませんが、独占事業を出発点とするブランドや営業体制・戦略については、競争政策上、

直ちに是正すべき問題ととらえ、真に公平な競争環境を整えるための措置を検討する必要があ

ります。 

・ ＮＴＴ東・西のブロードバンド市場やＩＰ電話市場でのシェアの急上昇は、加入電話からの

マイグレーションに対する手続面での差や心理的負担を含むスイッチングコストが大きく影響

していると考えられますが、特に新サービスの営業活動においては、独占時代から引き継いだ

資産であるＮＴＴブランドの効果は大きいと考えます。 

・ また、ドコモショップでフレッツの受付を行うということは、同一のＮＴＴブランドを活か

した戦略であり、ＮＴＴグループ内連携におけるＮＴＴブランドの使用は、他事業者に対する

御意見は今後の評価

の参考にさせていただ

きますが、御指摘の歴史

的経緯やブランド力の

問題については、今後と

も留意していく必要が

あると考えます。 

なお、ＮＴＴグループ

に係る公正競争要件に

ついては、競争セーフガ

ード制度において検証

する予定です。 
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競争上の優位となっていると考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

３８ ７－７ 

（３） 

【総務省案】 

(３)まとめ 

図表７－７に示すとおり、隣接市場間の事業者選択における利用者の一定の相関関係は、企業

ブランドや料金設定、営業戦略等も反映した結果と考えられ、競争政策上直ちに問題となる事象

とは言えない。 

ただし、事業者選択理由について分析を行った結果、ＮＴＴグループのサービス選択者はブラ

ンド力を重視し、その他の事業者のサービスの選択者は料金の安さを重視する傾向にあることが

示唆されている。 

このような傾向については、単にボトルネック設備の有無にとどまらず、ＮＴＴグループとし

ての歴史や総合的事業能力をどう考えるべきかという点にもつながりうるものであるが、豊富な

データに基づく緻密な分析を行った上で、十分な議論が必要となろう。競争評価としては、引き

続き利用者の需要動向の変化をフォローした上で、異なる市場における事業者選択に相関が生じ

る理由について、競争政策的観点から問題となるものとならないものを峻別した上で、より詳細

に分析を行っていく必要がある。 

 

【意見】 

 「単にボトルネック設備の有無にとどまらず、ＮＴＴグループとしての歴史や総合的事業能力

をどう考えるべきかという点にもつながりうる」とあります。今後、垂直統合や水平統合でます

ますＮＴＴグループの市場支配力が高まると想定されることから、隣接市場の競争評価でも着目

していただけるよう強く要望します。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

本年の評価において

も、市場等の統合を意識

した評価を行っていま

すが、御意見は今後の評

価の参考にさせていた

だきます。 

３８ ７－７ 

（３） 

【総務省案】 

（３）まとめ 

競争評価としては、引き続き利用者の需要動向の変化をフォローした上で、異なる市場におい

て事業者選択に相関が生じる理由について、競争政策的観点から問題となるものとならないもの

を峻別した上で、より詳細に分析を行う必要がある。 

 

【意見】 

・ サンプルが web 閲覧に習熟している利用者層に偏るという欠点をもつ web 調査だけでなく、

モニターアンケート調査も併用すべきと考えます。 

モニターアンケート

調査も既に併用してお

り、適当なデータがあれ

ば、参照・利用していま

すが、御意見は今後の評

価の参考とさせていた

だきます。 

中継電話に関する御

指摘については、「選択

なし～４区分」までの全
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・ 「競争政策的観点から問題になるものとならないものを峻別」する際は、その判断基準を事

前に明確にし、広く意見を募集することが必要であると考えます。 

・ 中継電話では「ＮＴＴグループの選好度が高いほど、ＮＴＴドコモを選択する傾向が顕著」

とあるが、３区分・２区分において５２．８％、４区分において４９．８％（第７章図表７－

３－２①）とＮＴＴグループを選択する区分が増えるほど、ドコモを選択する比率はむしろ低

下していることから「ＮＴＴグループの選好度が高いほど、ＮＴＴドコモを選択する傾向が顕

著」であるとは言えないと考えます。 

・ 従って、当事業者間選択の相関分析により、同一の事業者・グループを選考する傾向がある

とし、市場で大きなシェアを有する事業者・グループにつき「固定電話市場と移動体通信市場

において、サービスのバンドル化の有無に関わらず、同一の事業者・グループを選好する傾向

がある」および「固定電話市場での競争において有利に働く可能性も否定できない」とする理

由に欠けるものと考えます。 

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

体的な傾向を述べてい

るものであり、本部分は

ＮＴＴ加入電話の利用

者に関する調査でもあ

ることから、適切な記述

と考えます。 

３８ ７－７ 

 

【総務省案】 

単にボトルネック設備の有無にとどまらず、ＮＴＴグループとしての歴史や総合的事業能力を

どう考えるべきかという点にもつながりうるものであるが、豊富なデータに基づく緻密な分析を

行った上で、十分な議論が必要となろう。競争評価としては、引き続き利用者の需要動向の変化

をフォローした上で、異なる市場における事業者選択に相関が生じる理由について、競争政策的

観点から問題となるものとならないものを峻別した上で、より詳細に分析を行っていく必要があ

る。 

 

【意見】 

分析結果によりますと、利用者の同一グループを選好する傾向が確認され、また利用者は一体

的なサービス提供を希望していることが確認されています。 

 他のグループと比較して、利用者にとって必ずしも利便性が高いとは思われないＮＴＴグルー

プにおいても、その傾向が高いことは、ＮＴＴ東西による固定電話市場での市場支配力が、何ら

かの形で影響していることを示唆するものと考えますので、引き続き、同一グループを選好する

要因を分析いただき、必要な措置を講じていただくよう要望いたします。 

 また、これら傾向を加速するものとして、ＮＴＴ東西とＮＴＴコミュニケーションズとの一体

的営業やＮＴＴ東西・ＮＴＴドコモの排他的な連携に強い懸念を感じておりますので、現在改正

手続き中の「活用業務ガイドライン」や今年度より運用開始されます「競争セーフガード制度」

を通じて、適切な措置を講じていただくよう強く要望いたします。 

御意見は今後の評価

の参考にさせていただ

きます。 
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【株式会社ケイ・オプティコム】

 
 
 
 
 

第８章 携帯電話番号ポータビリティ制度導入による競争状況の変化に関する分析 

頁 段落 意  見 総務省の考え方 

  【意見（再掲）】 

移動体通信サービス料金と端末機器販売における販売奨励金について一般的意見 

 

１ 総務省はいわゆる 0 円や 1 円で販売される携帯電話の端末代金が販売奨励金として電気通信

事業者から交付されることによって実現できる結果、長期に同一端末を使用している利用者の

負担からまかなう結果になるのは不公平であるとして、新たなガイドライン創設などの方策を

検討している。 

２ 総務省が主導するガイドラインは適切でなく別途の対策で十分である。 

３ 電気通信事業法制定当初の第一種電気通信事業者の料金は順次郵政省（当時）の関与がなく

なり、市場の自由な競争にゆだねる届出制になっており、そのながれを逆行することは適当で

はない。 

４ ただし、移動体通信サービスの料金は、原価積み上げ方式で基本料と通話料が定められてい

るのではなく、料金自由化のときに郵政省（当時）が 

① 基本料が安いが通話料が高い 

② 基本料は高いが通話料が安い 

というプランを認めた段階から、原価主義がなされていないのである。 

ただし、基本料金がゼロであるプリペイド携帯電話ではいいわゆるゼロ円携帯電話が自由競

争の基本的条件になることはありえず、現実に出現していない。 

４ 昨年には携帯電話の番号ポータブリティ制度が実施され、 

５ 近年の携帯電話の番号は SIM による IC 収納技術によることとなった。 

２－２－４（５）と同

意見 
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６ SIM に対し他の携帯電話端末での利用を制限するロックを禁じる総務省令に技術基準を変更

すると、もはや無料ないし 1 円携帯で提供する直後に別番号による利用を許容することになる

ため、無料ないし 1 円携帯によるビジネスモデルは成立せず、総務省が懸念する長期ユーザの

利用料が新規ユーザや頻繁に端末を機種変更するユーザに利益移転することはなくなる。現在

でも 9ヶ月未満の利用者の機種変更には販売奨励金が適用されることはなく割高になっており、

その料金設定は自由な市場にゆだねるべきである。 

７ 結論として SIM ロックによる端末利用の制限する技術基準である総務省令を改正することに

より、反射的に利用者にたいする不公正は是正できるのである。 

【熊木 俊明】

１０ ８ － ３ －

１ 

【総務省案】 

ＭＮＰ制度導入から約５ヶ月で１９９万件、３月末の携帯電話契約数に対して約２％の利用率

となっている 

 

【弊社意見】 

 ＭＮＰ約２％の利用率をもって「一定の成果があった」という評価ですが、韓国ではＭＮＰ導

入２年半ほどでＭＮＰ利用者は携帯電話加入者全体の約３０％と高い値となっています。日本で

のＭＮＰ利用率については数年かけて調査し競争評価を続けていくほうがよいと考えます。 

 特に、移動体市場は現在３社寡占で垂直統合モデルのため、レイヤーごとの新規参入が非常に

難しい状況となっています。この点についても分析し、今後は、ＭＭＰ（モバイル・メール・ポ

ータビリティ）やＭＣＰ（モバイル・コンテンツ・ポータビリティ）の充実によりＭＮＰが促進

されることを期待します。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

競争評価としては、今

後も定点的評価（移動体

通信領域）又は戦略的評

価において、ＭＮＰ制度

の利用状況等を注視し

ていく予定です。 

２１ ８－５ 【総務省案】 

ＭＮＰ 制度導入により、携帯電話市場の競争状況に変化がもたらされ、一定の競争を促進効果

があったと認められる。 

 

【意見】 

上記意見に賛同します。携帯電話市場では、ＭＮＰ導入によりこれまで以上に、多様な選択肢

（料金、端末、サービス等）がお客様に提供されています。 

今後、移動通信市場は、設備ベース或いはＭＶＮＯによる新規参入を通じて、一層の競争促

進が見込まれます。弊社としても、こうした環境変化を踏まえ、積極的にお客様の利益向上を

図る所存です。 

本評価に賛同する御

意見として承ります。 



 85

【ＫＤＤＩ株式会社】

２５ 

２６ 

 

８－５ 【総務省案】 

本分析結果は、ＭＮＰ制度が、携帯電話事業者間の競争促進と利用者の利便性向上の観点から、

一定の成果があったことを実証的に確認したものといえる。 

ＭＮＰ制度は一過性のものでなく、今後も継続されるものであり、引き続きＭＮＰ制度による

競争促進効果により低廉な料金や魅力的なサービス等が提供され、利用者全体の利益に確実につ

ながることが期待される。 

なお、総務省では「モバイルビジネス研究会」を開催し、販売奨励金やＳＩＭロックの在り方

を含む今後のモバイルビジネスの方向性に関する議論が展開されており、これらの議論も競争促

進と利用者利益向上を目指すものである。この議論の結果を踏まえ、更なる競争環境整備に向け

た競争政策が展開されることも予想されるため、ＭＮＰ制度を含めた競争政策の効果について、

今後も検証の試みを継続していくことが必要である。 

 

【意見】 

 「ＭＮＰ制度は一過性のものでなく、今後も継続されるもの」との指摘に賛成します。総務省

の「モバイルビジネス研究会」の検討結果も反映して、継続的に競争評価を実施していただける

よう要望します。 

【イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社】

本評価に賛同する御

意見として承ります。 

また、競争評価として

も、定点的評価（移動体

通信領域）又は戦略的評

価において、ＭＮＰ制度

の利用状況等を注視し

ていく予定です。 

 


